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１ 年 間 の 出 生 数 （ 率 ） 総 人 口 と 65 歳 以 上 人 口 割 合 
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務
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統
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働
力

調
査

」
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労

働
力

調
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特
別

調
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労
働

政
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研
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修
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若

年
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の
就

業
状

況
・
キ

ャ
リ
ア

・
職

業
能

力
開

発
の

現
状

」
（

20
09

年
）

 
（
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）
  1

. 完
全

失
業

率
に

つ
い

て
は

、
各

年
の

平
均

。
 

    
    

   2
. 非

正
規

雇
用

割
合

に
つ

い
て

は
、

平
成

13
年

度
ま

で
は

「
労

働
力

調
査

特
別

調
査

」
（

2月
調

査
）
、

平
成

14
年

以
降

は
「
労

働
力

調
査

（
詳

細
集

計
）
」
に

よ
る

。
 

 
 

 
 

 
調

査
月
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平

成
13

年
ま

で
は

各
年

2月
、

平
成

14
年

以
降

は
1～

3月
平

均
の

値
）
が

異
な

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

  時
系

列
比

較
に

は
注

意
を

要
す

る
。
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。

 
○

 非
正

規
雇

用
者

の
有

配
偶

率
は

低
く
、
雇

用
の

不
安

定
が

結
婚

に
当

た
っ
て
の

「
壁

」
と
な
っ
て
い
る
。
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況
（
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時
間
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事
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時

間
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。
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育
て
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の
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児
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加
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い
る
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る
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児

参
加
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十
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中
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育
て
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立
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負

担
感
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い
る
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1,

82
0万

ド
ル
）
 

1.
45

%
 

（
24

4億
6,

61
0万

ユ
ー
ロ
）
 1.

88
%

 
（
45

7億
27

0万
ユ
ー
ロ
）
 

3.
27

%
 

（
45

8億
9,

11
0万

ポ
ン
ド
）
 

3.
00

%
 

（
56

7億
8,

27
0万

ユ
ー
ロ
）
 

3.
35

%
 

（
1,

04
8億

4,
45

0万
 

 
 

 
 
ク
ロ
ー
ネ
）
 

0.
97

%
 

（
14

7億
9,

59
0万

カ
ナ
ダ
ド
ル
） 

「
平
成
２
４
年
度
児
童
手
当

を
加
味
し
た
場
合

 
 

 
 

 
 

 



 
 
各

都
道

府
県

に
設

置
さ
れ

て
い
る
「
安

心
こ
ど
も
基

金
」
に
つ
い
て
、
所

要
額

を
積

み
増

し
、
実

施
期

限
の

延
長

（
２
５
年

度
末

ま
で
）
を
行

う
。

 

 
保
育
士
の
人
材
確
保
に
向
け
て
、

 

 
・
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
等
を
支
援
す
る
「
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
設
置
、

 
 
・
保
育
士
の
就
業
継
続
を
支
援
す
る
研
修
、

 
 
・
認
可
外
保
育
施
設
の
保
育
従
事
者
の
保
育
士
資
格
取
得
支
援
、

 
 
・
保
育
士
養
成
施
設
入
学
者
に
対
す
る
修
学
資
金
貸
付
、

 
 
・
保
育
士
の
処
遇
改
善

 
 
等
を
実
施

 

保
育

サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実

 

 
・
認
定
こ
ど
も
園
事
業
費
等
の
充
実
（
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
所
機
能
部
分
に
つ
い
て
幼
保

 

 
 
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
と
同
程
度
の
補
助
額
に
改
善
）
 

 
 

 
 
※
認
可
外
保
育
施
設
運
営
支
援
事
業
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
改
善

 

 
・
子
育
て
支
援
交
付
金
事
業
の
組
み
替
え
・拡

充
 

 
 
①
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
機
能
強
化

 

 
 

 
 
子
育
て
家
庭
が
子
育
て
支
援
の
給
付
・
事
業
の
中
か
ら
適
切
な
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

 
 

 
 
情
報
の
集
約
・
提
供
な
ど
の
「
利
用
者
支
援
」
を
行
う
と
と
も
に
、
世
代
間
交
流
や
訪
問
支
援
、
地
域

 
 

 
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
な
ど
「
地
域
と
の
協
力
体
制
」
を
強
化
し
た
「
地
域
機
能
強
化
型
」
を
創
設

 
 

 
②
一
時
預
か
り
事
業
の
機
能
強
化

 

 
 

 
 
休
日
等
の
開
所
や
通
常
の
開
所
時
間
を
超
え
て
時
間
延
長
を
行
う
「
基
幹
型
施
設
」を

創
設

 

 
 
③
へ
き
地
保
育
事
業
の
実
施
要
件
の
緩
和
（
１
日
当
た
り
平
均
入
所
児
童
数

1
0
人
以
上
→
６
人
以
上
）
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な
ど

 
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
支
援

 
 
・
在
宅
就
業
支
援
な
ど
の
母
子
家
庭
等
に
対
す
る
就
業
支
援
や
生
活
支
援
の
実
施

 
 社

会
的
養
護
の
推
進
等

 
 
・
児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
環
境
の
改
善

 

 
・
児
童
相
談
所
の
改
修
や
備
品
整
備
等
の
環
境
改
善
、
地
域
の
創
意
工
夫
に
よ
る
児
童
虐
待
防
止

 

 
 
の
取
組

 

 
・
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
へ
の
支
援

 

安
心

こ
ど

も
基

金
の

積
み

増
し

・
延

長
に

つ
い

て
 

２
４

年
度

補
正

予
算

 
 

５
５

７
億

円
 

  
 

 
待

機
児

童
解

消
の

た
め
の

集
中

的
な
保

育
所
等

整
備

や
子

ど
 

も
・
子

育
て
支

援
新

制
度
の

施
行

準
備

を
推
進

す
る
た
め
基
金

を
 

積
み

増
し
・
延

長
 

  
・
待

機
児

童
解

消
を
目

指
す
保

育
所

等
の

整
備

（
年
間

約
７
万

 

 
 
人

の
受

入
れ

定
員

増
） 

 
・
認

定
こ
ど
も
園

の
整

備
 

 
・
子

育
て
支

援
の

た
め
の

拠
点

施
設

の
整

備
 

 
・
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
の

設
置

促
進

の
た
め
の
整

備
 

 
・
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

施
行

に
向

け
た
電

子
シ
ス
テ
ム

 

 
 
の

整
備

 

   
 

 （
参

考
）
 

予
備

費
 

1
,1

1
8
億

円
 

待
機

児
童

解
消

の
た

め
の

保
育

士
の

確
保

 
 

4
3
8
億

円
 

 

保
育

や
地

域
の

子
育

て
支

援
の

充
実

等
 

1
1
8
億

円
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地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

充
実

に
つ
い
て

 
・
 

地
域
子

育
て
支
援

拠
点

事
業

は
、
地
域

の
子
育
て
中
の
親
子
の
交
流
促
進
や
育
児
相
談
等
を
実

施
し
、

子
育

て
の

孤
立
感
、

負
担

感
の

解
消

を
図

り
、

全
て
の
子

育
て

家
庭

を
地
域
で
支
え
る
取
組
と
し
て
そ
の
拡
充
を
図
っ
て
き
た
。
 

・
 
「

子
ど

も
・
子
育

て
ビ

ジ
ョ

ン
」
に
お
い
て
も
、
１
万
か
所
（
中
学
校
区
に
１
か
所
）
の
設

置
を
目
標

と
し

て
掲

げ
、
重
点

的
に

取
組

を
推

進
。

 
→

 
地
域
子

育
て

支
援

拠
点
事
業
と
し
て
事
業
開
始
か
ら
５
年
が
経
過
し
、
実
施
形
態

の
多
様
化

。
 

・
 
更

に
、

昨
年
８
月

に
成

立
し

た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
で
は
、
子
育
て
家
庭
が
子
育
て

支
援
の

給
付

・
事

業
の
中
か

ら
適

切
な

選
択

が
出

来
る

よ
う
、
地

域
の

身
近

な
立
場
か
ら
情
報
の
集
約
・
提
供
を
行
う
「
利
用
者
支
援
」
が

法
定
化
。

 
 

 
 
→
こ

う
し

た
状
況
を

踏
ま

え
、

平
成
２
５
年
度
（
平
成
２
４
年
度
補
正
予
算
で
安
心
こ
ど
も
基
金

の
事
業

と
し

て
組

替
）
よ
り

、
以

下
二

点
を

実
施

し
、
事

業
の
更

な
る

拡
充

を
図
る
。
 

 
 ①

機
能

別
に
再

編
：
従

来
の

「
ひ

ろ
ば
型
」
・
「
セ
ン
タ
ー
型
」
を
「
一
般
型
」
に
再
編

し
、
職

員
配
置
や

活
動

内
容

に
応
じ
た

 
支

援
の

仕
組

み
と
す
る
。
 

（
「
児
童
館
型
」
は
「
連
携
型
」
と
し

て
実
施

対
象
施
設

を
見

直
し

。
）
 

②
機

能
の
強

化
：
「
利

用
者

支
援

」
・
「
地
域
支
援
」
を
行
う
「
地
域
機
能
強
化
型
」
を

創
設
す

る
。
 

ひ
ろ
ば

型
 

セ
ン
タ
ー
型

 

児
童

館
型

 

＜
①

機
能
別

に
再

編
＞

 

一
般
型

 

連
携
型

 

職
員
配
置
や
活
動
内
容
別

の
支
援
体
系
に

 

実
施
対
象
施
設

/日
数
の
見
直
し

 

＜
②

機
能

の
強

化
＞

 

【
再

編
の

イ
メ
ー
ジ
】

 

現
行

の
取

組
か
ら
の
円
滑
な
移
行
に
配
慮

 
一

般
型

か
ら
の

移
行

を
支

援
 

利
用

者
支

援
 

地
域

支
援

 

地
域

機
能

強
化

型
【
新

設
】
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地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

概
要

 
①

 
【

一
般

型
・

連
携

型
】

 
 

機
能

 

実
施

主
体

 

基
本

事
業

 

実
施

形
態

 

従
事

者
 

実
施

場
所

 

開
設

日
数

等
 

一
般

型
 

常
設
の
地
域
の
子
育
て
拠
点
を
設
け
、
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
る
取
組
を
実
施

 

     ・
地
域
の
子
育
て
拠
点
と
し
て
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
の
展
開
を
図
る
た
め
の
取
組
（加

算
）

 
 
一
時
預
か
り
事
業
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
多
様
な
子
育
て
支
援
活
動
を
拠
点
施
設
で
一
体
的
に
実
施

し
、
関
係
機
関
等
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
、
よ
り
き
め
細
か
な
支
援
を
実
施

 
 ・
出
張
ひ
ろ
ば
の
実
施
（加

算
） 

 
常
設
の
拠
点
施
設
を
開
設
し
て
い
る
主
体
が
、
週
１
～
２
回
、
１
日
５
時
間
以
上
、
親
子
が
集
う
場
を
常
設
す

る
こ
と
が
困
難
な
地
域
に
出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
開
設

 

子
育
て
支
援
に
関
し
て
意
欲
が
あ
り
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者

 
（
２
名
以
上
）

 

保
育
所
、
公
共
施
設
空
き
ス
ペ
ー
ス
、
商
店
街
空
き
店
舗
、
民
家
、
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
の
一
室

等
を
活
用

 

週
３
～
４
日
、
週
５
日
、
週
６
～
７
日
／
１
日
５
時
間
以
上

 

連
携

型
 

児
童
福
祉
施
設
等
多
様
な
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
設
に
親
子
が
集
う
場
を
設
け
、
子
育
て
支
援
の
た

め
の
取
組
を
実
施

 

     ・
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
（加

算
） 

 
拠
点
施
設
に
お
け
る
中
・
高
校
生
や
大
学
生
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
の
日
常
的
な
受
入
・
養
成
の
実
施

 

子
育
て
支
援
に
関
し
て
意
欲
が
あ
り
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者
（
１
名
以
上
）
に
児
童

福
祉
施
設
等
の
職
員
が
協
力
し
て
実
施

 

児
童
福
祉
施
設
等

 

週
３
～
４
日
、
週
５
～
７
日
／
１
日
３
時
間
以
上

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
①
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

  
 

 
 

 
②
子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
・
援
助
の
実
施

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施

 

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

 
（
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
民
間
事
業
者
等
へ
の
委
託
等
も
可
）

 

①
～
④
の
事
業
を
子
育
て
親
子
が
集
い
、
う
ち
解
け
た
雰
囲
気
の
中
で
語
り
合
い
、
相
互

に
交
流
を
図
る
常
設
の
場
を
設
け
て
実
施

 
①
～
④
の
事
業
を
児
童
福
祉
施
設
等
で
従
事
す
る
子
育
て
中
の
当
事
者
や
経
験
者
を
ス
タ
ッ
フ

に
交
え
て
実
施

 

○
「

ひ
ろ
ば

型
」
・
「

セ
ン

タ
ー

型
」
と
も

に
実

施
形

態
が
多
様

化
。

（
交

流
・
相
談

双
方

を
重

視
す
る
形

態
な

ど
）
 

 
→

 
「
ひ

ろ
ば
型
」

及
び

「
セ

ン
タ
ー
型

」
を

統
合

し
「
一
般

型
」

に
再

編
 

 
 

・
職
員

の
配
置
状

況
、

開
所

日
数
、
取

組
内

容
等

を
考
慮
し

た
支

援
の

仕
組
み
。

（
実

施
レ

ベ
ル
が
高

い
施

設
に

よ
り
手
厚

い
支

援
。

）
 

 
 

・
拠
点

施
設
に
お

い
て

地
域

の
子
育
て

支
援

事
業

を
一
体
的

に
実

施
し

て
い
る
場

合
に

加
算

。
 

 ○
き

め
細
か

な
対
応
と

子
ど

も
・

子
育
て
ビ

ジ
ョ

ン
達

成
に
向
け

て
着

実
な

事
業
の
推

進
。
 

 
→

 
「
児

童
館
型
」

を
「

連
携

型
」
に
再

編
 

・
児

童
館
を

始
め
子
育

て
関

連
施

設
で
実
施

。
（

→
多

様
な
ニ
ー

ズ
に

対
し

て
支
援
。

）
 

・
開

所
日
数

等
を
考
慮

し
た

支
援

の
仕
組
み

。
（

実
施

レ
ベ
ル
が

高
い

施
設

に
よ
り
手

厚
い

支
援

。
）
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地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

概
要

 
②

 
【

地
域

機
能

強
化

型
】

 
 

機
能

 

実
施

主
体

 

基
本

事
業

 

実
施

形
態

 

従
事

者
 

実
施

場
所

 

開
設

日
数

等
 

地
域

機
能

強
化

型
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
円
滑
な
施
行
を
見
据
え
て
利
用
者
支
援
体
制
の
基
盤
の
構
築
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
に
お
い
て
子
の
育
ち
・
親
の
育
ち
を
支
援
す
る
地
域
と
の
協
力
体
制
の
強
化
を
実
施

 

    ・
利
用
者
支
援
の
実
施

 
 
①
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
の
た
め
の
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
の
情
報
集
約
・提

供
に
関
す
る
取
組

 
、

 
②
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
に
あ
た
っ
て
の
相
談
に
関
す
る
取
組

 
 
③
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
支
援
・
援
助
に
関
す
る
取
組

 
 ・
地
域
支
援
の
実
施

 
 
①
地
域
の
多
様
な
世
代
と
の
連
携
を
継
続
的
に
実
施
す
る
取
組
、

 
②
地
域
の
団
体
と
協
働
し
て
伝
統
文
化
や
習
慣
・行

事
を
実
施
し
、
親
子
の
育
ち
を
継
続
的
に
支
援
す
る
取
組

 
  ③

地
域
団
体
の
活
性
化
等
地
域
の
子
育
て
資
源
の
発
掘
・育

成
を
継
続
的
に
行
う
取
組
、

 
④
家
庭
に
対
し
て
訪
問
支
援
等
を
行
う
こ
と
で
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
継
続
的
に
持
た
せ
る
取
組

 
 ※

職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
、
専
門
性
強
化
対
策
費
と
し
て
研
修
時
の
代
替
職
員
等
を
雇
用
す
る
た
め
の
経
費
を
補
助
単
価
に
上
乗
せ

 

育
児
・
保
育
等
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
・
経
験
を
有
し
、
地
域
の
子
育
て
事
情
や
社
会
資
源
に
精
通
す
る
者
（
２
名
以
上
、
た
だ
し
利
用
者
支
援
を
実
施
す
る
場
合
に
は
３
名
以
上
）

 

公
共
施
設
、
保
育
所
な
ど
の
児
童
福
祉
施
設
等
で
地
域
社
会
に
密
着
し
た
場
所
で
実
施

 

週
５
日
、
週
６
～
７
日
／
１
日
５
時
間
以
上

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
①
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

  
 

 
 

 
②
子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
・
援
助
の
実
施

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施

 

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

 
（
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
民
間
事
業
者
等
へ
の
委
託
等
も
可
）

 

○
交

流
・
相

談
な
ど
の

基
本

事
業

を
通
じ
て

得
ら

れ
た

子
育
て
親

子
と

の
つ

な
が
り
や

相
談

援
助

の
取
組
を

も
と

に
、

①
「
子
ど

も
・

子
育

て
支

援
新

制
度

」
の
円
滑

な
施

行
へ

の
準
備
、

②
地

域
の

子
育
て
力

の
低

下
に

対
応
す
る

た
め

の
「

地
域
の
子

育
て

・
親

育
て
」
の

支
援

の
両

面
を

充
実
。
 

 
→

 「
地

域
機

能
強
化

型
」

を
創

設
＝
「
利

用
者

支
援

機
能
」
・

「
地

域
支

援
機
能
」

を
付

加
 
 

 
［

利
用

者
支

援
］
 

 
 
 

子
育

て
家

庭
が

子
育
て

支
援

の
給

付
・

事
業

の
中
か

ら
適

切
な

選
択

を
行

う
こ
と

が
で

き
る

よ
う

情
報

の
集
約

・
提

供
な

ど
を

実
施

し
、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制
度

の
円

滑
な

施
行

を
図

る
。
 

 
［
地

域
支

援
］
 

 
 
 

世
代

間
交

流
や

訪
問
支

援
、

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
と

の
協

働
な

ど
を

実
施

し
、
地

域
で

の
子

育
て

支
援

の
基
盤

の
構

築
・

再
生

。
 

 
［
専

門
性

の
強

化
対

策
］
 

 
 
 

職
員

の
質

の
確

保
の
た

め
の

専
門

性
の

強
化

対
策
に

か
か

る
経

費
を

補
助

額
に
上

乗
せ

。
 

①
～
④
の
事
業
の
実
施
に
加
え
、
子
育
て
家
庭
が
子
育
て
支
援
の
給
付
・
事
業
の
中
か
ら
適
切
な
選
択
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
身
近
な
立
場
か
ら
情
報
の
集
約
・
提
供
を
行
う
「
利
用
者
支
援
」
と
と
も
に
、

親
子
の
育
ち
を
支
援
す
る
世
代
間
交
流
や
訪
問
支
援
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
な
ど
を
行
う
「
地
域
支
援
」
を
実
施

 

※
新

制
度

施
行

後
は

、
「
利

用
者

支
援

」・
「
地
域

支
援

」
 

 
 双

方
を
担

う
こ
と
を
想

定
 



   ○
高

齢
者

・
地

域
学

生
等
と
の
世
代
間
交
流

（
多

様
な
人

間
関

係
と
の

関
わ
り
）

 
○

地
域

の
伝

統
文

化
や

習
慣
行
事
に
ふ
れ
る

こ
と
に
よ
る
親

子
の

育
ち
の
支
援

 
 

○
地

域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
町
内
会
、
子
育

 
 
て
サ

ー
ク
ル

と
の

協
働

 

保
育
所

 放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

 

学
校

 
幼
稚
園

 

（
機

能
強

化
）

地
域

支
援

機
能

 

児
童
館

 

   ○
子
ど
も
・
子
育
て
関

連
３
法

の
給

付
・
事
業

の
利

 
用
に
つ
い
て
の
情

報
集

約
・
提
供

 
○
保
育
等
の
利
用
に
つ
い
て
の

相
談

 
○
保
育
等
の
利
用
調

整
（市

町
村
と
連

携
）

 

（
機

能
強

化
）

利
用

者
支

援
機

能
 

市
町

村
 

連
携

 

拠
点
職
員

 
利
用
者
（
待
機
児
童
）

 

利
用
相
談

 

利
用
資
源
の
案
内

 

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
 

子
育
て
親
子

 

 
 
※

 地
域

機
能

強
化

型
の

施
設

に
従

事
す

る
職

員
の

資
質

（
地

域
子

育
て

支
援

の
内

容
や

手
法

等
）
の

底
上

げ
  

⇒
 専

門
性

強
化

対
策

費
を

支
援

 

   
 
・
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供

 
 

 
・
育
児
の
相
談
・
援
助
、
講
習
等

 
 

 
 
・
育
児
に
役
立
つ
情
報
の
お
知
ら
せ

 
 

 
 

 現
在

の
機

能
（
相

談
等

機
能

）
 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
機
能
強
化

  
 

（
注

）
利

用
者

支
 

援
は

、
三

党
合

 
意

に
基

づ
く
子

ど
 

も
・
子

育
て
支

援
 

法
案

の
修

正
に

 
よ
り
、
市

町
村

事
 

業
と
し
て
法

定
化

 

様 々 な 地 域 住 民 ・ 団 体 と の 支 援 ・ 協 力 関 係 の 構 築  
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
に
、
以

下
の

機
能

を
持

つ
「
地

域
機

能
強

化
型

」
を
創

設
（
都

市
部

中
心

に
約

1,
10

0か
所

）
 

①
「

利
用

者
支

援
機

能
」

＝
地

域
の

子
育
て

家
庭

に
対

し
て

、
子

育
て

支
援

の
情

報
の

集
約

・
提

供
等

 
②

「
地

域
支

援
機

能
」

 
＝

親
子

の
育

ち
を

支
援

す
る

世
代

間
交

流
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

の
支

援
・

協
力

等
 関
係

機
関

と
の

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
を
推
進

 
 

 
 

 
（
関

係
者

会
議

等
） 

（
機

能
強

化
）
と

の
相

乗
効

果
で

更
に

充
実

 

認
定

こ
ど
も
園

 

oacgl
関連資料８



全
棟
数

S
57
以
降

建
築
の
棟
数

改
修
の
必
要

が
な
い
棟
数

改
修
済
、

改
修
中
数

耐
震
済

の
棟
数

耐
震
化
率

A
B

C
D

B
+
C
+
D
=
E

E
/A

雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
関
係
施
設

50
,4
03

27
,7
71

4,
63
1

3
,5
9
6

3
5
,9
9
8

7
1
.4
%

公
　
　
立

26
,6
12

12
,9
97

3,
40
1

2
,6
0
7

1
9
,0
0
5

7
1
.4
%

私
　
　
立

23
,7
91

14
,7
74

1,
23
0

9
8
9

1
6
,9
9
3

7
1
.4
%

社
会
・援
護
局
関
係
施
設

2,
23
6

1,
12
8

16
5

6
4

1
,3
5
7

6
0
.7
%

公
　
　
立

1,
65
7

77
8

12
6

4
8

9
5
2

5
7
.5
%

私
　
　
立

57
9

35
0

39
1
6

4
0
5

6
9
.9
%

障
害
保
健
福
祉
部
関
係
施
設

26
,2
31

18
,5
81

1,
04
2

4
3
1

2
0
,0
5
4

7
6
.5
%

公
　
　
立

3,
51
1

2,
24
4

48
6

1
1
0

2
,8
4
0

8
0
.9
%

私
　
　
立

22
,7
20

16
,3
37

55
6

3
2
1

1
7
,2
1
4

7
5
.8
%

老
健
局
関
係
施
設

67
,3
51

59
,8
13

1,
10
9

5
1
4

6
1
,4
3
6

9
1
.2
%

公
　
　
立

9,
15
4

7,
07
1

43
3

2
0
8

7
,7
1
2

8
4
.2
%

私
　
　
立

58
,1
97

52
,7
42

67
6

3
0
6

5
3
,7
2
4

9
2
.3
%

社
会
福
祉
施
設
等
　
計

14
6,
22
1

10
7,
29
3

6,
94
7

4
,6
0
5

1
1
8
,8
4
5

8
1
.3
%

公
　
　
立

40
,9
34

23
,0
90

4,
44
6

2
,9
7
3

3
0
,5
0
9

7
4
.5
%

私
　
　
立

10
5,
28
7

84
,2
03

2,
50
1

1
,6
3
2

8
8
,3
3
6

8
3
.9
%

（注
１
）平
成
２
２
年
４
月
１
日
現
在

（注
２
）全
棟
数
は
、
棟
数
か
ら
Ｈ
22
以
降
廃
止
予
定
を
差
し
引
い
た
も
の

施
設
種
別

（
部
局
別
総
括
表
）

社
会
福
祉
施
設
等
の
耐
震
化
状
況

oacgl
関連資料８



全棟数
S57以降
建築の棟数

改修の必要が
ない棟数

改修済、
改修中数

耐震済の棟数 耐震化率

A B C D B+C+D=E E/A

50,403 27,771 4,631 3,596 35,998 71.4%

公立 26,612 12,997 3,401 2,607 19,005 71.4%

私立 23,791 14,774 1,230 989 16,993 71.4%

乳児院 159 97 8 5 110 69.2%

公立 12 5 2 0 7 58.3%

私立 147 92 6 5 103 70.1%

母子生活支援施設 313 141 31 19 191 61.0%

公立 174 62 24 7 93 53.4%

私立 139 79 7 12 98 70.5%

児童養護施設 1,586 863 115 87 1,065 67.2%

公立 112 57 27 9 93 83.0%

私立 1,474 806 88 78 972 65.9%

児童相談所 220 107 30 23 160 72.7%

公立 220 107 30 23 160 72.7%

私立 － － － － － －

121 73 20 6 99 81.8%

公立 121 73 20 6 99 81.8%

私立 － － － － － －

第１種助産施設 446 307 18 20 345 77.4%

公立 287 194 15 15 224 78.0%

私立 159 113 3 5 121 76.1%

第２種助産施設 23 14 1 0 15 65.2%

公立 5 5 0 0 5 100.0%

私立 18 9 1 0 10 55.6%

保育所 25,434 12,534 2,902 1,733 17,169 67.5%

公立 11,458 4,551 1,960 1,025 7,536 65.8%

私立 13,976 7,983 942 708 9,633 68.9%

104 63 7 2 72 69.2%

公立 24 15 6 1 22 91.7%

私立 80 48 1 1 50 62.5%

児童自立支援施設 296 131 52 29 212 71.6%

公立 271 119 52 29 200 73.8%

私立 25 12 0 0 12 48.0%

児童家庭支援センター 56 38 3 1 42 75.0%

公立 － － － － － －

私立 56 38 3 1 42 75.0%

情緒障害児短期治療
施設

施設種別

雇用均等・児童家庭局計

児童相談所一時
保護所

社会福祉施設等の耐震化状況（雇用均等・児童家庭局関係施設）



全棟数
S57以降
建築の棟数

改修の必要が
ない棟数

改修済、
改修中数

耐震済の棟数 耐震化率

A B C D B+C+D=E E/A

施設種別

婦人相談所 45 31 5 2 38 84.4%

公立 45 31 5 2 38 84.4%

私立 － － － － － －

45 31 7 1 39 86.7%

公立 45 31 7 1 39 86.7%

私立 － － － － － －

婦人保護施設 67 32 11 3 46 68.7%

公立 40 25 8 0 33 82.5%

私立 27 7 3 3 13 48.1%

4,189 2,608 399 198 3,205 76.5%

公立 3,991 2,478 389 195 3,062 76.7%

私立 198 130 10 3 143 72.2%

母子福祉センター 41 21 4 5 30 73.2%

公立 35 20 4 5 29 82.9%

私立 6 1 0 0 1 16.7%

母子休養センター 2 1 0 0 1 50.0%

公立 1 1 0 0 1 100.0%

私立 1 0 0 0 0 0.0%

母子健康センター 28 10 1 0 11 39.3%

公立 28 10 1 0 11 39.3%

私立 － － － － － －

職員養成施設 21 8 7 3 18 85.7%

公立 6 0 5 0 5 83.3%

私立 15 8 2 3 13 86.7%

へき地保育所 433 266 12 10 288 66.5%

公立 423 262 11 10 283 66.9%

私立 10 4 1 0 5 50.0%

54 35 1 2 38 70.4%

公立 － － － － － －

私立 54 35 1 2 38 70.4%

66 46 0 0 46 69.7%

公立 － － － － － －

私立 66 46 0 0 46 69.7%

2,615 1,755 229 143 2,127 81.3%

公立 1,806 1,122 209 131 1,462 81.0%

私立 809 633 20 12 665 82.2%

婦人相談所一時
保護所

児童厚生施設（児童遊
園を除く）

児童自立生活援助
事業所

小規模住居型児童養
育事業所

子育て支援のための
拠点施設



全棟数
S57以降
建築の棟数

改修の必要が
ない棟数

改修済、
改修中数

耐震済の棟数 耐震化率

A B C D B+C+D=E E/A

施設種別

8,869 4,666 676 1,242 6,584 74.2%

公立 7,460 3,796 621 1,146 5,563 74.6%

私立 1,409 870 55 96 1,021 72.5%

認可外保育施設 5,170 3,893 92 62 4,047 78.3%

公立 48 33 5 2 40 83.3%

私立 5,122 3,860 87 60 4,007 78.2%

（注１）平成２２年４月１日現在

（注２）全棟数は、棟数からＨ22以降廃止予定を差し引いたもの

放課後児童健全育成
事業実施施設



居
所

不
明

児
童

生
徒
の

把
握
等

の
た
め

の
関
係

機
関
と

の
連
携

【
教

育
委

員
会

に
お
け
る
対

応
例

】
 

学
齢

簿
の

消
除

の
必

要
性

等
の

検
討

、
 

住
民

基
本

台
帳

担
当

と
の

連
携

 

在
籍

校
 

居
所

不
明

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
教

育
委

員
会

が
把

握
 

※
家
庭
訪
問
等
に
よ
る
状
況
確
認

 
※
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集

 

※
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集

 

居
所
不
明
と
な
っ
た
児
童
生
徒

に
つ
い
て
の
報
告

 

住 民 基 本 台 帳 担 当 と の 情 報 共 有 

東
京

入
国

管
理

局
に
照

会
 

・
居
所
不
明
児
童
生
徒
の
出
帰
国
の
状
況
の
確
認

 
  
  
  
※

関
係

機
関

を
代

表
し
て
又

は
他

の
関

係
機

関
 

 
 

 
 
を
通

じ
て
照

会
 

帰
国

し
て

 
い
る
場
合

 
帰

国
し
て
い
な
い
場

合
 

出
国
後

 
１
年
以
上

 

帰
国

し
て

 
い
る
場

合
 

東
京

入
国

管
理

局
に
再

照
会

 

帰
国

し
て

 
い
な
い
場
合

 

出
国
後

 
１
年
未
満

 

国
内

に
い
る
可

能
性
が
高
い
場
合

 

 
   

 子
ど
も
の
育
成
支
援

 
 

   
 に

関
す
る
関
係
機
関

   
 

   
 ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け

 
 

   
 る

情
報
共
有

 
 

 
   

 福
祉
・
医
療
・
教
育

 
 

 
   

   
・
少
年
保
護
等

 
 

 
 

市
町
村
児
童
福

祉
・
母

子
保

健
 

主
管
部
局

等
へ

の
照

会
 

・
予

防
接
種
履
歴
、
健
診
受
診
履
歴
、

 
D

V
等
の
相
談
履
歴
の
有
無
等

 

関
係
市
町
村

 
教
育
委
員
会
へ
の
照
会

 

児
童
福

祉
関

係
機

関
 

（
市
町
村
児
童

福
祉

主
管
部

局
、

 
児
童
相
談
所
等

）
と
の

情
報

共
有

 
・
児

童
虐
待
等
の
相
談
履
歴
の
有
無
等

 

転
住

先
と
し
て
考

え
ら
れ
る

 
住

所
（国

内
）が

あ
る
場

合
 

新
規

就
学

時
か

ら
 

居
所

不
明

で
あ
る
場

合
 

要
保

護
児

童
と
し
て
の

 
対

応
が

必
要

と
な
る
場

合
 

学
齢

簿
の

消
除

 

出
国
後

 
１
年
以
上

 

他
市

町
村

に
お
け
る
居

住
・就

学
が
確
認
で
き
た
場
合

 

新
規

就
学

後
に

 
居

所
不

明
と
な
っ
た
場

合
 

国
外

に
い
る
可

能
性
が

高
い
場

合
 

警
察
へ
の
相
談

 

事
件

性
が

あ
る
場

合
 

※
家

庭
訪

問
等

に
よ
る

  
  
  
状

況
確

認
 

※
関

係
者

か
ら
の

情
報

 
  
 収

集
 

oacgl
関連資料８



１
．

個
人

住
民

税
の

非
課

税
限

度
額

等
 

生
活

扶
助

基
準

の
見

直
し

に
伴

い
他

制
度

に
生

じ
る

影
響

に
つ

い
て

（
対

応
方

針
）
 

２
．

そ
の

他
生

活
扶

助
基

準
の

見
直

し
に

直
接

影
響

を
受

け
得

る
国

の
制

度
 

①
 

生
活

扶
助

基
準

の
見

直
し

に
伴

う
他

の
制

度
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

制
度

の
趣

旨
や

目
的

、
実

態
を

十
分

考
慮

し
な

が
ら

、
で

き
る

限
り

そ
の

影
響

が
及

ば
な

い
よ

う
対

応
す

る
こ

と
を

基
本

的
考

え
方

と
す

る
。

（
就

学
援

助
、

保
育

料
の

免
除

、
児

童
養

護
施

設
等

の
運

営
費

等
）

 
 ②

 
た

だ
し

、
生

活
保

護
と

同
様

の
給

付
を

行
っ

て
い

る
よ

う
な

制
度

に
つ

い
て

は
、

生
活

保
護

の
基

準
の

例
に

よ
り

給
付

を
行

う
。

（
中

国
残

留
邦

人
へ

の
給

付
等

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
医
療
保
険
等
の
自
己
負
担
限
度
額
の
軽

減
な
ど
、
非
課

税
限
度

額
を
参
照
し
て
い
る
も
の
を
含

む
）
 

○
 

２
５

年
度

は
影

響
は

無
い

。
 

○
 

２
６

年
度

以
降

の
税

制
改

正
に

お
い

て
対

応
。

 
○

 
非

課
税

限
度

額
を

参
照

し
て

い
る

も
の

は
、

２
６

年
度

以
降

の
税

制
改

正
を

踏
ま

え
て

対
応
。

 

○
 

国
の

取
組

を
説

明
の

上
、

そ
の

趣
旨

を
理

解
し

た
上

で
各

自
治

体
に

お
い

て
判

断
し

て
頂

く
よ

う
依

頼
 

３
．

地
方

単
独

事
業

 
 
（
例
：
準
要
保
護
者
に
対
す
る
就
学
援
助
）
 

oacgl
関連資料８



項
　
　
目

生
活

保
護

基
準

と
の

関
係

平
成

２
５
年

度
の

対
応

保
育
所
の
保

育
料
の
免
除
に
係
る

階
層
区
分

保
育
所
の
徴
収
金
（
保
育
料
）
基
準
額
表
の
階
層
区
分
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給

世
帯
等
（
第
1

階
層
）
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
第
2
階
層
）
、
市
町
村
民
税
課
税
か
つ
所
得

税
非
課
税
の

世
帯
（
第
3
階
層
）
、
所
得
税
課
税
世
帯
（
第
4
～
8
階
層
）
を
採
用
。

徴
収
金
（
保
育
料
）
基
準
額
：
第
1
階
層
　
負
担
な
し
　
⇒
　
第
2
階
層
　
9
,0
0
0
円
（
6
,0
0
0
円
）
　
⇒

第
3
階
層
　
1
9
,5
0
0
円
（
1
6
,5
0
0
円
）
　
第
4
階
層
～
第
8
階
層
　
3
0
,0
0
0
円
（
2
7
,0
0
0
円

）
～

1
0
4
,0
0
0
円
（
1
0
1
,0
0
0
円
）

※
3
歳
未
満
児
の
場
合
、
（
　
）
内
は
3
歳
以
上
児
の
場
合

第
２
階
層
の
者
に
つ
い
て
は
、
特
に
困
窮

し
て
い
る
と
市
町
村
長
が
認
め
た
世
帯
に

つ
い
て
は
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。

児
童
保
護
費

等
負
担
金
等

児
童
入
所
施
設
措
置
費
、
保
育
所
運
営
費
、
障
害
児
施
設
措
置
費
等
に
つ
い
て

○
「
一
般
生
活
費
」
、
「
日
用
品
費
」
及
び
「
児
童
用
採
暖
費
」
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護

の
「
改
定
率
」
に
準
拠
し
、
改
定
前
の
額
を
増
減
さ
せ
て
い
る
。

○
「
期
末
一
時
扶
助
費
」
、
「
入
進
学
支
度
金
」
、
「
葬
祭
料
」
及
び
「
分
娩
介
助
料
」
に
つ
い
て

は
、
生
活
保
護
に
お
け
る
単
価
の
改
定
に
準
じ
て
改
定
し
て
い
る
。

※
単
価
は
毎
年
度
の
予
算
に
お
い
て
決
定
。

○
「
一
般
生
活
費
」
、
「
日
用
品
費
」
、
「
児

童
用
採
暖
費
」
及
び
「
期
末
一
時
扶
助

費
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
準
拠
し
て
い

た
「
標
準
世
帯
」
の
設
定
が
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
据
え
置
く
。

○
「
入
進
学
支
度
金
」
、
「
葬
祭
料
」
及
び

「
分
娩
介
助
料
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

と
同
様
。

※
今
後
の
改
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
対
応
す
る
。

厚
生

労
働

省

生
活

扶
助

基
準

の
見

直
し
に
伴

い
他

制
度

に
生

じ
る
影

響
に
つ
い
て

生
活

扶
助

基
準
の
見
直
し
の
影
響
を
受

け
る
国

の
制

度
 

（
①

で
き
る
限

り
影

響
が
及
ば
な
い
よ
う
対
応
す
る
も
の
）

 



小
児
慢
性
特

定
疾
患
児
日
常

生
活
用
具
給
付

事
業

日
常
生
活
を
営
む
の
に
著
し
く
支
障
の
あ
る
在
宅
の
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
に
対
し
、
日
常
生

活
の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
殊
寝
台
等
の
日
常
生
活
用
具
を
給
付

す
る
も
の
。

自
己
負
担
限
度
額
の
階
層
区
分
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
（
A
階
層
）
、
市

町
村
民
税
非

課
税
世
帯
（
B
階
層
）
、
所
得
税
非
課
税
か
つ
市
町
村
民
税
課
税
の
世
帯
（
C
1
・
C
2
階
層
）
、
所

得
税
課
税
世
帯
（
D
1
～
D
1
9
階
層
）
を
採
用
。
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
は
負
担
な
し
。

【
負
担
額
】

生
活
保
護
世
帯
等
：
０
円

→
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
：
1
1
0
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
な
い
世
帯
）
：
2
2
5
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯
）
：
2
9
0
0
円

生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
、
保
育
所
の
保
育
料
の
免

除
に
係
る
措
置
同
様
、
B
階
層
の
対
象
世

帯
の
う
ち
、
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
市
町

村
が
認
め
た
世
帯
に
つ
い
て
も
、
自
己
負

担
を
無
料
と
す
る
取
扱
い
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

養
育
医
療
給

付
事
業

未
熟
児
の
養
育
に
必
要
な
医
療
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分
の
全
部

又
は
一
部
を

補
助
す
る
も
の
。

自
己
負
担
限
度
額
の
階
層
区
分
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
（
A
階
層
）
、
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯
（
B
階
層
）
、
所
得
税
非
課
税
か
つ
市
町
村
民
税
課
税
の
世
帯
（
C
1
・
C
2
階
層
）
、
所

得
税
課
税
世
帯
（
D
1
～
D
1
4
階
層
）
を
採
用
。
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
は
負
担
な
し
。

【
負
担
額
】

生
活
保
護
世
帯
等
：
０
円

→
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
：
2
6
0
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
な
い
世
帯
）
：
5
4
0
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯
）
：
7
9
0
0
円

生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
、
保
育
所
の
保
育
料
の
免

除
に
係
る
措
置
同
様
、
B
階
層
の
対
象
世

帯
の
う
ち
、
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
市
町

村
が
認
め
た
世
帯
に
つ
い
て
も
、
自
己
負

担
を
無
料
と
す
る
取
扱
い
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。



結
核
児
童
療

育
給
付
事
業

特
に
長
期
の
療
養
を
必
要
と
す
る
結
核
児
童
を
病
院
に
入
院
さ
せ
、
適
切
な
医
療

等
の
給
付
を

行
う
も
の
。

自
己
負
担
限
度
額
の
階
層
区
分
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
（
A
階
層
）
、
市

町
村
民
税
非

課
税
世
帯
（
B
階
層
）
、
所
得
税
非
課
税
か
つ
市
町
村
民
税
課
税
の
世
帯
（
C
1
・
C
2
階
層
）
、
所

得
税
課
税
世
帯
（
D
1
～
D
1
9
階
層
）
を
採
用
。
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
は
負
担
な
し
。

【
負
担
額
】

生
活
保
護
世
帯
等
：
０
円

→
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
：
2
2
0
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
な
い
世
帯
）
：
4
5
0
0
円

→
所
得
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯
）
：
5
8
0
0
円

生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
、
保
育
所
の
保
育
料
の
免

除
に
係
る
措
置
同
様
、
B
階
層
の
対
象
世

帯
の
う
ち
、
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
都
道

府
県
等
が
認
め
た
世
帯
に
つ
い
て
も
、
自

己
負
担
を
無
料
と
す
る
取
扱
い
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
。

病
児
・
病
後

児
保

育
の
利
用
料

の
免
除

利
用
料
に
つ
い
て
は
各
市
町
村
等
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
生
活
保
護
法
に
よ
る

被
保
護
者
世
帯
や
、
市
区
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
が
利
用
し
た
場
合
に
は
、
利
用
人
員
に
応

じ
、
市
町
村
へ
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

（
参
考
）

低
所
得
者
減
免
分
加
算

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者
世
帯
　
5
,0
0
0
円
×
年
間
延
利
用
人
員

・
市
区
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
　
2
,5
0
0
円
×
年
間
延
利
用
人
員

生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
、
保
育
所
の
保
育
料
の
免

除
に
係
る
措
置
に
準
じ
て
、
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
の
う
ち
、
特
に
困
窮
し
て
い

る
と
市
町
村
が
認
め
た
世
帯
の
利
用
に

係
る
加
算
額
に
つ
い
て
、
被
保
護
世
帯
と

同
額
と
す
る
よ
う
に
す
る
。



児
童
入
所
施

設
措
置
の
徴
収

金

児
童
入
所
施
設
へ
の
入
所
又
は
委
託
に
要
す
る
費
用
等
を
支
弁
し
た
都
道
府
県

又
は
市
町
村

の
長
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
、
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
、
そ
の
費
用
の
全
部
又

は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。

児
童
入
所
施
設
の
徴
収
金
基
準
額
表
の
階
層
区
分
と
し
て
、
生
活
保
護
受
給
世

帯
等
（
Ａ
階

層
）
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
Ｂ
階
層
）
、
市
町
村
民
税
課
税
か
つ
所
得
税
非
課
税
の
世

帯
（
Ｃ
階
層
）
、
所
得
税
課
税
世
帯
（
Ｄ
階
層
）
と
設
定
。

徴
収
金
基
準
額
：
Ａ
階
層
　
負
担
な
し
　
⇒
　
Ｂ
階
層
　
2
,2
0
0
円
（
1
,1
0
0
円
）
　
⇒
　
Ｃ
階
層
　
所
得

に
応
じ
て
4
,5
0
0
円
（
2
,2
0
0
円
）
～
6
,6
0
0
円
（
3
,3
0
0
円
）
　
Ｄ
階
層
　
所
得
に
応
じ
て
9
,0
0
0
円

（
4
,5
0
0
円
）
～
全
額
徴
収

※
入
所
施
設
の
場
合
、
（
　
）
内
は
母
子
生
活
支
援
施
設
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
場

合
、
情
緒

障
害
児
短
期
治
療
施
設
等
の
通
所
利
用
の
場
合

※
た
だ
し
、
Ｂ
階
層
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯
、
母

子
世
帯
等

又
は
障
害
児
（
者
）
が
い
る
世
帯
の
場
合
の
負
担
は
ゼ
ロ
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
Ｂ
階
層

の
世
帯
に
つ
い
て
も
、
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長
が
認
め
た
世
帯
に

つ
い
て
は
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
　
(助

産
施
設
を
除
く
）

Ｂ
階
層
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
扶
養
義
務

者
の
い
な
い
世
帯
、
母
子
世
帯
等
又
は

在
宅
障
害
児
（
者
）
が
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
、
無
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の

Ｂ
階
層
の
世
帯
に
つ
い
て
も
、
特
に
困
窮

し
て
い
る
と
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長

が
認
め
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、
無
料
と
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

※
助
産
施
設
の
費
用
負
担
に
つ
い
て

は
、
Ｂ
階
層
以
上
で
あ
れ
ば
、
医
療
保
険

か
ら
支
払
わ
れ
る
出
産
育
児
一
時
金
で

賄
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
実
質
的
な
負
担

増
に
は
な
ら
ず
、
た
だ
ち
に
対
応
が
必
要

な
も
の
で
は
な
い
。

介
護
福
祉
士

等
修
学
資
金
貸

付
事
業
等
（
※

）
に

お
け
る
生
活
費

加
算 ※

保
育
士
修

学
資
金
貸
付
事

業
を
含
む
。

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
事
業
等
は
、
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
等
に
在
学

す
る
者
の
う

ち
、
家
庭
の
経
済
状
況
等
か
ら
貸
付
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
学
費
等
の
貸
与
を
行
う

も
の
。

生
活
費
加
算
は
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
に
準
ず
る
経
済
状
況
に
あ
る
世
帯
の
者

に
対
し
貸
与

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
額
は
、
生
活
扶
助
基
準
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
で
決
定
。

生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
、
据
え
置
く
こ
と
と
し
、
今
後

の
改
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
速
や
か

に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て

対
応
す
る
。

（
注
）
個
人
住

民
税
の
非
課
税
限
度
額
や
非
課
税
限
度
額
を
参
照
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
の
影
響
は
な
く
、
平
成
２
６
年
度
以
降
の
税
制
改
正

　
　
の
議
論

を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
。
（
滞
納
処
分
に
お
け
る
給
料
等
の
差
押
禁
止
額
に
つ
い
て
は
、
変
更
の
必
要
が
あ
れ
ば
同
様
の
対
応
。
）



「
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
緊

急
事
態
宣
言
」

新
型

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
（
国

民
の

生
命

・
健

康
に
著

し
く
重

大
な
被

害
を
与

え
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の

に
限

る
）
が

国
内

で
発

生
し
、
全

国
的

か
つ
急

速
な
ま
ん
延

に
よ
り
、
国

民
生

活
及

び
国

民
経

済
に
甚

大
な
影

響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

①
外

出
自

粛
要

請
、
興

行
場

、
催

物
等

の
制

限
等

の
要

請
・
指

示
（
潜

伏
期

間
、
治

癒
す
る
ま
で
の

期
間

等
を
考

慮
）

②
住

民
に
対

す
る
予

防
接

種
の

実
施

（
国

に
よ
る
必

要
な
財

政
負

担
）

③
医

療
提

供
体

制
の

確
保

（
臨

時
の

医
療

施
設

等
）

④
緊

急
物

資
の

運
送

の
要

請
・
指

示
⑤

政
令

で
定

め
る
特

定
物

資
の

売
渡

し
の

要
請

・
収

用
⑥

埋
葬

・
火

葬
の

特
例

⑦
生

活
関

連
物

資
等

の
価

格
の

安
定

（
国

民
生

活
安

定
緊

急
措

置
法

等
の

的
確

な
運

用
）

⑧
行

政
上
の
申
請
期
限
の
延
長

等
⑨

政
府
関
係
金
融
機
関
等
に
よ
る
融
資

等

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
の
あ
る
新
感
染
症
に
対
す
る
対
策
の
強
化
を

図
り
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及

ぼ
す
影

響
が

最
小

と
な
る
よ
う
に
す
る
。

２
．
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
」
発
生
の
際
の
措
置

○
施

行
期

日
：
公

布
の

日
(平

成
2
4
年

5
月

1
1
日

)か
ら
起

算
し
て
１
年

を
超

え
な
い
範

囲
内

に
お
い
て
政

令
で
定

め
る
日

～
危

機
管

理
と
し
て
の

新
型

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

及
び
全

国
的

か
つ
急

速
な
ま
ん
延

の
お
そ
れ

の
あ
る
新

感
染

症
対

策
の

た
め
に
～

新
型

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法

に
つ
い
て

（
１
）
行

動
計

画
等

の
作

成
①

国
、
地
方
公
共
団
体
の
行
動
計
画
の
作
成

②
指
定
公
共
機
関
（
医
療
、
医
薬
品
・
医
療
機
器
の
製
造
・
販
売
、
電
力
、
ガ
ス
、
輸
送
等
を
営
む
法
人
）
の
指
定
・
業
務
計
画
の
作
成

（
２
）
権

利
に
制

限
が

加
え
ら
れ

る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当

該
制

限
は

必
要

最
小

限
の

も
の

と
す
る
こ
と

（
３
）
発

生
時

に
国

、
都

道
府

県
の

対
策

本
部

を
設

置
、
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
緊

急
事

態
に
市

町
村

の
対

策
本

部
を
設

置
（
４
）
発

生
時

に
お
け
る
特

定
接

種
（
登

録
事

業
者

(※
)の

従
業

員
等

に
対

す
る
先

行
的

予
防

接
種

）
の

実
施

※
医
療
提
供
業
務
又
は
国
民
生
活
・
国
民
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る
業
務
を
行
う
事
業
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

（
５
）
海

外
発

生
時

の
水

際
対

策
の

的
確

な
実

施

１
．
体
制
整
備
等
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７．予防接種・特定接種について 

 

７．１ 特定接種 

（１）特定接種の対象者について 

イ）特定接種の制度概要について 

○ 特定接種とは、特措法第 28 条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び

国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその

緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。特定接

種の対象者は、①医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与

する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働

大臣の登録を受けているもの（以下「登録事業者」という。）のこれらの業

務に従事する者（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。）、②新

型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員、③新型インフルエンザ

等対策の実施に携わる地方公務員である。 

 

ロ）特定接種の位置づけ 

○ 新型インフルエンザ等発生時の欠勤の原因としては、従事者本人の罹患に

よるだけでなく、家族の看病や介護、不安による欠勤も相当程度想定される

ため、欠勤者を減少させる効果という点では、特定接種の効果は限定的であ

ると考えられる。このため、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定

に寄与する業務の継続については、公衆衛生的対策、医療提供体制の整備、

重要業務への重点化事業者間の連携等、複数の対策を総合的に組み合わされ

ることが必要であり、特定接種もあくまでも、こうしたバランスに配慮した

戦略のなかで位置づけられる合理的な支援手段の１つである。 

 

○ 特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であ

れば、備蓄ワクチンを用いることとなるが、発生した新型インフルエンザ等

がＨ５Ｎ１以外の感染症であった場合や亜型がＨ５Ｎ１の新型インフルエン

ザ等感染症であっても備蓄しているプレパンデミックワクチンの有効性が低

い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなる。 

 

○ 特定接種対象者は、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、住民

「新型インフルエンザ等対策有識者会議中間とりまとめ」（平成 25年２月７日）抜粋 

oacgl
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よりも先に、有効性のあるワクチンの接種を開始することが想定される（注 1

したがって、新型インフルエンザ等緊急事態時において優先的に接種すべき

要因のある住民の予防接種の緊急性を踏まえれば、特定接種対象者の範囲や総

数は、国民の理解が得られるよう、政府対策本部において、発生時の状況に応

じて柔軟に決定されるべきである。 

）

ため、接種に用いるワクチンの別に関わらず、特定接種対象者の範囲や総数

は、国民が十分理解できるものでなければならない。 

 

○ 発生時の状況に応じて決定される特定接種の総数の水準によっては、事業

継続のための他の対策をより強化するとともに、国民には登録事業者によるサ

ービス提供の低下を受忍することが求められる。 

 

○ このため、新型インフルエンザ等が発生した場合には、事業者の従業員の

罹患等により、一時期、サービス基準が相当程度低下する可能性を許容すべ

きことを、国民に呼びかけることも重要である。 

 

（参考）ワクチンに期待する効果 

○ 季節性のインフルエンザワクチンの効果は現在次のようなものが確認され

ており（注 2

・ 感染防止効果：なし 

）、新型インフルエンザワクチンに関しても同様の効果が期待さ

れる。 

インフルエンザにかかる時はインフルエンザウイルスが口や鼻から体の

中に入ってくることから始まる。体の中に入ったウイルスは次に細胞に侵入

して増殖する。この状態を「感染」というが、ワクチンはこれを抑える働き

はない。 

・ 発症防止効果：45％ 

ウイルスが増えると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みなどの 

インフルエンザの症状起きる。この状態を「発症」という。ワクチンには、

この発症を抑える効果が一定程度認められている。 

・ 重症化防止効果：80％ 

発症後、多くの方は 1週間程度で回復するが、なかには肺炎や脳症などの

重い合併症が現れ、入院治療を必要とする方や死亡される方もいる。これを

インフルエンザの「重症化」という。特に基礎疾患のある方や高齢の方では

1 特定接種が終わらなければ住民接種が開始できないというものではない。2 数値は厚生科学研究班による「インフルエ

ンザワクチンの効果に関する研究（主任研究者：神谷 齊（国立療養所三重病院））」の報告（６５歳以上の健常な高齢

者の数値）を引用。 
2 数値は厚生科学研究班による「インフルエンザワクチンの効果に関する研究（主任研究者：神谷 齊（国立療養所三

重病院））」の報告（６５歳以上の健常な高齢者の数値）を引用。 



重症化する可能性が高いと考えられている。ワクチンの最も大きな効果は、

この重症化を軽減する効果である。 

 

ハ）特定接種対象者の基準の考え方 

○ 特定接種は住民接種よりも先に開始されるものであることを踏まえれば、

その対象者は、国民にとって十分納得感が得られるように、特措法が想定す

る公益性・公共性があると認められるものに限定的に選定される必要がある。

このため、政府行動計画に定めるべき基準については、以下のような業種基

準・事業者基準及び従事者基準を設定することが適当である。 

 

ステップⅠ＜業種基準＞ 

： 公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済

の安定に寄与する業務」を行う事業者に該当する業種を選定 

ステップⅡ＜事業者基準＞ 

： ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の

義務（事業継続義務）を果たし得るか等について検討 

ステップⅢ＜従事者基準＞ 

： ステップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」の選定基準か

ら従事者を絞り込む 

 

 

① ステップⅠ＜業種基準＞ 

○ 医療提供体制を確保することが新型インフルエンザ等対策の基本であるこ

とを鑑みると、医療の提供の業務を特定接種の対象とすることは当然に必要

である。 

 

○ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」については、

特措法上の高い公共性・公益性を有するかどうかの観点から業種の基準を設

ける必要がある。 

 



○ 指定公共機関は、新型インフルエンザ等の発生による「国民生活及び国民

経済に及ぼす影響の最少化」を目的とするため、「新型インフルエンザ等に対

処するための必要な措置との関連性」を有する「医療、医薬品又は医療機器

の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営

む法人」を指定することとなる。 

指定された法人は、新型インフルエンザ等発生時における業務継続の責務を

有し」（特措法第３条第５項）、新型インフルエンザ等対策に係る業務計画の作

成（特措法第９条）、備蓄（特措法第 10 条）、政府対策本部長等による総合調

整・指示（特措法第 20条等）や、個別の措置の実施要請・指示（特措法第 43

条、第 47条、第 52条、第 53条、第 54条）に従い、国や地方公共団体と連携

協力し、新型インフルエンザ等対策の万全を期す責務（特措法第３条第６号）

を有する。 

  指定公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエンザ等対策の実

施主体として、特措法上の想定する公共性・公益性を体現している。 

 

○ 指定公共機関は登録事業者に必要な特措法上の公共性・公益性を満たす核

心的存在であると考えられ、ステップⅠ＜業種基準＞は、指定公共機関を中

心にその基準を設けることが適当であり、具体的には以下のとおりである。 

 

Ａ．医療分野（「医療の提供の業務」に該当する「業種」） 

 １．新型インフルエンザ等医療型 

   （基準）新型インフルエンザ等医療 

 ２．生命保護型 

 （１）重大・緊急医療系 

    （基準）新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命・健康に

重大・緊急の影響がある医療 

（２）介護・福祉系 

    （基準）サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響が

ある介護・福祉事業 

        具体的には、サービスの停止等が利用者の生命維持に重大か

つ緊急の影響がある利用者（以下「重大利用者」という）がい

る入所施設と訪問事業所とすることが適当である。 

なお、「重大利用者」は、要介護者については要介護度３以上、

障害者については障害程度区分４以上、障害児については障害

児程度区分２以上、児童については未就学児以下とすることが

適当である。 



（※）通所施設・短期入所施設は、特措法第 45 条等に基づく

サービスの休止要請がなされる対象施設である。通所施設・

短期入所施設が一時閉鎖した場合、そのサービスを利用して

いた重大利用者へのサービス提供は、訪問事業所等が行うこ

とが想定される。 

（※）医療提供者やその他の特定接種対象者が養育する児童等

を預かる保育所等の確保方法については、今後検討すること

が必要である。 

 

Ｂ．国民生活・国民経済安定分野（「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業

務」に該当する「業種」） 

 １．指定型 

   （基準）指定（地方）公共機関に指定されている法人であること 

 ２．指定同類型 

（１）業務同類系 

    （基準）事業規模の観点から指定公共機関の指定は受けていないが、

指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営んでいること 

       ※ 新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとする

ためには、指定（地方）公共機関に準じて特措法が想定する

措置に相当する業務の遂行を確保することが重要であり、登

録事業者に該当するものと考えられるため。 

（２）社会インフラ系 

    （基準）電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基

盤事業と評価できるものであり、かつ、発生時においてもその

事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむ

を得ないものと同等レベルの公益性を満たす業種（石油元売事

業者、熱供給事業者、金融証券決済事業者） 

 

○ 登録事業者となる業務を行う業種の候補としては、保険業、食料品製造・

販売・流通業、生活必需品・衛生用品関連業、倉庫業、火葬・埋葬業、感染

性廃棄物処理業が考えられるが、政府行動計画を作成するまでに、業所管省

庁や業界団体の意見を踏まえつつ、今後、検討する。 

 

 

 

 



 

② ステップⅡ＜事業者基準＞ 

○ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の

努力義務（事業継続義務）を果たし得るか等についての基準を設ける必要が

ある。このため、「Ａ．医療分野」は、以下の事業者基準②を、「Ｂ．国民生

活・国民経済安定分野」は、以下の事業者基準①、②のいずれも同時に満た

すことを基準とすることが適当である。 

 

○ 特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者

は自らが接種体制を整えることが必要となる。このため、「B 国民生活・国民

経済安定分野」の事業者基準は、産業医を選任していること（注 3

なお、「新型インフルエンザ等医療分野」及び「重大・緊急医療系」につい

ては、当該基準は適用しないこととするが、事業者自ら接種体制を整えること

を求めることが必要である。また、「介護・福祉系」については、嘱託医に依

頼するなど迅速に接種が行える体制を確保することが必要である。 

）とする（事

業者基準①）。 

 

○ 登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る責務（特措法

第４条第３項）を負うことから、新型インフルエンザ等発生時から終息まで

の間、継続し得る体制・計画が整っていなければならない。このため、事業

者基準としてＢＣＰの作成を義務付けることとする（事業者基準②）。 

 

○ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、同種

事業を提供し得る事業者が多数存在し、指定型及び指定同類型以外の業務を

行う業種については、まん延時にもある程度の事業を継続していることが想

定される場合は特定接種の必要性は少ないと考えられる。 

 

③ ステップⅢ＜従事者基準＞ 

○ 登録事業者として登録した場合であっても、当該業務に従事する者が全て

特定接種の対象となるのではなく、特措法第 28条第１項第１号においては厚

生労働大臣の定める基準に該当する者に限定されることが規定されている。

この厚生労働大臣が定める基準についても、登録の基となる当該業務を実施

するために真に必要な従事者に限定されなければならない。このため、ステ

ップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」についての基準を設

けることが適当である。 

3 労働安全衛生法に基づき、従業員数が 50人以上の事業所に選任義務あり 



 

○ 「新型インフルエンザ等医療型」及び「重大・緊急医療系」については、

以下のとおり、従事者基準を設けることが適当である。 

 ・ 需要が増加すると想定される「新型インフルエンザ等医療型」について

は、その医療の提供の業務に従事する者（医師、看護師、薬剤師、窓口事

務職員など）とする。 

・ 「重大・緊急医療系」については、新型インフルエンザ等の医療の提供に

関与しないが重大・緊急の生命保護に従事する有資格者とする。 

 

○ 「介護・福祉系」については、サービスの停止等が生命維持に重大・緊急

の影響がある利用者にサービスを提供するのに必要な者とすることが適当であ

り、具体的には、介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員と意思決

定者とする。 

（介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員とは、介護職員、保健

師・助産師・看護師・准看護師、保育士、理学療法士等を想定。意思決定者

とは、施設長を想定） 

 

○ 「Ｂ．国民生活・国民経済安定分野」については、ステップⅠの業種基準

に該当する根拠となる「登録の基となる業務に直接従事する者」であること

とすることが適当であり、この点については、特措法上、事業者の役割が明

示されている場合とそうでない場合があるが、いずれにせよ、政府行動計画

を作成するまでに、業所管省庁や業界団体の意見を踏まえつつ、今後、具体

的に検討することが必要である。 

 

（常勤換算） 

○ また、「Ａ．医療分野」「Ｂ．国民生活・国民経済安定分野」については、

例えば、週１日しか勤務しない者が５人いる場合と、週５日勤務する者が１

人いる場合の均衡を考慮し、登録する従事者数は、常勤換算することが適当

である。 

 

（外部協力者の考え方） 

○ 登録の基となる業務の継続には、関連会社等の外部協力者の協力が必要な 

場合がある。このため、登録事業者の登録の基となる業務を受託している外部

事業者の職員（登録事業者に常駐して当該業務を行う等不可分一体となってい

る場合に限る。）は、登録事業者の全従業員数の母数に含むこととし、その要

件に該当しない場合、外部事業者に対しては、登録事業者が確実に当該業務従



事者を管理することを前提にその割り当てられたワクチンを外部事業者の従

事者に配分することを認めることとすることが適当である。 

 

（総枠調整について） 

○ 「登録の基となる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な要員（※）

については、新型インフルエンザ等の発生時に国民から求められるサービス

水準と関係するものである。発生状況やワクチンの製造・製剤化のスピード、

国民の住民接種の緊急性等からワクチン接種人数が制約されることも考えら

れる。このようなことを考慮すると、発生時に基本的対処方針諮問委員会の

意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種のワクチンの総数を基に、

「総枠調整率」を用いることが適当であると考えられる。 

 

○ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種総数が決

まることとなる。 

 

 

○ また、当面の登録のための「総枠調整率」については、 

・ パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民接種とトレー 

ドオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も国民より先行的に接種

を開始することに国民の理解が不可欠であることは当然であり、基本的な関

係は同様である。 

・ 備蓄ワクチンを使用する場合、特定接種の対象者は０～1,000万人の範囲

内（※）と想定することができる。また、パンデミックワクチンを特定接種

に使用する場合は、ワクチンの供給量が初期には十分でない恐れがあるとい

う意味で事態が切迫しており、より限定的に実施することが考えられる。 

  （※）備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しない可能性もあり得る。 

といった状況を踏まえ、初回の登録の際は、暫定的に特定接種の一定の総枠を

想定して、総枠調整率を設定したうえで登録することとする。なお、当面の登

録のための暫定的な総枠調整率等は、接種対象者の精査を実施した後に、適宜

見直すことを想定する（３年に１度程度）。 

なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パンデミック発

生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、法令の弾力化も関係



することから、産業界、労働界と行政が協力して今後検討していく必要があり、

また、そうした検討を本会議でも生かしていくことが求められる。 

 

④ 発生時の特定接種実施の基本的考え方と登録のあり方 

○ 特定接種の範囲の考え方については、平時に整理して準備しておくことが

重要であり、発生時の特定接種の範囲については、基本的にはあらかじめ登

録された事業者・従事者について実施するものである。 

ただし、新型インフルエンザ等医療型と重大・緊急医療系を除く登録事業

者・従事者については、例外的であるが、病原性が高く出る層、ワクチンの出

荷時期、感染拡大の状況、社会混乱の様相など、具体的状況に応じて、これら

の者の中から実際に特定接種を実施する者を絞り込んで決定しなければなら

ない状況も考えられる。 

このため、最終的には発生時において基本的対処方針等諮問委員会の意見を

聴いて政府対策本部において全体的状況を踏まえ、国民の求めるサービス水準

も勘案して特定接種の総枠及び対象、住民への予防接種の開始のタイミングを

決定することが適当である。 

 

○ 登録制度は、登録により、登録事業者に特定接種の実施を請求する確定的

権利は発生しない仕組みとすべきであり、登録実施要領において登録事業者

の具体的な地位や登録事業者の具体的義務等を明示することが必要である。 

   

○ さらに、以下のような事項についても、登録実施要領に明示することが必

要である。 

・ 事業者から登録申請がなされた際、所管行政機関から申請内容の確認等の

ため、関係事業者に対し必要なデータの提出を求めた場合、当該データ等の

提出がなされない場合には申請は受理されない（登録ができない）。 

・ 事実と異なる申請をして登録された事業者については、登録を抹消する。

悪質な場合には事業者名を公表する。 

・ 登録申請に当たっては、事業継続計画の提出を求める。 

 

⑤登録事業者の責務の担保措置 

○ 登録事業者として登録した事業者は、「業務を継続的に実施するよう努め」

る義務（特措法第４条第３項）を負うが、住民への接種よりも先に接種する

ことからも、このような義務を果たすことを担保するため、特措法上の公共

性・公益性と登録事業者の利益の程度に応じた地位義務を明確にする必要が

ある。 



 

○ このため、例えば、以下のような措置が必要である。 

・ 登録事業者として登録した事業者については、その事業者名を登録完了 

時に公表する。 

・ 新型インフルエンザ等発生時に、登録事業者にワクチンを接種した場合 

には、以下の事項を届出又は公表する。 

  ＜届出＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数、接種した個人名 

       事業者ごとの接種人数のうち実際に勤務した人数 

  ＜公表＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数 

 

⑥公務員の特定接種対象者について 

○ 公務員の特定接種対象者についても、民間事業者である登録事業者におけ

る対象者の考え方を踏まえ、検討を進めていく必要がある。 

 

（２）特定接種の登録方法等について 

 

イ） 具体的な登録方法 

○ 特定接種の対象となる登録事業者は、医療の提供並びに国民生活及び国民

経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、今後、政府行動計画におい

て示される「登録の基準に関する事項（注 4

 

）」により定められることとなる。 

○ その登録事業者の従業員のうち、厚生労働大臣が定める基準（注 5

 

）に該当

する医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務に従事す

る者のみが、実際に特定接種の対象となる。 

○ 特定接種は、特に速やかに実施する必要があることから、厚生労働大臣が

定める以下の具体的な手順（注 6

 

）により、あらかじめ接種対象者の属する事

業者に対し特定接種に係る登録の周知等を行い、登録申請を受け付け、接種

対象人数を把握することが求められる。 

○ 特措法第 28条第３項において、厚生労働大臣は、自らが行う特定接種及び

登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の

閲覧等を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を

4  特措法第６条第２項第３号 第 28 条第１項第１号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項をいう。 
5  特措法第 28 条第１項により厚生労働大臣告示にて定める予定である。 
6  特措法第 28 条第１項により厚生労働大臣告示にて定める予定である。 



求めることができることとされている。 

 

○ 第 28条第４項において、厚生労働大臣は、特定接種及び登録の円滑な実施

のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及

び各省各庁の長に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求める

ことができることとされている。 

 

○ 登録の周知等の手続きについては、以下の方法が考えられる。 

① 厚生労働大臣は、政府行動計画により示される特定接種の登録基準に基

づき、事業者に対し登録申請について情報提供及び周知、並びに所管する

行政機関（注 7

② 各所管行政機関の長は、自らが所管している事業者を業種別にリストア

ップし、一次リストを作成する。 

）の長に対し当該関連事務について協力をするよう依頼す

る。  

③ 各所管行政機関の長は、作成した一次リストに基づき当該事業者の長に

対し、特定接種に係る登録申請について情報提供し、登録申請の意向を確

認する。  

④ 当該事業者の長は、所管行政機関の長に対し登録申請の意思を回答する。  

⑤ 各所管行政機関の長は、上記の意向に基づき接種を希望する事業者のリ

スト（二次リスト）を作成する。  

⑥ 所管行政機関の長は、二次リストに基づき当該事業者の長に対し、特定

接種に係る登録申請を行うよう連絡する。  

⑦ 各所管行政機関の長は、作成した二次リストを厚生労働大臣宛て提出す

る。 

 

○ 登録申請の手続きについては、以下の方法が考えられる。 

① 登録の候補となる事業者の長は、所管行政機関を経由して厚生労働大臣

へ登録申請（注 8

② 当該所管行政機関の長は、当該事業者の登録内容について確認を行い、

内容に疑義がある場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行う

こととする。  

）する。 その際、所管行政機関の長は当該事業者の登録

内容を把握することとする。  

③ 当該所管行政機関の長は、当該事業者の登録内容に疑義が無ければ、厚

7  所管行政機関とは、例えば電力会社であれば、国（経済産業省）、病院であれば各都道府県など、その事業者に許

認可を与えている、又は主にその事業者を把握している官公署を指す。 
8  申請の際に登録する情報は、特定接種を行うべき対象者の人数や業務内容を想定している。 



生労働大臣宛てに登録内容を確認した旨通知する。 

④ 当該所管行政機関の長からの当該通知を受領した厚生労働大臣は、登録

内容の確認を行い、当該事業者の登録内容に疑義が無ければ、登録を行う。 

⑤ 当該登録を行った厚生労働大臣は、当該事業者の長及び当該所管行政機

関の長に対して、登録が完了した旨通知する。  

 

○ 特定接種の対象となる国家公務員や地方公務員については、その所属機関

が対象者を把握し、厚生労働大臣宛てに報告することが考えられる。 

 

ロ） 接種体制 

○ 特定接種対象者に対し、速やかに接種することが求められるものであるた

め、未発生期からできるだけ早期に接種体制を構築することが求められる。 

 

○ 原則として集団的接種を行うこととするため、100人以上を単位として接種

体制を構築する必要がある。登録事業者は、企業内診療所において接種体制

を構築する、又は接種を行う地域の医療機関とあらかじめ発生時に接種に協

力する旨の協定を結ぶ等により接種体制を構築することとする。100人以上の

集団的接種体制を構築できない登録事業者については、登録事業者が属する

事業者団体ごとに集団的接種体制の確保を図ることが求められる。 

 

○ 上記の方法によってもなお、登録事業者又は登録事業者が属する事業者団

体ごとに集団的接種体制を構築することが困難な場合には、厚生労働省は、

必要に応じ、都道府県や市町村の協力を得て接種体制を構築する必要がある。

接種会場については、保健所・保健センター等公的な施設を活用するか、医

療機関に委託することが考えられる。 

 

○  医療従事者への特定接種は、勤務する医療機関において実施することと

なるため、当該医療機関で接種体制を構築する必要がある。 

 

○ 特定接種の対象となる国家公務員や地方公務員については、その所属機関

が接種体制の構築を図る必要がある。 

 

７．２ 住民に対する予防接種 

 

（略） 
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 朝野 和典 大阪大学大学院医学系研究科感染制御学分野教授 

 永井 庸次 社団法人全日本病院協会理事 

 古木 哲夫 和木町長 

 松井 憲一 日本経済団体連合会 国民生活委員会 企画部会長 

 丸井 英二 人間総合科学大学人間科学部教授 

 南  砂 読売新聞編集局医療情報部長 
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番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
行

動
計

画

都
道

府
県

行
動

計
画

に
盛

り
込

む
べ

き
基

準
に

つ
い

て

都
道

府
県

行
動

計
画

に
盛

り
込

む
べ

き
基

準
を

「
中

間
取

り
ま

と
め

案
」
の

中
で

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
が

、
ど

こ
が

そ
れ

に
該

当
す

る
の

か
。

示
さ

れ
て

い
な

い
と

す
れ

ば
、

明
確

に
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

特
措

法
７

条
に

お
い

て
、

都
道

府
県

行
動

計
画

で
定

め
る

事
項

を
規

定
し

て
い

る
が

、
政

府
行

動
計

画
に

お
い

て
は

、
さ

ら
に

都
道

府
県

の
事

務
が

明
確

に
な

る
よ

う
に

し
て

い
き

た
い

。
長

野
県

2
行

動
計

画

都
道

府
県

行
動

計
画

に
規

定
す

べ
き

「
市

町
村

行
動

計
画

に
盛

り
込

む
べ

き
基

準
」
に

つ
い

て 市
町

村
行

動
計

画
に

盛
り

込
む

べ
き

基
準

に
つ

い
て

も
、

都
道

府
県

行
動

計
画

に
規

定
す

る
必

要
が

あ
る

が
、

そ
の

基
準

も
ま

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

案
」
の

中
で

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

ど
こ

が
そ

れ
に

該
当

す
る

の
か

。
示

さ
れ

て
い

な
い

と
す

れ
ば

、
明

確
に

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

特
措

法
８

条
に

お
い

て
、

市
町

村
行

動
計

画
で

定
め

る
事

項
を

規
定

し
て

い
る

が
、

政
府

行
動

計
画

に
お

い
て

は
、

市
町

村
の

事
務

が
明

確
に

な
る

よ
う

に
し

て
い

き
た

い
。

な
お

、
市

町
村

行
動

計
画

に
つ

い
て

は
、

モ
デ

ル
を

作
成

す
る

方
向

で
検

討
し

た
い

。

長
野

県

3
行

動
計

画

都
道

府
県

行
動

計
画

の
案

の
作

成
の

際
、

意
見

を
聞

く
べ

き
学

識
経

験
者

の
構

成
に

つ
い

て 「
中

間
と

り
ま

と
め

案
」
８

ペ
ー

ジ
に

「
市

町
村

の
代

表
者

の
参

加
な

ど
、

（
中

略
）
対

策
を

講
じ

る
た

め
の

方
策

も
あ

る
。

」
と

あ
る

が
、

こ
れ

以
外

に
学

識
経

験
者

の
基

準
又

は
例

が
示

さ
れ

て
い

な
い

。
あ

る
程

度
の

基
準

（
必

須
の

構
成

員
、

望
ま

れ
る

構
成

員
な

ど
）
が

示
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
る

が
、

い
つ

示
さ

れ
る

の
か

、
そ

の
内

容
は

ど
の

よ
う

な
も

の
に

な
る

の
か

。

基
準

を
示

す
予

定
は

な
い

が
、

特
措

法
上

、
「
感

染
症

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
そ

の
他

の
学

識
経

験
者

」
の

意
見

を
聴

く
こ

と
と

し
て

い
る

。
国

に
お

い
て

は
、

医
学

公
衆

衛
生

学
の

専
門

家
を

は
じ

め
、

法
律

、
経

済
、

危
機

管
理

の
専

門
家

や
地

方
公

共
団

体
等

の
学

識
経

験
者

に
参

集
い

た
だ

き
、

有
識

者
会

議
を

行
っ

て
い

る
の

で
、

こ
れ

も
参

考
に

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

長
野

県

4
行

動
計

画

市
町

村
行

動
計

画
の

案
の

作
成

の
際

、
意

見
を

聞
く
べ

き
学

識
経

験
者

の
構

成
に

つ
い

て

都
道

府
県

行
動

計
画

に
つ

い
て

は
、

「
中

間
と

り
ま

と
め

案
」
８

ペ
ー

ジ
に

「
市

町
村

の
代

表
者

の
参

加
な

ど
、

（
中

略
）
対

策
を

講
じ

る
た

め
の

方
策

も
あ

る
。

」
と

あ
る

が
、

市
町

村
行

動
計

画
に

つ
い

て
は

、
学

識
経

験
者

の
基

準
又

は
例

が
示

さ
れ

て
い

な
い

。
あ

る
程

度
の

基
準

（
必

須
の

構
成

員
、

望
ま

れ
る

構
成

員
な

ど
）
が

示
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
る

が
、

い
つ

示
さ

れ
る

の
か

、
そ

の
内

容
は

ど
の

よ
う

な
も

の
に

な
る

の
か

。
ま

た
、

昨
年

１
２

月
１

１
日

に
開

催
さ

れ
た

意
見

交
換

会
の

際
に

申
し

上
げ

た
と

お
り

、
例

え
ば

「
保

健
所

長
を

含
む

３
名

程
度

の
有

識
者

」
と

い
っ

た
よ

う
に

人
数

を
絞

り
込

む
こ

と
に

よ
り

、
市

町
村

で
設

置
し

や
す

く
な

る
と

思
う

の
で

、
そ

の
よ

う
な

基
準

に
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

基
準

を
示

す
予

定
は

な
い

が
、

特
措

法
上

、
「
感

染
症

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
そ

の
他

の
学

識
経

験
者

」
の

意
見

を
聴

く
こ

と
と

し
て

い
る

。
国

に
お

い
て

は
、

医
学

公
衆

衛
生

学
の

専
門

家
を

は
じ

め
、

法
律

、
経

済
、

危
機

管
理

の
専

門
家

や
地

方
公

共
団

体
等

の
学

識
経

験
者

に
参

集
い

た
だ

き
、

有
識

者
会

議
を

行
っ

て
い

る
の

で
、

こ
れ

も
参

考
に

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

長
野

県

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
に

関
す

る
質

疑
応

答
（
全

国
衛

生
部

長
会

）
（
平

成
25

年
２

月
18

日
全

国
衛

生
部

長
会

配
付

資
料

）
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番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

5
住

民
に

対
す

る
予

防
接

種

住
民

へ
の

予
防

接
種

の
体

制
に

つ
い

て

「
中

間
と

り
ま

と
め

案
」
5
9
ペ

ー
ジ

に
「
市

町
村

は
、

保
健

所
・
保

健
セ

ン
タ

ー
、

学
校

な
ど

公
的

な
施

設
を

活
用

す
る

」
と

あ
る

が
、

緊
急

事
態

宣
言

が
出

て
、

不
要

不
急

の
外

出
自

粛
が

要
請

さ
れ

て
い

る
場

合
、

学
校

又
は

職
場

で
接

種
す

る
こ

と
は

な
く
、

全
員

が
自

宅
に

い
る

と
い

う
前

提
で

考
え

る
必

要
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

し
た

が
っ

て
、

外
出

自
粛

が
さ

れ
て

い
な

い
場

合
と

要
請

さ
れ

て
い

る
場

合
に

分
け

て
接

種
体

制
を

構
築

す
べ

き
と

考
え

る
の

で
、

外
出

自
粛

が
要

請
さ

れ
て

い
る

場
合

に
つ

い
て

も
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

中
間

と
り

ま
と

め
は

、
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
が

接
種

体
制

を
構

築
す

る
に

あ
た

っ
て

の
接

種
場

所
、

接
種

体
制

の
構

築
方

法
に

つ
い

て
、

選
択

肢
を

提
示

し
た

。

各
実

施
主

体
に

お
い

て
、

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
、

接
種

体
制

の
構

築
に

つ
い

て
検

討
し

て
頂

き
た

い
。

な
お

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
は

、
国

民
の

生
命

及
び

健
康

を
保

護
す

る
こ

と
を

目
的

に
行

う
も

の
で

あ
り

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
の

た
め

の
外

出
に

対
し

自
粛

を
要

請
す

る
こ

と
は

な
い

と
考

え
て

い
る

。

5
9

長
野

県

6
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
ィ

ル
ス

薬
の

確
保

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

P
2
8
ペ

ー
ジ

に
「
○

厚
生

労
働

省
は

，
諸

外
国

の
備

蓄
方

法
の

事
例

等
の

情
報

を
収

集
し

，
こ

れ
ら

を
参

考
に

，
効

率
的

か
つ

合
理

的
な

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
の

備
蓄

方
法

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
」
と

あ
る

が
，

す
で

に
収

集
さ

れ
た

情
報

や
検

討
状

況
に

つ
い

て
具

体
的

に
提

示
い

た
だ

き
た

い
。

・
こ

れ
ま

で
に

収
集

さ
れ

た
情

報
に

つ
い

て
は

、
「
第

３
回

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

有
識

者
会

議
医

療
・
公

衆
衛

生
分

科
会

」
資

料
で

公
表

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
引

き
続

き
、

効
率

的
か

つ
合

理
的

な
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
方

法
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

。

2
8

徳
島

県

7
特

定
接

種

登
録

事
業

者
の

登
録

実
施

要
領

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

５
２

ペ
ー

ジ
に

、
登

録
実

施
要

領
の

記
載

内
容

と
し

て
、

「
登

録
申

請
に

当
た

っ
て

は
、

事
業

継
続

計
画

の
提

出
を

求
め

る
。

」
と

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

。
　

・
本

法
で

は
、

指
定

（
地

方
）
公

共
機

関
に

対
す

る
業

務
計

画
の

作
成

義
務

は
あ

る
が

、
登

録
事

業
者

に
関

し
て

は
記

載
が

な
い

。
法

的
根

拠
が

薄
い

（
本

法
に

は
記

載
が

な
い

）
中

で
提

出
を

求
め

る
に

あ
た

り
、

混
乱

等
が

生
じ

な
い

か
懸

念
さ

れ
る

。
　

・
指

定
公

共
機

関
の

業
務

計
画

作
成

に
あ

た
っ

て
は

、
政

府
行

動
計

画
に

お
い

て
業

務
計

画
を

作
成

す
る

際
の

基
準

と
な

る
べ

き
事

項
を

定
め

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

指
定

地
方

公
共

機
関

の
業

務
計

画
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

都
道

府
県

行
動

計
画

に
お

い
て

業
務

計
画

を
作

成
す

る
際

の
基

準
と

な
る

べ
き

事
項

を
定

め
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
登

録
事

業
者

の
業

務
計

画
作

成
に

あ
た

っ
て

も
、

そ
れ

を
準

用
さ

せ
る

と
い

う
考

え
か

。

登
録

に
当

た
っ

て
の

要
件

を
実

施
要

領
等

で
明

確
に

す
る

こ
と

に
よ

り
、

混
乱

等
は

生
じ

な
い

と
考

え
る

。
い

ず
れ

に
し

て
も

、
業

務
計

画
作

成
の

基
準

も
含

め
、

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
検

討
し

て
い

く
。

5
2

川
崎

市

8
医

療
体

制

特
定

接
種

の
対

象
事

業
者

に
つ

い
て

③
 中

間
と

り
ま

と
め

案
2
2
ペ

ー
ジ

に
『
地

域
発

生
早

期
に

お
い

て
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

と
診

断
さ

れ
た

者
に

対
し

て
は

原
則

と
し

て
、

感
染

症
法

に
基

づ
き

感
染

症
指

定
医

療
機

関
等

に
移

送
し

、
入

院
勧

告
を

行
う

。
』
と

あ
る

が
、

一
類

感
染

症
相

当
の

対
応

と
な

れ
ば

、
大

阪
府

下
で

は
第

一
種

感
染

症
指

定
医

療
機

関
、

特
定

感
染

症
指

定
医

療
機

関
合

わ
せ

て
６

床
し

か
な

く
、

感
染

症
法

で
適

切
に

対
応

で
き

る
の

か
疑

問
で

あ
る

。

感
染

症
法

で
は

、
第

1
9
条

第
１

項
及

び
第

2
6
条

並
び

に
第

4
6
条

の
規

定
に

よ
り

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
感

染
症

及
び

新
感

染
症

患
者

に
対

し
、

感
染

症
病

床
以

外
の

病
床

へ
入

院
す

る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

な
お

、
感

染
症

指
定

医
療

機
関

の
確

保
は

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

上
必

要
と

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、

引
き

続
き

感
染

症
指

定
医

療
機

関
の

増
床

等
に

つ
い

て
、

ご
検

討
い

た
だ

き
た

い
。

2
2

大
阪

市



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

9
特

定
接

種

特
定

接
種

の
対

象
事

業
者

に
つ

い
て

③
 中

間
と

り
ま

と
め

案
４

７
ペ

ー
ジ

に
「
介

護
・
福

祉
系

の
業

種
基

準
」
と

し
て

、
『
具

体
的

に
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

停
止

等
が

利
用

者
の

生
命

維
持

に
重

大
か

つ
緊

急
の

影
響

が
あ

る
利

用
者

（
以

下
「
重

大
利

用
者

」
と

い
う

）
が

い
る

入
所

施
設

と
訪

問
事

業
所

と
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

な
お

、
「
重

大
利

用
者

」
は

、
要

介
護

者
に

つ
い

て
は

要
介

護
度

３
以

上
、

障
害

者
に

つ
い

て
は

障
害

程
度

区
分

４
以

上
、

障
害

児
に

つ
い

て
は

障
害

児
程

度
区

分
２

以
上

、
児

童
に

つ
い

て
は

未
就

学
児

以
下

と
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

』
と

あ
る

が
、

一
人

で
も

当
該

要
介

護
度

等
以

上
の

者
が

い
れ

ば
、

対
象

事
業

者
と

な
り

う
る

の
か

。
そ

れ
と

も
、

平
均

要
介

護
度

の
よ

う
な

指
標

で
判

断
す

る
の

か
。

ま
た

、
利

用
者

は
入

れ
代

わ
り

が
あ

り
得

る
が

、
ど

の
時

点
で

判
断

す
る

の
か

。
現

に
当

該
要

介
護

度
等

に
該

当
す

る
利

用
者

が
い

な
く

て
も

、
理

論
上

、
利

用
が

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
対

象
と

な
る

の
か

。

　
中

間
と

り
ま

と
め

に
あ

る
よ

う
に

、
「
重

大
利

用
者

が
い

る
」
こ

と
が

条
件

で
あ

り
、

そ
の

数
や

平
均

な
ど

で
判

断
す

る
こ

と
は

想
定

し
て

い
な

い
。

判
断

の
時

点
に

つ
い

て
は

、
今

後
詳

細
を

検
討

し
て

い
く
こ

と
と

し
て

い
る

。
4
7

大
阪

市

1
0

特
定

接
種

特
定

接
種

登
録

実
施

要
領

に
つ

い
て

③
 中

間
と

り
ま

と
め

案
5
2
ペ

ー
ジ

に
『
事

実
と

異
な

る
申

請
を

し
て

登
録

さ
れ

た
事

業
者

に
つ

い
て

は
、

登
録

を
抹

消
す

る
。

悪
質

な
場

合
に

は
事

業
者

名
を

公
表

す
る

。
』
と

あ
る

が
、

国
が

公
表

す
る

と
い

う
こ

と
で

よ
い

か
。

ま
た

、
同

ペ
ー

ジ
に

『
登

録
申

請
に

当
た

っ
て

は
、

事
業

継
続

計
画

の
提

出
を

求
め

る
。

』
と

あ
る

が
、

提
出

を
求

め
る

の
は

国
が

行
う

と
い

う
こ

と
で

よ
い

か
。

事
業

継
続

計
画

の
内

容
に

不
備

が
あ

れ
ば

、
補

正
を

求
め

る
の

か
、

そ
の

判
断

は
、

国
に

お
い

て
行

わ
れ

る
の

か
。

主
語

を
明

確
に

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法

第
2
8
条

第
4
項

で
都

道
府

県
や

市
町

村
に

必
要

な
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
と

規
定

さ
れ

て
い

る
が

、
当

該
規

定
を

根
拠

に
、

過
大

な
業

務
協

力
を

求
め

る
よ

う
な

こ
と

の
な

い
よ

う
、

地
方

厚
生

局
の

役
割

も
は

っ
き

り
さ

せ
た

う
え

で
、

求
め

る
協

力
内

容
を

十
分

精
査

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

登
録

事
業

者
に

係
る

特
定

接
種

の
実

施
主

体
は

厚
生

労
働

大
臣

で
あ

る
た

め
、

悪
質

な
場

合
に

は
事

業
者

名
の

公
表

、
事

業
継

続
計

画
の

提
出

の
求

め
、

事
業

継
続

計
画

の
補

正
の

求
め

を
行

う
の

は
国

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
ご

指
摘

の
通

り
、

特
措

法
2
8
条

4
項

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
や

市
町

村
に

必
要

な
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
た

め
、

ど
の

よ
う

な
こ

と
を

お
願

い
す

る
か

は
今

後
検

討
す

る
が

、
必

要
な

協
力

を
お

願
い

し
た

い
。

5
2

大
阪

市

1
1

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

集
団

予
防

接
種

体
制

に
つ

い
て

③
 中

間
と

り
ま

と
め

案
5
8
ペ

ー
ジ

で
は

『
円

滑
な

接
種

の
実

施
の

た
め

に
、

あ
ら

か
じ

め
市

町
村

間
及

び
都

道
府

県
間

等
で

広
域

的
な

協
定

を
締

結
し

、
居

住
地

以
外

の
市

町
村

に
お

け
る

接
種

を
可

能
と

す
る

と
と

も
に

、
健

康
被

害
が

生
じ

た
場

合
の

手
続

き
を

明
確

化
し

て
お

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

』
、

5
9
ペ

ー
ジ

で
は

『
原

則
と

し
て

集
団

的
接

種
を

行
う

こ
と

と
す

る
た

め
、

そ
の

た
め

の
体

制
を

確
保

す
る

。
』
等

記
載

さ
れ

て
い

る
が

、
第

4
回

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

有
識

者
会

議
　

医
療

・
公

衆
衛

生
に

関
す

る
分

科
会

の
議

事
録

に
も

あ
る

と
お

り
「
こ

れ
が

実
際

に
発

動
さ

れ
た

と
な

る
と

自
治

体
と

し
て

未
曾

有
の

業
務

」
等

の
懸

念
が

表
明

さ
れ

て
き

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

国
と

し
て

も
実

現
可

能
で

、
か

つ
円

滑
な

体
制

構
築

に
資

す
る

よ
う

な
制

度
や

運
用

構
築

等
の

特
段

の
取

り
組

み
を

お
願

い
し

た
い

。

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ワ

ク
チ

ン
を

全
国

民
に

接
種

す
る

こ
と

は
、

初
め

て
大

規
模

に
行

わ
れ

る
こ

と
と

な
る

こ
と

か
ら

、
事

前
の

準
備

が
重

要
で

あ
り

、
中

間
と

り
ま

と
め

に
も

あ
る

よ
う

に
、

実
施

主
体

で
あ

る
市

町
村

に
お

い
て

ワ
ク

チ
ン

需
要

量
を

算
出

し
て

お
く

等
、

予
防

接
種

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

事
前

に
行

っ
て

お
く
こ

と
が

重
要

と
考

え
て

い
る

。

国
と

し
て

も
、

円
滑

な
接

種
体

制
が

構
築

で
き

る
よ

う
、

接
種

体
制

に
係

る
モ

デ
ル

を
示

す
等

技
術

的
な

支
援

を
し

て
ま

い
り

た
い

。

5
8

大
阪

市

1
2

は
じ

め
に

必
要

な
予

算
確

保
に

つ
い

て

「
は

じ
め

に
」
に

「
各

行
政

機
関

等
に

お
い

て
は

こ
れ

ら
の

実
施

に
必

要
な

予
算

の
確

保
に

努
め

」
と

あ
る

が
，

こ
れ

ま
で

各
都

道
府

県
等

で
実

施
し

て
き

た
対

策
に

加
え

，
新

た
に

予
算

確
保

が
必

要
と

な
る

事
項

と
し

て
，

現
時

点
で

何
か

想
定

し
て

い
る

も
の

が
あ

る
か

？

有
識

者
会

議
で

は
、

都
道

府
県

に
お

け
る

登
録

事
務

の
補

助
、

医
療

機
関

に
対

す
る

施
設

整
備

費
に

つ
い

て
の

発
言

が
あ

っ
た

も
の

と
承

知
し

て
い

る
。

国
に

お
い

て
も

、
こ

れ
ら

を
計

上
し

た
と

こ
ろ

、
都

道
府

県
に

お
い

て
積

極
的

に
活

用
い

た
だ

き
た

い
。

0
宮

城
県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
3

指
定

公
共

機
関

医
療

関
係

機
関

の
指

定
地

方
公

共
機

関
指

定
に

つ
い

て

１
６

ペ
ー

ジ
に

「
基

本
的

に
は

都
道

府
県

知
事

が
指

定
地

方
公

共
機

関
と

し
て

指
定

す
る

こ
と

が
適

当
。

」
と

あ
る

が
，

例
外

（
国

が
指

定
公

共
機

関
と

し
て

指
定

）
も

想
定

し
て

い
る

の
か

？

政
令

で
規

定
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

医
療

関
係

機
関

の
指

定
公

共
機

関
は

、
（
独

）
労

働
者

健
康

福
祉

機
構

、
（
独

）
国

立
病

院
機

構
、

（
独

）
国

立
国

際
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

。
1
6

宮
城

県

1
4

指
定

公
共

機
関

金
融

機
関

の
指

定
地

方
公

共
機

関
指

定
に

つ
い

て

１
７

ペ
ー

ジ
に

「
国

に
お

け
る

指
定

公
共

機
関

の
指

定
基

準
を

参
照

し
つ

つ
，

（
中

略
）
手

引
き

等
を

作
成

し
て

い
く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

」
と

あ
る

が
，

国
に

お
い

て
は

，
銀

行
券

の
発

行
並

び
に

通
貨

及
び

金
融

の
調

整
，

金
融

機
関

の
間

で
行

わ
れ

る
資

金
決

済
の

円
滑

な
確

保
を

通
じ

た
信

用
秩

序
維

持
と

い
う

観
点

か
ら

日
本

銀
行

の
み

を
指

定
公

共
機

関
と

す
る

こ
と

が
適

当
と

さ
れ

て
い

る
。

そ
う

し
た

観
点

で
あ

れ
ば

，
一

般
の

銀
行

な
ど

は
指

定
基

準
か

ら
外

れ
，

都
道

府
県

に
お

い
て

も
第

二
地

銀
な

ど
の

金
融

機
関

は
指

定
基

準
外

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
が

，
国

で
は

今
後

そ
の

よ
う

な
方

向
で

検
討

す
る

こ
と

と
な

る
の

か
？

特
措

法
に

お
け

る
金

融
関

係
の

具
体

的
措

置
は

、
日

銀
に

の
み

、
そ

の
義

務
を

課
し

て
い

る
（
特

措
法

6
1
条

）
。

こ
の

た
め

、
日

銀
以

外
の

金
融

機
関

を
指

定
公

共
機

関
と

し
て

指
定

し
て

い
な

い
と

こ
ろ

で
あ

り
、

同
様

に
、

第
二

地
銀

な
ど

の
金

融
機

関
は

指
定

地
方

公
共

機
関

の
基

準
に

は
該

当
し

な
い

と
考

え
て

い
る

。
（
そ

の
他

、
政

府
関

係
金

融
機

関
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

政
令

で
定

め
る

金
融

機
関

に
対

す
る

努
力

義
務

が
特

措
法

6
0
条

に
あ

る
が

、
あ

く
ま

で
努

力
義

務
な

の
で

、
指

定
に

は
値

し
な

い
。

）

1
7

宮
城

県

1
5

医
療

体
制

医
療

関
係

者
に

対
す

る
国

か
ら

の
支

援
要

請
に

つ
い

て

２
１

ペ
ー

ジ
か

ら
「
４

．
医

療
体

制
の

確
保

に
つ

い
て

」
が

記
載

さ
れ

て
お

り
，

様
々

な
対

策
を

当
道

府
県

及
び

保
健

所
設

置
市

町
村

が
講

じ
て

い
く
旨

記
載

さ
れ

て
い

る
が

，
そ

の
前

段
と

し
て

，
国

が
（
社

）
日

本
医

師
会

な
ど

の
関

係
機

関
に

，
「
今

後
，

都
道

府
県

等
が

行
う

医
療

体
制

確
保

策
に

関
し

，
最

大
限

の
協

力
を

す
る

こ
と

。
」
な

ど
と

い
っ

た
要

請
（
国

と
し

て
の

側
面

支
援

）
を

行
う

考
え

は
な

い
か

？

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

有
識

者
会

議
に

は
、

日
本

医
師

会
の

担
当

理
事

が
委

員
と

な
っ

て
い

る
と

こ
ろ

。
今

後
も

有
識

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
意

見
交

換
し

て
ま

い
り

た
い

と
考

え
て

い
る

。
な

お
、

日
本

医
師

会
は

政
令

で
規

定
す

る
指

定
公

共
機

関
に

含
ま

れ
る

予
定

で
あ

る
。

2
1

宮
城

県

1
6

医
療

体
制

患
者

診
療

及
び

入
院

診
療

に
つ

い
て

２
３

ペ
ー

ジ
に

「
原

則
と

し
て

一
般

の
医

療
機

関
に

お
い

て
，

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
患

者
の

診
療

を
行

う
。

」
及

び
「
入

院
診

療
は

，
原

則
と

し
て

内
科

・
小

児
科

等
の

入
院

診
療

を
行

う
全

て
の

医
療

機
関

に
お

い
て

行
う

こ
と

と
す

る
。

」
と

言
及

し
て

い
る

が
，

そ
の

旨
を

医
療

従
事

者
に

周
知

の
上

理
解

を
得

る
の

は
，

原
則

国
に

お
い

て
行

う
と

理
解

し
て

良
い

の
か

？

今
後

、
政

府
行

動
計

画
や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定
時

に
、

必
要

な
周

知
を

行
い

た
い

と
考

え
て

い
る

。
な

お
、

都
道

府
県

に
お

い
て

も
地

域
の

医
療

体
制

を
確

保
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

、
当

該
地

域
の

医
療

関
係

者
と

の
連

携
を

図
る

な
か

で
周

知
を

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

2
3

宮
城

県

1
7

医
療

体
制

都
道

府
県

知
事

に
よ

る
通

常
の

協
力

依
頼

の
み

で
は

医
療

の
確

保
が

で
き

な
い

場
合

に
お

け
る

例
示

表
記

に
つ

い
て

２
６

ペ
ー

ジ
に

「
地

域
の

ほ
と

ん
ど

全
て

の
医

療
機

関
が

診
療

を
休

止
す

る
な

ど
(中

略
）
医

療
の

提
供

を
要

請
す

る
場

合
」
と

あ
る

が
，

特
定

接
種

や
業

務
継

続
計

画
の

作
成

な
ど

，
様

々
な

対
策

を
講

じ
て

医
療

提
供

が
可

能
に

な
る

よ
う

努
め

て
い

く
と

い
う

前
提

の
中

で
，

地
域

の
ほ

と
ん

ど
全

て
の

医
療

機
関

が
診

療
を

休
止

と
す

る
例

示
は

好
ま

し
く
な

い
の

で
は

な
い

か
？

発
生

時
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

医
療

機
関

の
任

意
の

協
力

が
得

ら
れ

ず
、

医
療

を
受

け
ら

れ
な

い
患

者
が

見
ら

れ
る

よ
う

な
事

態
が

発
生

し
た

場
合

に
、

法
に

基
づ

き
要

請
又

は
指

示
が

行
わ

れ
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
た

め
。

2
7

宮
城

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
8

医
療

体
制

医
療

関
係

者
に

対
す

る
補

償
基

準
に

つ
い

て

２
６

ペ
ー

ジ
に

「
補

償
基

準
，

申
請

手
続

き
等

に
つ

い
て

は
，

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

に
よ

る
も

の
と

，
災

害
等

に
よ

る
も

の
と

は
大

き
な

違
い

が
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

」
と

あ
る

が
，

補
償

基
準

云
々

の
前

に
，

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

に
感

染
す

る
危

険
性

は
圧

倒
的

に
災

害
救

助
法

の
概

念
と

大
き

く
違

う
。

特
に

，
こ

れ
ま

で
各

都
道

府
県

か
ら

意
見

が
出

さ
れ

て
き

た
特

定
ま

た
は

予
防

接
種

協
力

医
療

関
係

者
の

リ
ス

ク
は

，
災

害
救

助
法

に
は

そ
う

い
っ

た
概

念
す

ら
な

い
と

考
え

ら
れ

る
が

，
国

で
は

そ
の

点
を

ど
の

よ
う

に
考

え
て

い
る

の
か

？

国
民

保
護

法
は

、
生

物
剤

に
よ

る
攻

撃
の

場
合

の
医

療
活

動
も

想
定

し
て

お
り

、
特

措
法

が
想

定
す

る
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
の

発
生

状
況

は
、

こ
れ

と
類

似
し

て
い

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

2
6

宮
城

県

1
9

緊
急

事
態

緊
急

事
態

宣
言

に
係

る
都

道
府

県
へ

の
情

報
提

供
に

つ
い

て

３
２

ペ
ー

ジ
に

「
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
緊

急
事

態
宣

言
を

行
う

ま
で

の
手

順
は

，
以

下
の

と
お

り
と

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
」
と

あ
る

が
，

都
道

府
県

に
対

す
る

緊
急

事
態

宣
言

の
情

報
提

供
は

，
ど

の
手

順
終

了
後

に
す

る
こ

と
が

適
当

と
考

え
て

い
る

の
か

？
そ

れ
と

も
，

事
前

情
報

提
供

は
せ

ず
に

，
公

示
を

持
っ

て
初

め
て

都
道

府
県

が
知

る
こ

と
に

な
る

の
か

？

緊
急

事
態

宣
言

は
、

区
域

を
特

定
し

て
行

う
こ

と
と

な
る

。
区

域
の

特
定

に
当

た
っ

て
は

、
感

染
症

法
に

基
づ

く
積

極
的

疫
学

調
査

の
結

果
に

基
づ

き
、

緊
急

事
態

宣
言

の
要

件
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
た

め
、

宣
言

前
に

、
当

該
区

域
の

属
す

る
都

道
府

県
と

連
携

し
て

い
く
。

当
該

区
域

の
属

さ
な

い
都

道
府

県
に

つ
い

て
も

で
き

る
限

り
情

報
共

有
で

き
る

よ
う

努
め

て
ま

い
り

た
い

。

3
2

宮
城

県

2
0

特
定

接
種

特
定

接
種

対
象

者
登

録
に

お
け

る
都

道
府

県
等

の
協

力
及

び
国

出
先

機
関

の
役

割
に

つ
い

て

５
４

ペ
ー

ジ
に

「
厚

生
労

働
大

臣
は

，
（
中

略
）
都

道
府

県
知

事
，

市
町

村
長

及
び

各
省

庁
の

長
に

対
し

て
，

労
務

又
は

施
設

の
確

保
そ

の
他

の
必

要
な

協
力

を
求

め
る

。
」
と

あ
る

。
ま

た
，

同
ペ

ー
ジ

に
登

録
の

周
知

等
の

手
続

き
に

つ
い

て
，

所
管

行
政

機
関

（
例

：
電

力
会

社
で

あ
れ

ば
経

済
産

業
省

）
の

長
に

対
し

当
該

関
連

事
務

に
つ

い
て

協
力

を
す

る
よ

う
依

頼
す

る
と

い
っ

た
記

載
が

あ
る

。
こ

れ
ら

を
総

合
的

に
考

え
れ

ば
，

殆
ど

の
対

象
事

業
者

に
対

す
る

周
知

等
は

国
に

お
い

て
行

う
と

解
さ

れ
る

が
，

そ
れ

で
間

違
い

な
い

か
？

ま
た

，
各

省
庁

に
は

出
先

機
関

が
あ

る
が

，
特

措
法

に
関

す
る

国
の

出
先

機
関

（
特

に
厚

生
局

）
の

役
割

は
具

体
的

に
何

を
想

定
し

て
い

る
の

か
？

特
定

接
種

の
対

象
事

業
者

に
係

る
詳

細
に

つ
い

て
は

、
今

後
社

会
機

能
分

科
会

に
お

い
て

議
論

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

。
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
周

知
も

含
め

、
必

要
な

登
録

事
務

に
係

る
協

力
を

お
願

い
す

る
。

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
発

生
に

よ
り

対
応

が
必

要
と

な
る

業
務

を
有

す
る

一
部

の
出

先
機

関
に

つ
い

て
は

、
指

定
地

方
行

政
機

関
と

し
て

そ
の

業
務

計
画

に
基

づ
き

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

を
実

施
す

る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

5
4

宮
城

県

2
1

特
定

接
種

特
定

接
種

の
実

施
基

準
に

つ
い

て

５
６

ペ
ー

ジ
に

「
特

定
接

種
が

行
わ

れ
ず

，
（
中

略
）
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
の

患
者

の
診

療
に

直
接

従
事

す
る

医
療

従
事

者
か

ら
接

種
す

る
。

」
と

あ
る

が
，

特
定

接
種

が
行

わ
れ

な
い

場
合

と
は

，
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

状
況

を
想

定
し

て
い

る
の

か
？

（
特

措
法

第
２

８
条

に
お

い
て

，
医

療
の

提
供

並
び

に
国

民
生

活
及

び
国

民
経

済
の

安
定

を
確

保
す

る
た

め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
認

め
ら

れ
る

と
き

に
特

定
接

種
を

行
う

旨
規

定
さ

れ
て

い
る

が
，

そ
も

そ
も

，
そ

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
な

い
が

，
特

措
法

に
基

づ
き

予
防

接
種

す
る

と
い

う
概

念
が

あ
る

の
か

？
）

特
定

接
種

と
は

、
特

措
法

2
8
条

に
基

づ
き

、
「
医

療
の

提
供

並
び

に
国

民
生

活
及

び
国

民
経

済
の

安
定

を
確

保
す

る
た

め
」
に

行
う

も
の

で
あ

り
、

政
府

対
策

本
部

長
が

そ
の

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
、

臨
時

に
行

わ
れ

る
予

防
接

種
を

い
う

。
こ

の
た

め
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

な
い

場
合

や
ワ

ク
チ

ン
が

な
い

場
合

に
は

、
特

定
接

種
は

実
施

し
な

い
。

　
な

お
、

ご
質

問
の

引
用

部
分

に
つ

い
て

は
、

特
措

法
に

基
づ

く
特

定
接

種
で

は
な

く
、

予
防

接
種

法
第

６
条

第
３

項
に

基
づ

く
い

わ
ゆ

る
「
新

臨
時

接
種

」
を

実
施

す
る

場
合

の
記

述
で

あ
る

。

5
6

宮
城

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

2
2

特
定

接
種

特
定

接
種

の
対

象
者

に
つ

い
て

５
２

頁
７

．
１

　
特

定
接

種
（
１

）
特

定
接

種
の

対
象

者
に

つ
い

て
④

発
生

時
の

特
定

接
種

実
施

の
基

本
的

考
え

方
と

登
録

の
あ

り
方

【
意

見
】

特
定

接
種

の
枠

組
み

が
明

確
に

な
っ

て
な

い
中

で
登

録
作

業
を

行
う

こ
と

は
、

事
業

者
に

接
種

が
約

束
さ

れ
た

と
誤

解
を

生
む

。
ま

た
、

基
準

が
曖

昧
な

状
態

で
の

登
録

受
理

・
不

受
理

の
審

査
は

き
わ

め
て

困
難

で
あ

る
。

登
録

作
業

を
い

た
ず

ら
に

先
行

さ
せ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
配

慮
を

求
め

る
。

今
後

、
特

定
接

種
の

対
象

業
務

に
つ

い
て

は
、

社
会

機
能

分
科

会
に

お
い

て
議

論
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

厚
生

労
働

省
と

し
て

も
、

登
録

事
務

に
つ

い
て

は
で

き
る

だ
け

効
率

化
で

き
る

よ
う

工
夫

し
て

ま
い

り
た

い
。

5
2

東
京

都

2
3

特
定

接
種

特
定

接
種

の
登

録
方

法
等

に
つ

い
て

５
３

頁
（
２

）
特

定
接

種
の

登
録

方
法

等
に

つ
い

て
イ

)具
体

的
な

登
録

方
法

【
意

見
】

登
録

の
周

知
、

登
録

申
請

の
手

続
き

は
、

全
国

一
律

の
仕

組
み

と
な

る
も

の
だ

が
、

各
自

治
体

が
効

率
的

な
作

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
裁

量
や

工
夫

の
余

地
を

認
め

る
よ

う
、

登
録

実
施

要
領

作
成

に
あ

た
っ

て
考

慮
す

べ
き

。

ご
意

見
と

し
て

承
る

。
5
3

東
京

都

2
4

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

５
８

頁
７

．
２

　
住

民
に

対
す

る
予

防
接

種
（
３

）
接

種
体

制
イ

)未
発

生
期

に
お

け
る

準
備

【
意

見
】

個
々

の
自

治
体

同
士

で
協

定
を

締
結

し
、

相
互

対
応

の
根

拠
を

整
備

す
る

の
で

は
、

協
定

締
結

や
費

用
負

担
に

つ
い

て
事

務
が

煩
雑

と
な

る
。

自
治

体
間

の
相

互
実

施
を

前
提

と
し

た
制

度
と

し
、

個
々

の
自

治
体

に
事

務
負

担
が

か
か

ら
な

い
よ

う
な

仕
組

み
を

整
え

る
べ

き
。

中
間

と
り

ま
と

め
の

と
お

り
、

ワ
ク

チ
ン

生
産

・
確

保
後

、
可

能
な

限
り

短
期

間
に

接
種

を
終

了
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

、
住

民
基

本
台

帳
で

対
象

者
が

抽
出

で
き

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
実

施
主

体
で

あ
る

各
市

町
村

が
接

種
を

実
施

す
る

対
象

者
は

、
原

則
的

に
当

該
市

町
村

の
区

域
内

に
居

住
す

る
者

と
す

る
が

、
居

住
地

が
あ

る
市

町
村

以
外

に
お

い
て

も
接

種
が

行
え

る
方

法
に

つ
い

て
、

今
後

、
関

係
省

庁
、

都
道

府
県

等
と

協
議

さ
せ

て
頂

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

5
8

東
京

都

2
5

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

接
種

体
制

の
構

築

５
８

頁
ハ

)接
種

体
制

の
構

築
【
意

見
】

事
業

所
等

で
の

集
団

的
接

種
も

想
定

さ
れ

て
い

る
が

、
企

業
が

集
中

す
る

大
都

市
圏

で
は

、
事

業
所

と
市

町
村

の
事

前
協

議
に

よ
る

事
務

負
担

が
膨

大
と

な
る

。
事

業
所

等
で

の
集

団
的

接
種

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
等

に
と

っ
て

過
大

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

な
仕

組
み

を
検

討
す

べ
き

。

事
業

者
等

に
お

い
て

接
種

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
が

接
種

体
制

を
構

築
す

る
に

あ
た

っ
て

の
選

択
肢

の
一

つ
と

し
て

、
中

間
と

り
ま

と
め

に
お

い
て

示
さ

れ
た

も
の

。

今
後

、
事

業
者

等
に

お
け

る
接

種
体

制
の

構
築

に
つ

い
て

は
、

そ
の

あ
り

方
も

含
め

、
関

係
省

庁
、

都
道

府
県

等
と

協
議

さ
せ

て
頂

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

5
8

東
京

都



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

2
6

そ
の

他

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

を
行

う
関

係
機

関
相

互
の

連
携

体
制

特
措

法
で

は
、

対
策

の
総

合
調

整
や

感
染

防
止

の
た

め
の

協
力

要
請

等
の

措
置

を
広

域
自

治
体

で
あ

る
都

道
府

県
に

一
元

化
し

て
実

施
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

  
 発

生
時

に
お

い
て

は
、

広
域

的
な

調
整

か
つ

迅
速

な
対

応
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

保
健

所
設

置
市

が
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
感

染
症

法
に

基
づ

く
事

務
に

つ
い

て
も

権
限

を
知

事
に

集
約

す
べ

き
で

あ
る

。
ま

た
、

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
も

都
道

府
県

の
事

務
と

し
て

一
元

化
す

べ
き

で
あ

る
。

特
措

法
に

お
け

る
対

策
の

総
合

調
整

や
感

染
防

止
の

た
め

の
協

力
要

請
等

に
つ

い
て

は
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
ま

ん
延

に
よ

り
引

き
起

こ
さ

れ
る

国
民

生
活

・
国

民
経

済
の

混
乱

に
対

処
す

る
社

会
全

体
に

わ
た

る
総

合
的

な
対

策
を

行
う

た
め

の
措

置
を

定
め

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
都

道
府

県
が

一
元

化
し

て
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

一
方

、
個

々
の

感
染

者
等

を
特

定
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

た
措

置
を

定
め

た
感

染
症

法
に

基
づ

く
事

務
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
に

加
え

、
感

染
拡

大
防

止
措

置
の

専
門

性
が

期
待

さ
れ

る
保

健
所

設
置

市
に

お
い

て
も

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

ま
た

、
医

療
体

制
の

確
保

に
つ

い
て

は
、

全
国

衛
生

部
長

会
と

意
見

交
換

会
を

行
っ

た
結

果
を

踏
ま

え
、

有
識

者
会

議
に

お
い

て
議

論
し

て
頂

き
、

中
間

と
り

ま
と

め
に

あ
る

と
お

り
、

都
道

府
県

並
び

に
保

健
所

を
設

置
す

る
市

及
び

特
別

区
が

協
力

し
て

医
療

体
制

を
確

保
し

て
頂

き
た

い
。

2
1

新
潟

県

2
7

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

に
お

け
る

医
療

機
関

の
指

定
に

つ
い

て

と
り

ま
と

め
案

1
6
ペ

ー
ジ

に
、

「
医

療
機

関
に

つ
い

て
は

、
二

以
上

の
都

道
府

県
に

わ
た

る
法

人
で

あ
っ

て
も

、
医

療
機

関
が

所
在

す
る

地
域

に
お

け
る

医
療

提
供

体
制

の
確

保
と

密
接

に
関

連
す

る
こ

と
か

ら
、

基
本

的
に

は
都

道
府

県
知

事
が

指
定

地
方

公
共

機
関

と
し

て
指

定
す

る
こ

と
が

適
当

」
と

あ
る

が
、

当
該

法
人

の
医

療
機

関
が

所
在

す
る

都
道

府
県

が
、

そ
れ

ぞ
れ

個
別

に
当

該
法

人
の

意
見

を
聴

い
て

指
定

す
る

の
か

。
ま

た
、

当
該

法
人

が
作

成
す

べ
き

業
務

計
画

は
、

当
該

法
人

と
し

て
一

つ
作

成
す

る
の

か
、

各
都

道
府

県
に

所
在

す
る

医
療

機
関

ご
と

に
作

成
す

る
の

か
。

指
定

地
方

公
共

機
関

は
、

特
措

法
２

条
7
号

で
「
あ

ら
か

じ
め

当
該

法
人

の
意

見
を

聴
い

て
当

該
都

道
府

県
の

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。
」
と

さ
れ

て
い

る
た

め
、

個
別

に
意

見
を

聴
く
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

業
務

計
画

に
つ

い
て

も
、

法
人

ご
と

に
、

発
生

時
に

お
い

て
も

業
務

を
継

続
す

る
た

め
の

体
制

、
関

係
機

関
と

の
連

携
等

を
定

め
る

必
要

が
あ

る
。

1
6

香
川

県

2
8

指
定

公
共

機
関

公
立

医
療

機
関

の
取

扱
い

に
つ

い
て

都
道

府
県

、
市

町
村

が
設

置
す

る
医

療
機

関
は

、
指

定
地

方
公

共
機

関
に

も
登

録
事

業
者

に
も

該
当

し
な

い
と

思
わ

れ
る

が
、

そ
の

場
合

、
公

立
医

療
機

関
の

特
措

法
に

お
け

る
位

置
付

け
は

ど
う

な
る

の
か

。
そ

れ
ぞ

れ
の

医
療

機
関

設
置

者
の

行
動

計
画

に
お

い
て

規
定

す
る

と
い

う
こ

と
か

。
医

療
の

確
保

に
関

し
て

は
、

都
道

府
県

行
動

計
画

で
定

め
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

例
え

ば
、

市
町

村
立

の
医

療
機

関
の

位
置

づ
け

を
都

道
府

県
行

動
計

画
で

定
め

る
の

か
。

指
定

（
地

方
）
公

共
機

関
は

、
民

間
法

人
が

指
定

さ
れ

る
枠

組
み

で
あ

る
た

め
、

国
公

立
医

療
機

関
は

対
象

と
な

ら
ず

、
行

政
機

関
と

し
て

そ
の

役
割

を
果

た
す

こ
と

と
な

る
。

国
公

立
医

療
機

関
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

医
療

機
関

設
置

者
の

行
動

計
画

に
お

い
て

、
医

療
確

保
の

た
め

に
記

載
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

そ
れ

だ
け

で
な

く
、

医
療

確
保

に
つ

い
て

は
都

道
府

県
が

集
約

的
に

行
っ

て
い

た
だ

く
こ

と
を

想
定

し
て

い
る

た
め

、
医

療
機

関
設

置
者

が
市

町
村

で
あ

る
公

立
医

療
機

関
、

民
間

医
療

機
関

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
行

動
計

画
に

も
記

載
い

た
だ

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

香
川

県

2
9

特
定

接
種

特
定

接
種

の
登

録
手

続
き

に
つ

い
て

所
管

行
政

機
関

が
実

施
す

る
特

定
接

種
の

登
録

手
続

き
は

法
定

受
託

事
務

で
あ

る
が

、
「
登

録
の

周
知

」
「
登

録
申

請
」
な

ど
の

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

、
事

務
処

理
要

領
等

は
示

さ
れ

る
の

か
。

ま
た

、
所

管
行

政
機

関
に

対
す

る
説

明
会

等
は

開
催

さ
れ

る
の

か
。

「
登

録
の

周
知

」
や

「
登

録
申

請
」
な

ど
の

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
務

処
理

規
程

等
を

作
成

す
る

予
定

で
あ

る
。

な
お

、
所

管
行

政
機

関
へ

の
説

明
会

は
、

現
時

点
で

は
計

画
し

て
い

な
い

が
、

今
後

必
要

に
応

じ
て

検
討

し
て

ま
い

り
た

い
。

香
川

県

3
0

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

P
2
8
　

ニ
）
に

つ
い

て

「
一

定
の

条
件

」
の

具
体

的
内

容
を

明
記

し
な

い
と

混
乱

が
生

じ
る

の
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。
な

お
、

地
域

封
じ

込
め

は
現

実
的

で
は

な
い

も
の

と
考

え
る

。

一
定
の
条
件
と
し
て
は
、
「
感
染
拡
大
防
止
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成

2
1
年
2
月
1
7
日
）
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
今
後
策
定
さ
れ
る
政
府
行
動
計
画
等

を
踏
ま
え
、
改
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

2
8

山
形

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

3
1

特
定

接
種

P
5
5
　

ロ
)３

つ
目

の
○

に
つ

い
て

集
団

的
接

種
体

制
を

都
道

府
県

や
市

町
村

の
協

力
を

得
て

構
築

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
現

在
、

登
録

完
了

通
知

が
当

該
事

業
者

の
長

及
び

所
管

行
政

機
関

の
長

あ
て

の
み

に
な

っ
て

い
る

た
め

、
あ

ら
か

じ
め

都
道

府
県

に
対

し
一

覧
の

よ
う

な
形

で
情

報
提

供
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

ご
意

見
と

し
て

承
る

。
5
5

山
形

県

3
2

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

P
5
9
　

ハ
）
に

つ
い

て

「
ワ

ク
チ

ン
の

大
部

分
を

1
0
m

lな
ど

の
大

き
な

単
位

の
バ

イ
ア

ル
で

供
給

」
と

あ
る

が
、

ワ
ク

チ
ン

の
供

給
体

制
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
将

来
的

に
は

、
１

m
lバ

イ
ア

ル
の

供
給

量
を

増
や

す
こ

と
も

考
え

て
い

た
だ

き
た

い
。

ワ
ク

チ
ン

の
供

給
体

制
に

つ
い

て
は

、
ワ

ク
チ

ン
を

早
期

に
供

給
し

、
全

国
民

に
迅

速
に

接
種

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

ワ
ク

チ
ン

の
多

く
は

1
0
m

l等
の

大
き

な
単

位
の

バ
イ

ア
ル

で
確

保
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
5
9

山
形

県

3
3

施
設

の
使

用
制

限

施
設

の
使

用
制

限
等

の
要

請
等

に
つ

い
て

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

緊
急

事
態

に
お

い
て

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
の

ま
ん

延
を

防
止

す
る

た
め

、
施

設
の

使
用

制
限

等
の

要
請

等
を

最
優

先
で

対
応

す
る

区
分

１
の

施
設

と
し

て
、

中
間

と
り

ま
と

め
（
案

）
４

１
ペ

ー
ジ

に
保

育
所

の
例

示
が

あ
る

が
、

実
際

に
保

育
所

に
対

し
て

要
請

等
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
相

当
な

困
難

が
あ

る
と

考
え

る
た

め
、

施
設

を
利

用
し

て
い

る
保

護
者

等
に

配
慮

し
た

柔
軟

な
対

応
が

で
き

る
よ

う
、

政
令

で
は

規
定

し
な

い
任

意
の

協
力

要
請

を
行

う
施

設
（
区

分
２

）
と

す
べ

き
で

は
な

い
か

。

有
識

者
会

議
に

お
い

て
、

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
の

研
究

に
よ

り
感

染
拡

大
リ

ス
ク

が
高

い
施

設
等

で
あ

る
と

い
う

こ
と

か
ら

、
区

分
１

と
さ

れ
た

。
な

お
、

Ｐ
4
8
に

お
い

て
「
医

療
提

供
者

や
そ

の
他

の
特

定
接

種
対

象
者

が
養

育
す

る
児

童
等

を
預

か
る

保
育

所
等

の
確

保
方

法
に

つ
い

て
は

、
今

後
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

」
と

さ
れ

て
い

る
た

め
、

こ
れ

に
つ

い
て

、
今

後
検

討
し

て
い

く
。

愛
知

県

3
4

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

薬
の

備
蓄

に
つ

い
て

（
お

願
い

）

取
り

ま
と

め
案

Ｐ
２

７
に

よ
る

と
、

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

薬
は

、
「
国

民
の

４
５

％
に

相
当

す
る

量
を

目
標

と
し

て
、

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

薬
を

計
画

的
か

つ
安

定
的

に
備

蓄
す

る
。

」
と

あ
る

。
　

２
０

０
９

年
に

発
生

し
た

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
以

降
、

ワ
ク

チ
ン

開
発

・
生

産
体

制
の

整
備

や
流

通
備

蓄
の

増
加

な
ど

に
よ

り
情

勢
が

変
化

し
て

い
る

も
の

と
考

え
ら

れ
、

現
在

、
国

・
都

道
府

県
・
流

通
備

蓄
に

よ
り

備
蓄

し
て

い
る

数
量

を
見

直
し

、
適

切
な

備
蓄

配
分

と
す

る
よ

う
検

討
を

お
願

い
す

る
。

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
の

備
蓄

目
標

に
つ

い
て

は
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

有
識

者
会

議
　

医
療

・
公

衆
衛

生
に

関
す

る
分

科
会

に
て

、
有

識
者

に
ご

議
論

い
た

だ
き

、
国

民
の

4
5
%
に

相
当

す
る

量
を

目
標

と
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
と

こ
ろ

。
通

知
「
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
追

加
備

蓄
の

考
え

方
等

に
つ

い
て

」
（
平

成
2
1
年

1
月

1
6
日

、
健

感
発

第
0
1
1
6
0
0
1
号

）
に

示
し

た
と

お
り

、
引

き
続

き
、

目
標

備
蓄

量
の

1
/
2
を

国
、

1
/
2
を

都
道

府
県

に
お

い
て

備
蓄

し
た

い
と

考
え

て
い

る
。

2
7

島
根

県

3
5

要
請

指
示

予
防

接
種

を
実

施
す

る
医

療
従

事
者

に
対

す
る

補
償

に
つ

い
て

（
お

願
い

）

と
り

ま
と

め
案

ｐ
２

５
に

あ
る

よ
う

に
、

特
措

法
第

３
１

条
第

１
項

の
要

請
又

は
指

示
に

応
じ

て
患

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

を
行

う
医

療
関

係
者

の
損

害
補

償
に

つ
い

て
は

、
第

６
３

条
に

明
記

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

特
定

接
種

や
住

民
の

予
防

接
種

を
行

う
医

療
従

事
者

に
対

し
て

は
、

取
り

ま
と

め
案

ｐ
６

０
で

「
接

種
会

場
に

お
い

て
感

染
対

策
を

図
る

こ
と

が
重

要
」
と

記
載

さ
れ

、
感

染
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

損
害

の
補

償
は

な
い

。
　

１
２

月
の

意
見

交
換

会
で

同
様

の
質

問
が

あ
り

、
「
感

染
リ

ス
ク

が
違

う
た

め
予

防
接

種
医

療
従

事
者

は
補

償
対

象
外

」
と

厚
生

労
働

省
の

ご
見

解
で

あ
っ

た
が

、
特

定
接

種
を

行
う

医
療

従
事

者
に

対
し

て
の

損
害

補
償

に
つ

い
て

も
ご

検
討

い
た

だ
き

た
い

。

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
患

者
又

は
感

染
を

疑
っ

て
い

る
者

の
診

療
と

は
異

な
り

、
予

防
接

種
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

原
則

と
し

て
感

染
し

て
い

る
も

の
に

対
応

す
る

わ
け

で
は

な
く
、

感
染

リ
ス

ク
が

特
段

高
く
な

る
わ

け
で

な
い

た
め

、
特

措
法

第
6
3
条

の
損

害
補

償
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

。
な

お
、

集
団

に
お

け
る

感
染

の
拡

大
防

止
の

観
点

か
ら

、
中

間
取

り
ま

と
め

で
は

接
種

会
場

に
お

け
る

感
染

対
策

を
図

る
こ

と
が

重
要

と
さ

れ
て

い
る

。

2
6

島
根

県

3
6

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

時
の

接
種

会
場

に
お

け
る

感
染

防
止

対
策

に
つ

い
て

（
お

願
い

）

住
民

に
対

す
る

接
種

は
集

団
接

種
が

想
定

さ
れ

て
お

り
、

取
り

ま
と

め
案

Ｐ
６

０
に

「
発

熱
等

の
症

状
を

呈
し

て
い

る
等

・
・
・
の

者
に

つ
い

て
は

、
接

種
会

場
に

赴
か

な
い

よ
う

広
報

等
に

よ
り

周
知

す
る

こ
と

・
・
・
に

よ
り

、
接

種
会

場
に

お
け

る
感

染
対

策
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

」
と

あ
る

が
、

自
治

体
だ

け
で

な
く
、

国
か

ら
も

広
く
、

接
種

会
場

で
の

感
染

防
止

策
の

徹
底

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

広
報

の
強

化
を

お
願

い
し

た
い

。

国
と

し
て

も
、

感
染

防
止

策
の

徹
底

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

周
知

に
努

め
て

ま
い

り
た

い
。

6
0

島
根

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

3
7

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
に

つ
い

て

と
り

ま
と

め
(案

)の
１

７
ペ

ー
ジ

に
「
都

道
府

県
知

事
に

よ
る

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
に

つ
い

て
は

、
国

に
お

け
る

指
定

公
共

機
関

の
指

定
基

準
を

参
照

し
つ

つ
、

地
域

的
な

特
殊

性
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
…

」
と

あ
る

が
、

事
業

者
を

具
体

的
に

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

指
定

地
方

公
共

機
関

に
つ

い
て

は
、

あ
る

程
度

の
指

定
基

準
を

示
す

予
定

で
あ

る
。

1
7

島
根

県

3
8

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

が
作

成
す

る
業

務
計

画
に

つ
い

て

と
り

ま
と

め
(案

)の
１

７
ペ

ー
ジ

に
「
…

都
道

府
県

と
相

談
の

上
、

手
引

き
等

を
作

成
し

て
い

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

」
と

あ
る

が
、

指
定

地
方

公
共

機
関

が
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

業
務

計
画

に
つ

い
て

も
、

手
引

き
作

成
の

際
に

事
業

者
別

に
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

個
別

具
体

的
な

法
人

は
も

と
よ

り
、

業
種

に
よ

っ
て

も
、

業
務

計
画

の
内

容
は

異
な

る
た

め
、

現
時

点
で

は
、

モ
デ

ル
を

お
示

し
す

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。
1
7

島
根

県

3
9

医
療

体
制

４
　

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

の
設

置
に

関
し

て
、

本
市

で
は

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

を
プ

レ
ハ

ブ
施

設
で

設
置

す
る

計
画

で
あ

る
が

、
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

の
迅

速
な

設
置

が
必

要
に

な
る

場
合

も
考

え
ら

れ
る

た
め

、
臨

時
の

医
療

施
設

と
同

様
に

建
築

基
準

法
・
医

療
法

の
適

用
除

外
を

認
め

て
ほ

し
い

。

・
濃

厚
接

触
者

等
（
医

療
従

事
者

を
含

む
。

）
に

対
し

て
予

防
投

与
を

行
う

際
に

、
備

蓄
薬

を
用

い
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
都

道
府

県
備

蓄
分

を
用

い
る

こ
と

と
な

る
が

、
無

償
配

布
す

る
か

ど
う

か
は

、
各

都
道

府
県

の
判

断
と

考
え

て
い

る
。

横
浜

市

4
0

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

７
　

予
防

接
種

・
特

定
接

種
に

つ
い

て

ワ
ク

チ
ン

接
種

は
原

則
、

集
団

接
種

と
さ

れ
て

い
る

。
接

種
体

制
に

つ
い

て
は

、
集

団
接

種
に

限
定

せ
ず

、
臨

機
応

変
な

対
応

が
取

れ
る

よ
う

各
自

治
体

の
判

断
に

よ
る

接
種

体
制

を
可

能
と

し
て

ほ
し

い
。

ワ
ク

チ
ン

の
接

種
に

つ
い

て
は

、
特

定
接

種
対

象
者

又
は

全
国

民
に

迅
速

に
接

種
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
ワ

ク
チ

ン
の

大
部

分
を

1
0
m

l等
の

大
き

な
単

位
の

バ
イ

ア
ル

で
確

保
す

る
と

と
も

に
、

原
則

と
し

て
集

団
的

接
種

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
横

浜
市

4
1

施
設

の
使

用
制

限

施
設

の
使

用
制

限
に

つ
い

て

４
２

ペ
ー

ジ
に

掲
げ

る
（
区

分
３

）
の

施
設

に
つ

い
て

、
対

象
施

設
が

膨
大

、
か

つ
所

管
官

庁
が

多
様

又
は

不
明

に
な

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
た

め
、

施
設

の
把

握
方

法
及

び
具

体
的

な
要

請
の

方
法

等
の

実
行

ス
キ

ー
ム

に
つ

い
て

国
で

統
一

的
に

整
理

し
、

明
確

に
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

把
握

方
法

と
し

て
は

、
様

々
な

法
令

に
基

づ
く
届

出
情

報
も

あ
る

が
、

効
率

的
な

方
法

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
き

た
い

。
4
2

岐
阜

県

4
2

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

住
所

地
以

外
の

予
防

接
種

に
つ

い
て

５
８

ペ
ー

ジ
か

ら
５

９
ペ

ー
ジ

に
か

け
て

、
居

住
地

外
の

接
種

に
つ

い
て

「
市

町
村

間
及

び
都

道
府

県
等

で
広

域
的

な
協

定
を

締
結

」
と

あ
る

が
、

健
康

成
人

ま
で

接
種

対
象

者
と

な
り

う
る

中
で

、
都

道
府

県
や

市
町

村
単

位
で

個
別

に
行

っ
て

い
て

は
非

常
に

効
率

が
悪

く
、

ま
た

発
生

時
、

全
国

的
に

混
乱

す
る

可
能

性
が

高
い

と
思

わ
れ

る
。

　
前

回
の

新
型

イ
ン

フ
ル

の
際

の
実

施
方

法
等

を
十

分
踏

ま
え

、
国

や
全

国
組

織
に

お
い

て
、

全
国

ど
こ

で
も

接
種

で
き

る
よ

う
統

一
ル

ー
ル

を
検

討
す

る
こ

と
も

必
要

で
は

な
い

か
。

中
間

と
り

ま
と

め
に

お
い

て
示

さ
れ

て
い

る
「
円

滑
な

接
種

の
実

施
の

た
め

に
、

あ
ら

か
じ

め
市

町
村

間
及

び
都

道
府

県
間

等
で

広
域

的
な

協
定

を
締

結
」
す

る
こ

と
に

よ
り

、
居

住
地

が
あ

る
市

町
村

以
外

に
お

い
て

も
接

種
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

そ
の

方
策

に
つ

い
て

は
、

今
後

、
関

係
省

庁
、

都
道

府
県

知
事

会
等

と
協

議
さ

せ
て

頂
き

た
い

と
考

え
て

い
る

。

5
8

岐
阜

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

4
3

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
の

都
道

府
県

と
保

健
所

設
置

市
及

び
特

別
区

（
以

下
「
保

健
所

設
置

市
等

」
と

い
う

。
）
の

役
割

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

ｐ
2
1
の

(1
)以

降
、

医
療

体
制

の
整

備
等

に
つ

い
て

は
、

「
都

道
府

県
等

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
部

分
が

あ
り

、
当

該
箇

所
は

、
保

健
所

設
置

市
等

も
実

施
主

体
に

な
る

と
の

解
釈

で
よ

い
か

。
　

そ
の

場
合

、
「
4
.1

(1
)の

二
つ

目
の

○
」
に

あ
る

よ
う

に
、

実
施

主
体

は
そ

れ
ぞ

れ
に

な
る

が
、

地
域

の
実

情
を

考
慮

し
、

役
割

を
調

整
し

た
上

で
、

保
健

所
設

置
市

等
が

実
施

主
体

と
な

る
も

の
で

も
都

道
府

県
が

実
施

主
体

と
な

る
場

合
も

あ
る

と
い

う
こ

と
で

よ
い

か
。

医
療

法
、

感
染

症
法

、
特

措
法

等
そ

れ
ぞ

れ
の

関
係

法
令

を
踏

ま
え

、
関

係
す

る
自

治
体

間
で

協
議

の
う

え
、

当
該

地
域

で
行

う
べ

き
医

療
体

制
に

つ
い

て
役

割
の

分
担

を
調

整
し

て
頂

き
た

い
。

2
1

栃
木

県

4
4

医
療

体
制

臨
時

の
医

療
施

設
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

ｐ
2
4
の

臨
時

の
医

療
施

設
に

つ
い

て
は

、
相

当
幅

の
広

い
役

割
が

想
定

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
ら

の
想

定
の

全
て

を
考

慮
し

た
臨

時
の

医
療

施
設

の
設

置
を

準
備

す
べ

き
と

い
う

こ
と

か
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、
具

体
的

な
臨

時
の

医
療

施
設

の
基

準
等

を
示

し
た

上
で

、
そ

の
準

備
に

係
る

財
源

等
を

確
保

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
　

（
想

定
さ

れ
て

い
る

役
割

）
　

・
外

来
診

療
　

・
比

較
的

症
状

は
軽

い
が

在
宅

療
養

は
困

難
で

あ
る

者
の

入
院

診
療

　
・
病

原
性

及
び

感
染

力
が

相
当

高
い

等
の

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

発
生

に
よ

り
、

入
院

の
患

者
等

が
増

加
す

る
た

め
、

院
内

感
染

対
策

上
、

患
者

等
と

そ
れ

以
外

の
患

者
と

を
空

間
的

に
分

離
す

る
目

的
の

入
院

診
療

中
間

と
り

ま
と

め
で

例
示

し
て

い
る

臨
時

の
医

療
施

設
に

係
る

条
件

に
つ

い
て

は
、

そ
の

地
域

の
実

情
に

よ
り

必
要

と
な

る
医

療
体

制
は

異
な

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

必
ず

し
も

全
て

の
条

件
を

考
慮

し
た

臨
時

の
医

療
施

設
の

整
備

を
求

め
る

も
の

で
は

な
い

。
な

お
、

有
識

者
会

議
の

資
料

に
て

臨
時

の
医

療
施

設
等

の
例

示
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

参
考

に
さ

れ
た

い
。

な
お

、
発

生
時

に
お

い
て

臨
時

の
医

療
施

設
に

係
る

費
用

負
担

に
つ

い
て

は
、

特
措

法
第

6
9
条

に
お

い
て

国
の

負
担

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。

栃
木

県

4
5

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

予
防

接
種

に
お

け
る

接
種

体
制

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

ｐ
5
8
(3

)に
、

「
円

滑
な

接
種

実
施

の
た

め
に

、
あ

ら
か

じ
め

市
町

村
間

及
び

都
道

府
県

等
で

広
域

的
な

協
定

を
締

結
し

、
居

住
地

以
外

の
市

町
村

に
お

け
る

接
種

を
可

能
と

す
る

と
と

も
に

、
健

康
被

害
が

生
じ

た
場

合
の

手
続

き
を

明
確

に
し

て
お

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

」
と

あ
る

が
、

こ
れ

は
全

国
的

に
全

て
の

市
町

村
が

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
問

題
で

あ
る

の
で

、
各

市
町

村
等

の
対

応
に

委
ね

る
の

で
は

な
く
、

国
と

し
て

一
定

の
仕

組
み

を
作

っ
て

い
た

だ
き

た
い

。

問
４

２
に

同
じ

。
5
8

栃
木

県

4
6

被
害

想
定

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

の
基

本
的

な
考

え
方

Ｐ
４

　
被

害
想

定
に

つ
い

て
、

ワ
ク

チ
ン

、
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

、
医

療
体

制
、

衛
生

状
況

を
一

切
考

慮
し

な
い

理
由

は
？

被
害
想
定
は
、
過
去
に
世
界
で
大
流
行
し
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
デ
ー
タ
を
踏
ま

え
、
想
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
際
に
は
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
や
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
等
は
無
く
、
そ
れ
ら
の

介
入
の
効
果
を
正
確
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

こ
の
被
害
想
定
は
、
現
時
点
に
お
け
る
科
学
的
知
見
や
過
去
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
て
あ
る
一
定
の
前
提
の
下
に
お
け
る
シ
ナ
リ

オ
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
想
定
を
超
え
る
事
態
も
、
下
回
る
事
態
も
あ
り
得
る

と
い
う
を
念
頭
に
置
い
て
対
策
を
検
討
・
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

4
福

井
県

4
7

指
定

公
共

機
関

指
定

（
地

方
）
公

共
機

関

Ｐ
１

５
　

医
療

関
係

者
に

よ
る

全
国

的
な

団
体

と
は

具
体

的
に

何
が

該
当

す
る

の
か

？
Ｐ

１
５

　
独

立
行

政
法

人
国

立
病

院
機

構
等

の
等

は
具

体
的

に
何

が
該

当
す

る
の

か
？

Ｐ
１

７
　

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
基

準
に

関
す

る
手

引
き

は
い

つ
頃

提
示

さ
れ

る
の

か
？

Ｐ
１

７
　

相
当

数
の

入
院

病
床

と
は

一
般

病
床

を
含

む
の

か
？

ま
た

、
救

命
対

応
可

能
な

医
療

機
器

等
の

整
備

と
は

ど
の

よ
う

な
医

療
機

器
が

該
当

す
る

の
か

？

政
令

で
規

定
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

医
療

関
係

機
関

の
指

定
公

共
機

関
は

、
（
独

）
労

働
者

健
康

福
祉

機
構

、
（
独

）
国

立
病

院
機

構
、

（
独

）
国

立
国

際
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
、

（
独

）
日

本
赤

十
字

社
、

日
本

医
師

会
、

日
本

薬
剤

師
会

、
日

本
看

護
協

会
、

全
日

本
病

院
協

会
、

日
本

医
療

法
人

協
会

、
日

本
病

院
会

で
あ

る
。

ま
た

、
手

引
き

等
の

提
示

に
つ

い
て

は
な

る
べ

く
早

急
に

お
示

し
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。
ま

た
、

入
院

病
床

と
は

、
す

べ
て

の
病

床
を

考
え

て
お

り
、

医
療

機
器

等
と

は
、

人
工

呼
吸

器
等

を
考

え
て

い
る

。

1
5

福
井

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

4
8

情
報

提
供

国
民

へ
の

情
報

提
供

Ｐ
２

０
　

自
治

体
が

設
置

す
る

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
と

は
、

行
動

計
画

に
あ

る
「
帰

国
者

・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

」
と

は
別

も
の

か
？

Ｐ
２

１
　

民
間

業
者

に
委

託
と

あ
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
民

間
業

者
が

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
を

受
託

で
き

る
の

か
？

「
帰

国
者

・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

」
と

は
、

発
生

国
か

ら
の

帰
国

者
や

、
国

内
患

者
の

濃
厚

接
触

者
で

あ
っ

て
、

発
熱

・
呼

吸
器

症
状

等
を

有
す

る
者

か
ら

、
電

話
で

相
談

を
受

け
、

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

の
紹

介
を

す
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

。
「
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

」
と

は
、

住
民

か
ら

の
一

般
的

な
問

い
合

わ
せ

に
対

応
す

る
も

の
で

あ
る

。
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

は
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

や
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

全
般

に
関

す
る

事
項

等
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

が
想

定
さ

れ
る

た
め

、
一

例
と

し
て

、
医

師
・
保

健
師

や
感

染
症

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
者

を
確

保
で

き
る

民
間

業
者

や
、

普
段

か
ら

健
康

医
療

相
談

を
行

っ
て

い
る

民
間

業
者

な
ど

が
考

え
ら

れ
る

。

2
0

福
井

県

4
9

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て

①
Ｐ

２
２

　
医

療
機

関
が

作
成

す
る

診
療

継
続

計
画

に
つ

い
て

、
ひ

な
形

を
作

成
す

る
予

定
は

あ
る

の
か

？
②

Ｐ
２

３
　

医
療

機
関

が
試

算
す

る
入

院
可

能
病

床
数

は
、

誰
が

医
療

機
関

に
依

頼
す

る
の

か
？

③
Ｐ

２
３

　
在

宅
医

療
の

支
援

体
制

を
整

備
と

は
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

こ
と

か
？

④
Ｐ

２
３

　
公

共
施

設
等

医
療

施
設

以
外

の
施

設
と

Ｐ
２

５
の

臨
時

の
医

療
施

設
は

同
じ

施
設

か
？

⑤
Ｐ

２
３

　
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

で
診

療
を

行
っ

た
場

合
、

入
院

勧
告

対
象

外
の

患
者

の
医

療
費

は
保

険
診

療
対

象
と

な
る

の
か

？
⑥

Ｐ
２

３
　

地
域

発
生

早
期

に
感

染
症

病
床

が
満

床
に

な
っ

た
場

合
、

感
染

症
病

床
以

外
の

一
般

病
床

で
入

院
勧

告
を

行
う

こ
と

は
可

能
か

？
⑦

Ｐ
２

５
　

臨
時

の
医

療
施

設
と

し
て

、
県

が
自

衛
隊

に
仮

設
（
テ

ン
ト

や
プ

レ
ハ

ブ
）
診

療
所

の
設

置
を

依
頼

す
る

こ
と

は
可

能
か

？

①
厚

生
労

働
省

と
し

て
、

医
療

機
関

の
診

療
継

続
計

画
作

り
を

支
援

す
る

た
め

の
方

策
を

検
討

し
て

ま
い

り
た

い
。

②
特

措
法

第
７

条
第

２
項

第
２

号
二

に
よ

り
、

都
道

府
県

行
動

計
画

に
お

い
て

、
医

療
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

措
置

に
関

す
る

事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

各
都

道
府

県
知

事
が

医
療

機
関

へ
依

頼
す

る
こ

と
に

な
る

。
③

平
時

よ
り

地
域

に
お

け
る

在
宅

医
療

に
関

係
す

る
機

関
間

で
連

携
し

、
支

援
で

き
る

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

④
貴

見
の

と
お

り
。

⑤
保

険
医

療
機

関
の

指
定

が
な

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
診

療
報

酬
上

、
算

定
可

能
な

診
療

行
為

は
、

保
険

診
療

の
対

象
と

な
る

。
⑥

感
染

症
法

第
1
9
条

第
１

項
及

び
第

2
6
条

並
び

に
第

4
6
条

の
規

定
に

よ
り

、
感

染
症

病
床

以
外

の
病

床
へ

入
院

勧
告

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
⑦

特
措

法
第

2
4
条

第
８

項
に

お
い

て
、

都
道

府
県

対
策

本
部

長
は

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
を

的
確

か
つ

迅
速

に
実

施
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

指
定

行
政

機
関

の
長

又
は

指
定

行
政

機
関

の
長

に
対

し
、

こ
れ

ら
の

所
掌

事
務

に
係

る
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
の

実
施

に
関

し
必

要
な

要
請

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ

て
い

る
。

2
2

福
井

県

5
0

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
（
つ

づ
き

）

①
Ｐ

２
５

　
臨

時
の

医
療

施
設

は
、

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

の
よ

う
に

人
口

あ
た

り
の

設
置

数
や

公
共

施
設

や
宿

泊
施

設
の

基
準

等
は

示
さ

れ
る

の
か

？
②

Ｐ
２

５
　

臨
時

の
医

療
施

設
の

開
設

期
間

は
ど

の
程

度
の

期
間

を
想

定
し

て
い

る
の

か
？

③
Ｐ

２
５

　
臨

時
の

医
療

施
設

の
開

設
者

は
都

道
府

県
知

事
に

な
る

の
か

？
④

Ｐ
２

５
　

臨
時

の
医

療
施

設
を

開
設

し
た

場
合

、
必

要
な

医
療

従
事

者
や

医
療

設
備

は
誰

が
準

備
す

る
の

か
？

⑤
Ｐ

２
５

　
臨

時
の

医
療

施
設

を
受

診
し

た
患

者
は

医
療

費
は

保
険

診
療

の
対

象
と

な
る

の
か

？
⑥

Ｐ
２

５
　

「
都

道
府

県
が

予
防

接
種

を
行

う
た

め
必

要
と

認
め

る
と

き
」
と

は
、

ど
の

よ
う

な
と

き
か

？
⑦

Ｐ
２

７
　

「
な

お
、

そ
の

際
、

現
在

の
備

蓄
状

況
や

流
通

の
状

況
等

も
勘

案
す

る
。

」
と

は
、

定
期

的
に

見
直

す
と

い
う

意
味

か
？

①
臨

時
の

医
療

施
設

に
つ

い
て

は
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
計

画
し

、
ま

た
発

生
時

の
流

行
状

況
に

応
じ

て
設

置
す

べ
き

も
の

で
あ

る
た

め
、

基
準

等
を

示
す

予
定

は
な

い
。

②
発

生
し

た
感

染
症

の
状

況
に

な
る

が
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

緊
急

事
態

宣
言

の
期

間
に

応
じ

た
も

の
な

る
と

考
え

て
い

る
。

③
貴

見
の

と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
臨

時
の

医
療

施
設

に
か

か
る

事
務

の
一

部
を

市
町

村
が

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
④

原
則

的
に

、
臨

時
の

医
療

施
設

の
開

設
者

が
そ

の
運

営
に

必
要

な
医

療
従

事
者

や
医

療
設

備
を

用
意

す
る

こ
と

と
な

る
。

⑤
保

険
医

療
機

関
の

指
定

が
な

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
診

療
報

酬
上

、
算

定
可

能
な

診
療

行
為

は
、

保
険

診
療

の
対

象
と

な
る

。
⑥

特
措

法
第

８
条

に
基

づ
き

、
市

町
村

行
動

計
画

に
お

い
て

、
住

民
に

対
す

る
予

防
接

種
の

実
施

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
こ

の
計

画
に

基
づ

き
、

予
防

接
種

の
体

制
が

確
保

さ
れ

る
も

の
と

考
え

て
い

る
が

、
事

前
準

備
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
発

生
時

に
お

い
て

医
療

関
係

者
が

確
保

で
き

な
い

よ
う

な
場

合
に

、
特

措
法

に
基

づ
く
要

請
又

は
指

示
が

行
わ

れ
る

も
の

と
考

え
て

い
る

。
⑦

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
の

備
蓄

量
の

見
直

し
を

検
討

す
る

際
、

そ
の

時
点

に
お

け
る

備
蓄

状
況

や
流

通
状

況
等

も
勘

案
す

る
と

い
う

意
味

で
あ

る
。

備
蓄

目
標

値
の

見
直

し
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
検

討
し

て
ま

い
り

た
い

。

2
5

福
井

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

5
1

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
（
つ

づ
き

）

Ｐ
２

７
　

１
２

行
目

お
よ

び
１

９
行

目
に

「
検

討
す

る
」
こ

と
が

記
さ

れ
て

い
る

が
、

誰
が

す
る

の
か

不
明

確
で

あ
る

。
（
２

７
ペ

ー
ジ

２
０

～
２

３
行

目
は

厚
生

労
働

省
が

検
討

す
る

こ
と

が
明

確
に

な
っ

て
い

る
。

）
Ｐ

２
７

　
「
（
１

）
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
」
に

つ
い

て
、

今
回

の
中

間
と

り
ま

と
め

を
踏

ま
え

、
具

体
的

な
医

薬
品

の
種

類
や

備
蓄

量
、

備
蓄

方
法

等
が

国
（
内

閣
府

（
有

識
者

会
議

）
、

厚
生

労
働

省
）
か

ら
示

さ
れ

る
の

は
い

つ
に

な
る

の
か

。
Ｐ

２
８

　
国

、
県

が
備

蓄
す

る
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

を
予

防
投

与
に

使
用

す
る

際
、

予
防

投
薬

対
象

者
に

対
し

無
償

で
投

与
す

る
の

か
？

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
の

備
蓄

割
合

等
、

国
全

体
の

方
針

に
つ

い
て

は
、

有
識

者
の

意
見

を
参

考
に

国
で

決
め

て
い

く
も

の
で

あ
る

。
平

成
2
5
年

2
月

7
日

に
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
有

識
者

会
議

中
間

と
り

ま
と

め
を

踏
ま

え
て

、
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
割

合
の

見
直

し
に

つ
い

て
は

検
討

中
で

あ
る

。
ま

た
、

問
１

０
０

の
回

答
を

参
照

い
た

だ
き

た
い

。

2
7

福
井

県

5
2

感
染

防
止

感
染

防
止

の
協

力
要

請
に

つ
い

て

Ｐ
３

７
　

一
定

期
間

、
地

域
全

体
で

学
校

・
保

育
施

設
等

の
臨

時
休

業
、

興
行

場
の

自
粛

等
と

あ
る

が
、

一
定

期
間

と
は

ど
の

程
度

の
期

間
な

の
か

？
地

域
全

体
の

範
囲

は
？

Ｐ
3
7
～

3
9
の

「
期

間
の

考
え

方
」
「
区

域
の

考
え

方
」
を

参
照

い
た

だ
き

た
い

。
3
7

福
井

県

5
3

特
定

接
種

、
住

民
に

対
す

る
予

防
接

種

予
防

接
種

・
特

定
接

種
に

つ
い

て

①
Ｐ

５
４

　
登

録
実

施
要

領
は

い
つ

頃
提

示
さ

れ
る

の
か

？
②

Ｐ
５

５
　

登
録

事
業

者
対

象
業

種
お

よ
び

各
所

管
行

政
機

関
の

リ
ス

ト
を

提
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
③

Ｐ
５

５
　

所
管

行
政

機
関

の
長

が
登

録
事

業
者

の
申

請
内

容
を

確
認

す
る

と
あ

る
が

、
審

査
基

準
の

提
示

は
あ

る
の

か
？

④
Ｐ

６
０

　
予

防
接

種
の

広
域

的
な

協
定

と
は

ど
の

よ
う

な
内

容
を

想
定

し
て

い
る

の
か

？
予

防
接

種
の

価
格

を
全

国
統

一
価

格
と

す
る

予
定

は
あ

る
の

か
？

①
登

録
実

施
要

領
は

、
政

府
行

動
計

画
等

が
示

さ
れ

た
後

に
策

定
す

る
予

定
で

あ
る

。
②

登
録

事
業

者
の

対
象

業
種

は
、

政
府

行
動

計
画

に
お

い
て

示
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

そ
れ

に
よ

り
、

各
所

管
行

政
機

関
が

決
ま

る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

③
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
や

厚
生

労
働

大
臣

告
示

等
で

確
認

基
準

や
方

法
に

つ
い

て
示

す
こ

と
と

し
て

い
る

。
④

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

に
係

る
接

種
費

用
に

つ
い

て
は

、
国

庫
負

担
措

置
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
国

か
ら

国
庫

負
担

の
基

準
単

価
を

お
示

し
す

る
こ

と
に

な
る

と
考

え
る

。

5
4

福
井

県

5
4

そ
の

他

そ
の

他

・
中

間
と

り
ま

と
め

案
の

確
定

時
期

は
い

つ
頃

予
定

し
て

い
る

の
か

？
・
法

施
行

ま
で

に
有

識
者

会
議

の
開

催
予

定
は

あ
る

の
か

？
・
中

間
と

り
ま

と
め

案
の

提
示

後
、

政
府

行
動

計
画

案
の

提
示

予
定

時
期

は
い

つ
の

予
定

な
の

か
？

中
間

と
り

ま
と

め
に

つ
い

て
は

、
2
月

7
日

に
確

定
・
公

表
を

行
っ

た
と

こ
ろ

。
法

施
行

ま
で

の
間

は
、

行
動

計
画

を
作

成
す

る
に

当
た

り
、

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
開

催
す

る
。

政
府

行
動

計
画

は
、

５
，

６
月

の
作

成
を

目
指

し
て

い
る

。
そ

の
前

に
は

パ
ブ

コ
メ

等
を

行
う

予
定

で
あ

る
。

福
井

県

5
5

そ
の

他

全
般

今
後

の
国

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

つ
い

て
、

詳
細

説
明

を
お

願
い

し
ま

す
。

　
※

法
施

行
日

、
政

府
行

動
計

画
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
、

特
定

接
種

登
録

事
務

法
施

行
日

（
政

令
制

定
）
は

４
月

中
、

政
府

行
動

計
画

は
、

５
，

６
月

の
作

成
を

目
指

し
て

い
る

。
政

府
行

動
計

画
に

つ
い

て
は

、
そ

の
前

に
は

パ
ブ

コ
メ

等
を

行
う

予
定

で
あ

る
。

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

は
、

政
府

行
動

計
画

と
間

を
置

か
ず

に
作

成
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。
特

定
接

種
の

登
録

事
務

の
開

始
に

つ
い

て
は

、
未

定
で

あ
る

が
、

今
後

登
録

事
務

に
係

る
実

施
要

領
等

に
つ

い
て

、
作

成
し

周
知

し
た

い
と

考
え

て
い

る
。

鳥
取

県

5
6

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

P
１

７
医

療
関

係
機

関
に

お
け

る
指

定
地

方
公

共
機

関
の

考
え

方
に

つ
い

て
、

「
感

染
症

指
定

医
療

機
関

」
、

「
相

当
数

の
入

院
病

床
が

あ
り

、
救

命
対

応
が

可
能

な
医

療
機

器
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
」
と

記
載

が
あ

る
が

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

に
対

す
る

特
別

な
治

療
等

を
行

う
「
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

」
を

設
置

す
る

医
療

機
関

、
「
入

院
協

力
医

療
機

関
」
は

、
指

定
の

対
象

と
な

ら
な

い
の

か
。

今
後

、
手

引
き

等
で

示
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

る
が

、
ご

指
摘

の
医

療
機

関
に

つ
い

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

、
指

定
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。
1
7

鳥
取

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

5
7

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

Ｐ
１

５
指

定
公

共
機

関
の

う
ち

、
放

送
事

業
者

に
つ

い
て

は
、

Ｎ
Ｈ

Ｋ
の

み
と

さ
れ

て
い

る
。

改
め

て
そ

の
理

由
を

ご
教

示
頂

き
た

い
。

※
現

在
、

県
で

既
に

災
害

救
助

法
、

国
民

保
護

法
の

関
係

で
指

定
を

受
け

て
い

る
地

方
公

共
機

関
に

は
民

間
の

放
送

事
業

者
が

入
っ

て
い

る
。

国
民

保
護

法
に

お
け

る
警

報
の

放
送

の
措

置
は

特
措

法
に

は
な

く
、

ま
た

、
法

案
審

議
の

際
も

民
法

の
報

道
の

自
立

性
に

鑑
み

、
指

定
は

好
ま

し
く
な

い
旨

指
摘

さ
れ

て
い

る
た

め
。

な
お

、
Ｎ

Ｈ
Ｋ

以
外

の
放

送
事

業
者

が
望

む
の

で
あ

れ
ば

、
指

定
地

方
公

共
機

関
と

し
て

指
定

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。

1
5

鳥
取

県

5
8

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

Ｐ
１

６
医

薬
品

の
製

造
販

売
業

者
に

つ
い

て
は

､指
定

対
象

は
、

注
射

針
、

シ
リ

ン
ジ

等
の

製
造

販
売

業
者

と
さ

れ
て

い
る

が
、

等
に

何
が

含
ま

れ
る

の
か

、
明

確
に

し
て

欲
し

い
。

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
に

付
し

て
い

る
政

令
案

に
お

い
て

は
、

「
等

」
に

含
ま

れ
る

も
の

は
な

い
。

1
6

鳥
取

県

5
9

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

Ｐ
１

０
今

後
、

指
定

地
方

公
共

機
関

に
指

定
し

た
各

種
事

業
所

に
Ｂ

Ｃ
Ｐ

計
画

を
策

定
し

て
い

た
だ

く
こ

と
に

な
る

が
、

国
の

所
管

官
庁

か
ら

、
（
各

事
業

者
団

体
等

を
通

じ
て

）
新

型
イ

ン
フ

ル
対

策
へ

の
協

力
及

び
Ｂ

Ｃ
Ｐ

計
画

の
策

定
に

つ
い

て
、

依
頼

及
び

指
導

等
を

し
て

い
た

だ
く
よ

う
お

願
い

し
た

い
。

他
の

危
機

管
理

法
制

も
参

考
に

検
討

す
る

。
1
0

鳥
取

県

6
0

特
定

接
種

特
定

接
種

の
登

録

P
５

４
・
特

定
接

種
の

登
録

事
務

に
つ

い
て

、
対

象
事

業
所

及
び

対
象

者
の

数
が

か
な

り
多

く
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

手
続

き
は

所
管

行
政

機
関

（
許

認
可

権
限

が
与

え
ら

れ
て

と
こ

ろ
）
が

行
う

こ
と

の
よ

う
だ

が
、

県
で

対
応

す
べ

き
事

業
所

種
別

等
に

つ
い

て
、

早
め

に
ご

教
示

頂
き

た
い

。

ご
指

摘
の

通
り

対
応

し
て

ま
い

り
た

い
。

5
4

鳥
取

県

6
1

特
定

接
種

特
定

接
種

の
登

録

Ｐ
４

９
・
登

録
事

業
者

に
は

、
「
業

務
を

継
続

的
に

実
施

す
る

よ
う

勤
め

」
る

責
務

が
あ

り
、

事
業

者
基

準
と

し
て

Ｂ
Ｃ

Ｐ
の

作
成

を
義

務
づ

け
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
ワ

ク
チ

ン
の

効
果

等
（
感

染
防

止
効

果
な

し
、

発
症

防
止

効
果

４
５

％
）
の

説
明

を
す

る
と

、
案

外
、

（
医

療
関

係
、

福
祉

関
係

の
事

業
所

を
除

い
て

）
特

定
接

種
の

登
録

を
希

望
さ

れ
な

い
事

業
者

が
多

い
可

能
性

も
あ

る
が

、
各

事
業

所
へ

は
、

積
極

的
に

登
録

推
奨

す
る

と
い

う
ス

タ
ン

ス
な

の
か

。

登
録

事
業

者
は

、
発

生
時

に
業

務
継

続
の

努
力

義
務

が
課

さ
れ

る
と

こ
ろ

、
こ

の
た

め
、

自
ら

の
意

思
で

登
録

申
請

し
な

い
事

業
者

に
つ

い
て

は
、

強
制

で
き

な
い

も
の

。
基

準
に

該
当

す
る

事
業

者
へ

の
周

知
に

つ
い

て
は

、
国

や
県

な
ど

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

、
関

係
業

界
団

体
へ

の
情

報
提

供
等

に
よ

り
行

う
こ

と
を

想
定

し
て

い
る

。

4
9

鳥
取

県

6
2

医
療

体
制

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

Ｐ
２

１
・
今

回
、

「
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

」
を

１
０

万
人

に
１

ヶ
所

程
度

、
当

該
管

轄
地

域
内

に
確

保
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

鳥
取

県
の

場
合

、
県

内
で

６
ヶ

所
程

度
と

な
る

が
、

そ
れ

以
上

の
数

を
設

置
し

て
も

問
題

な
い

か
。

帰
国

者
・
接

触
者

外
来

の
設

置
箇

所
数

に
つ

い
て

、
当

該
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
都

道
府

県
等

が
決

定
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

と
考

え
て

い
る

。
2
1

鳥
取

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

6
3

要
請

指
示

医
療

従
事

者
へ

の
要

請
・
指

示

Ｐ
２

６
・
要

請
・
指

示
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

に
よ

る
通

常
の

協
力

依
頼

の
み

で
は

医
療

の
確

保
が

で
き

な
い

よ
う

な
場

合
と

し
、

「
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

や
臨

時
の

医
療

施
設

」
な

ど
日

常
診

療
と

は
異

な
る

場
に

お
い

て
医

療
の

提
供

を
行

う
必

要
が

あ
り

、
そ

の
た

め
の

医
療

関
係

者
を

確
保

出
来

な
い

場
合

」
や

「
例

え
ば

、
地

域
の

ほ
と

ん
ど

全
て

の
医

療
機

関
が

診
療

を
休

止
す

る
な

ど
当

該
地

域
に

お
け

る
医

療
体

制
の

確
保

が
困

難
と

な
り

、
当

該
地

域
に

所
在

す
る

医
療

機
関

に
対

し
医

療
の

提
供

を
要

請
す

る
場

合
」
が

想
定

さ
れ

て
い

る
。

・
例

え
ば

、
入

院
協

力
医

療
機

関
（
県

が
病

床
を

確
保

）
に

つ
い

て
も

、
要

請
の

対
象

と
な

る
と

理
解

し
て

い
る

が
、

見
解

相
違

は
な

い
か

。
都

道
府

県
知

事
に

よ
る

通
常

の
協

力
の

み
で

は
医

療
の

確
保

が
で

き
な

い
場

合
と

そ
う

で
な

い
場

合
の

線
引

き
が

曖
昧

で
、

よ
く
わ

か
ら

な
い

た
め

、
も

う
少

し
詳

細
な

説
明

を
お

願
い

し
た

い
。

特
措

法
第

７
条

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
は

、
都

道
府

県
行

動
計

画
に

お
い

て
医

療
従

事
者

の
確

保
そ

の
他

の
医

療
の

提
供

体
制

の
確

保
に

関
す

る
措

置
に

つ
い

て
盛

り
込

む
こ

と
と

し
て

い
る

。
本

計
画

に
基

づ
き

、
管

内
の

い
ず

れ
の

医
療

機
関

を
入

院
協

力
医

療
機

関
と

す
る

か
を

決
め

て
い

た
だ

く
も

の
と

考
え

て
い

る
。

し
か

し
、

発
生

時
に

お
い

て
は

、
入

院
協

力
医

療
機

関
の

対
応

力
を

超
え

る
な

ど
医

療
の

提
供

が
困

難
と

な
る

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

、
そ

の
際

、
都

道
府

県
知

事
は

、
特

措
法

第
3
1
条

に
基

づ
き

、
政

令
に

定
め

る
医

療
関

係
者

対
し

要
請

又
は

指
示

を
行

い
、

医
療

体
制

の
構

築
を

図
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
。

2
6

鳥
取

県

6
4

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

住
民

へ
の

予
防

接
種

Ｐ
５

９
・
住

民
へ

の
予

防
接

種
に

つ
い

て
、

今
ま

で
の

接
種

体
制

と
異

な
り

、
集

団
接

種
が

原
則

と
な

っ
て

い
る

。
実

施
主

体
の

市
町

村
は

、
現

時
点

で
ど

の
程

度
ま

で
準

備
を

整
え

て
お

く
べ

き
か

、
接

種
会

場
の

確
保

な
ど

市
町

村
行

動
計

画
に

記
載

が
必

要
か

。
・
接

種
の

実
施

会
場

の
確

保
に

つ
い

て
、

市
町

村
は

、
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
、

学
校

な
ど

公
的

な
施

設
を

活
用

す
る

か
、

医
療

機
関

に
委

託
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

接
種

会
場

を
確

保
、

と
あ

る
。

「
医

療
機

関
の

委
託

に
よ

り
会

場
確

保
」
と

い
う

文
言

の
意

図
す

る
と

こ
ろ

を
詳

し
く
教

え
て

欲
し

い
。

特
措

法
第

８
条

に
お

い
て

、
市

町
村

長
は

、
都

道
府

県
行

動
計

画
に

基
づ

き
市

町
村

行
動

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

市
町

村
行

動
計

画
に

お
い

て
、

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

の
実

施
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

接
種

会
場

の
確

保
に

つ
い

て
も

、
記

載
さ

れ
た

い
。

医
療

機
関

に
接

種
を

委
託

し
、

医
療

機
関

に
お

い
て

集
団

的
接

種
を

実
施

す
る

と
い

う
趣

旨
で

あ
る

。

5
9

鳥
取

県

6
5

対
策

本
部

対
策

本
部

の
役

割
に

つ
い

て

・
特

措
法

の
、

法
令

解
釈

に
つ

い
て

ご
教

示
願

い
た

い
。

法
第

２
４

条
に

都
道

府
県

対
策

本
部

長
（
都

道
府

県
知

事
）
が

行
う

事
柄

に
つ

い
て

明
記

が
あ

る
。

一
方

、
都

道
府

県
知

事
の

権
限

と
し

て
、

都
道

府
県

知
事

は
～

で
始

ま
る

条
文

が
あ

る
。

（
例

え
ば

、
第

２
４

条
第

９
項

で
、

「
都

道
府

県
対

策
本

部
長

は
、

公
私

の
団

体
又

は
個

人
に

対
し

、
そ

の
区

間
に

係
る

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

の
実

施
に

関
し

必
要

な
協

力
の

要
請

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

」
と

あ
る

。
第

３
１

条
で

、
「
都

道
府

県
知

事
は

・
・
・
医

療
を

行
う

よ
う

要
請

」
と

あ
る

。
）

条
文

上
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
と

さ
れ

た
事

柄
は

、
対

策
本

部
で

の
決

定
事

項
で

は
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。

（
今

後
、

特
措

法
公

布
に

伴
い

、
県

の
事

務
処

理
権

限
規

則
改

正
作

業
を

行
う

予
定

で
あ

る
。

感
染

症
法

に
規

定
さ

れ
る

知
事

権
限

の
大

部
分

を
地

方
機

関
に

下
ろ

し
て

お
り

、
特

措
法

上
の

知
事

権
限

を
地

方
機

関
に

お
ろ

し
て

よ
い

も
の

か
ど

う
か

検
討

し
て

い
る

。
）

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

は
、

必
ず

し
も

対
策

本
部

の
決

定
事

項
と

す
る

必
要

は
な

い
。

特
措

法
に

お
い

て
は

、
国

民
全

体
に

影
響

を
及

ぼ
す

非
常

に
大

き
な

危
機

管
理

に
対

す
る

対
策

を
迅

速
に

実
施

す
る

た
め

、
広

域
的

対
応

が
必

要
で

あ
る

と
の

観
点

か
ら

、
感

染
防

止
の

た
め

の
協

力
要

請
や

、
物

資
の

確
保

等
の

措
置

に
つ

い
て

、
広

域
自

治
体

で
あ

る
都

道
府

県
に

一
元

化
し

、
大

都
市

特
例

等
を

規
定

し
な

か
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

特
措

法
に

お
け

る
都

道
府

県
に

一
元

化
し

た
趣

旨
に

鑑
み

、
都

道
府

県
に

お
い

て
対

応
い

た
だ

き
た

い
。

な
お

、
特

措
法

に
定

め
る

都
道

府
県

知
事

の
兼

任
に

係
る

措
置

の
う

ち
、

4
8
条

に
基

づ
く
臨

時
の

医
療

施
設

に
お

け
る

医
療

の
提

供
に

つ
い

て
は

、
事

務
の

一
部

を
市

町
村

長
が

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
定

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

（
特

措
法

4
8
条

2
項

）
。

鳥
取

県

6
6

医
療

体
制

医
療

機
関

、
医

師
会

等
と

の
調

整

・
医

療
提

供
体

制
の

確
保

等
に

あ
た

っ
て

、
今

後
、

医
師

会
等

へ
の

説
明

や
調

整
作

業
を

行
う

こ
と

に
な

る
が

、
国

レ
ベ

ル
で

医
療

関
係

団
体

（
日

本
医

師
会

等
）
へ

の
説

明
や

調
整

を
行

い
、

そ
の

結
果

等
に

つ
い

て
各

自
治

体
へ

情
報

提
供

を
お

願
い

し
た

い
。

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

有
識

者
会

議
に

は
、

日
本

医
師

会
の

担
当

理
事

が
委

員
と

な
っ

て
い

る
と

こ
ろ

。
今

後
も

有
識

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
意

見
交

換
し

て
ま

い
り

た
い

と
考

え
て

い
る

。
鳥

取
県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

6
7

医
療

体
制

地
域

感
染

期
以

降
に

お
け

る
医

療
体

制
に

つ
い

て
（
Ｐ

２
７

）

地
域

感
染

期
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

都
道

府
県

等
は

、
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

及
び

帰
国

者
・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

の
設

置
並

び
に

感
染

症
法

に
基

づ
く
患

者
の

入
院

措
置

を
中

止
す

る
と

あ
る

が
、

地
域

発
生

早
期

か
ら

地
域

感
染

期
へ

の
移

行
に

つ
い

て
現

政
府

行
動

計
画

で
は

必
要

に
応

じ
て

国
と

協
議

の
上

、
都

道
府

県
が

判
断

す
る

と
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
判

断
基

準
は

患
者

の
接

触
歴

が
疫

学
調

査
で

追
え

な
く
な

っ
た

状
態

を
目

安
と

示
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
そ

の
時

点
で

の
県

内
各

地
域

に
お

け
る

医
療

提
供

体
制

の
状

況
等

に
よ

っ
て

は
感

染
症

法
に

基
づ

く
患

者
の

入
院

措
置

が
困

難
と

な
る

事
態

も
想

定
さ

れ
、

移
行

の
判

断
は

国
と

協
議

の
上

と
は

さ
れ

て
い

る
が

よ
り

具
体

的
な

判
断

基
準

を
政

府
行

動
計

画
等

で
示

す
考

え
が

あ
る

の
か

伺
い

た
い

。

現
行

の
政

府
行

動
計

画
に

お
い

て
は

、
患

者
の

接
触

歴
が

疫
学

調
査

で
追

え
な

く
な

っ
た

状
態

と
、

一
律

の
判

断
基

準
を

示
し

て
い

る
と

こ
ろ

。
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
平

時
に

お
け

る
医

療
体

制
の

整
備

や
、

適
切

な
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

の
実

施
を

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

そ
の

う
え

で
も

、
ご

懸
念

の
状

況
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

都
度

国
と

地
方

自
治

体
が

協
議

の
上

、
適

切
な

対
応

を
と

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

2
7

長
崎

県

6
8

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て

Ｐ
２

５
（
１

）
要

請
・
指

示
を

行
う

状
況

に
つ

い
て

要
請

指
示

は
慎

重
に

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
要

請
・
指

示
を

行
う

タ
イ

ミ
ン

グ
と

し
て

、
地

域
の

ほ
と

ん
ど

全
て

の
医

療
機

関
が

休
止

す
る

な
ど

の
状

態
で

は
な

く
、

早
い

段
階

で
要

請
等

が
で

き
る

仕
組

み
が

必
要

で
あ

り
、

（
補

償
も

受
け

ら
れ

る
こ

と
か

ら
）
医

療
機

関
の

協
力

も
得

ら
れ

や
す

く
、

要
請

・
指

示
の

実
効

性
も

高
い

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

　
な

お
、

要
請

、
指

示
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

つ
い

て
も

可
能

な
限

り
具

体
的

に
御

教
示

願
い

た
い

。

中
間

と
り

ま
と

め
で

は
、

有
識

者
会

議
の

議
論

を
ふ

ま
え

、
特

措
法

第
3
1
条

に
基

づ
く

要
請

・
指

示
は

、
行

動
計

画
等

事
前

準
備

に
も

か
か

わ
ら

ず
医

療
体

制
の

確
保

が
困

難
な

場
合

な
ど

に
限

定
し

て
、

慎
重

に
行

う
べ

き
も

の
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

2
5

山
梨

県

6
9

情
報

提
供

国
民

へ
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

Ｐ
１

９
　

ロ
）
情

報
提

供
手

段
の

確
保

に
つ

い
て

　
○

国
民

が
情

報
を

得
る

機
会

の
増

加
や

、
外

国
人

、
障

害
者

な
ど

の
受

け
取

り
手

に
応

じ
た

情
報

提
供

の
た

め
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

含
め

た
多

様
な

情
報

提
供

手
段

を
活

用
す

る
必

要
が

あ
る

。
と

あ
る

が
、

テ
レ

ビ
の

デ
ジ

タ
ル

放
送

を
加

え
、

「
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

、
テ

レ
ビ

の
デ

ジ
タ

ル
方

法
を

含
め

た
多

様
な

情
報

提
供

手
段

を
活

用
す

る
必

要
が

あ
る

。
」
と

し
た

方
が

良
い

と
思

わ
れ

ま
す

。
　

　
ま

た
、

平
成

２
１

年
に

国
が

発
信

し
た

情
報

が
錯

綜
し

た
経

験
を

ふ
ま

え
、

報
道

機
関

で
の

報
道

内
容

に
は

必
ず

「
対

策
本

部
の

発
表

時
間

」
の

挿
入

す
る

こ
と

を
徹

底
す

る
等

、
報

道
の

履
歴

管
理

に
つ

い
て

も
明

記
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
検

討
し

て
い

く
が

、
ご

指
摘

も
踏

ま
え

、
検

討
し

て
い

き
た

い
。

1
9

山
梨

県

7
0

情
報

提
供

国
民

へ
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

Ｐ
1
8
の

｢２
発

生
時

に
お

け
る

国
民

へ
の

情
報

提
供

｣に
つ

い
て

、
「
風

評
被

害
の

問
題

を
含

め
、

誤
っ

た
情

報
が

出
た

場
合

は
、

具
体

的
に

そ
の

内
容

を
把

握
し

、
個

々
に

打
ち

消
す

情
報

を
迅

速
に

出
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
」
と

あ
る

が
、

風
評

被
害

や
誤

っ
た

情
報

の
流

布
は

予
想

以
上

に
多

岐
多

様
な

場
面

、
短

時
間

で
広

範
囲

に
広

ま
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
、

個
別

の
迅

速
な

対
応

だ
け

で
は

難
し

い
と

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
ま

ず
、

広
域

に
正

確
な

情
報

と
感

染
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
情

報
を

伝
え

る
こ

と
を

位
置

づ
け

る
こ

と
が

必
要

。
P

2
0
の

ハ
)の

｢リ
ア

ル
タ

イ
ム

か
つ

直
接

的
な

方
法

で
の

双
方

向
の

情
報

共
有

の
検

討
｣国

民
へ

の
情

報
提

供
に

つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
、

S
N

S
等

多
様

な
情

報
提

供
手

段
の

活
用

及
び

活
用

の
検

討
の

必
要

が
あ

る
と

あ
る

が
、

一
旦

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

多
大

な
影

響
が

見
込

ま
れ

、
地

方
自

治
体

が
対

応
す

べ
き

事
項

も
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

、
地

方
自

治
体

に
お

い
て

は
対

応
で

き
る

人
員

が
限

ら
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

情
報

提
供

手
段

の
多

様
化

に
つ

い
て

は
慎

重
に

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
ま

た
、

各
媒

体
で

の
情

報
に

時
間

的
な

ず
れ

が
生

じ
な

い
よ

う
な

対
応

が
必

要
。

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
検

討
し

て
い

く
が

、
ご

指
摘

も
踏

ま
え

、
検

討
し

て
い

き
た

い
。

な
お

、
災

害
情

報
に

つ
い

て
も

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

活
用

し
て

い
る

と
こ

ろ
、

こ
れ

ら
に

よ
る

地
方

自
治

体
へ

の
影

響
等

に
つ

い
て

、
今

後
ご

教
示

い
た

だ
き

た
い

。

1
8

神
奈

川
県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

7
1

医
療

体
制

都
道

府
県

と
保

健
所

設
置

市
の

役
割

に
つ

い
て

Ｐ
2
1
の

(1
)の

｢未
発

生
期

か
ら

進
め

る
医

療
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

｣で
は

、
都

道
府

県
並

び
に

保
健

所
を

設
置

す
る

市
及

び
特

別
区

は
２

次
医

療
圏

等
の

圏
域

を
単

位
と

し
、

保
健

所
を

中
心

と
し

て
地

域
医

師
会

、
医

療
機

関
等

と
の

対
策

会
議

を
設

置
し

、
医

療
体

制
の

整
備

を
推

進
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
こ

の
こ

と
か

ら
、

Ｐ
2
2
の

二
つ

目
の

○
に

記
載

の
あ

る
患

者
が

大
幅

に
増

加
し

た
場

合
に

も
対

応
で

き
る

よ
う

、
重

傷
者

は
入

院
、

軽
症

者
は

在
宅

療
養

の
振

り
分

け
や

、
医

療
体

制
の

確
保

を
図

る
こ

と
に

つ
い

て
も

、
都

道
府

県
と

併
せ

、
保

健
所

設
置

市
の

役
割

と
し

て
整

合
を

図
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
道

府
県

や
保

健
所

を
設

置
す

る
市

及
び

特
別

区
に

お
け

る
医

療
提

供
体

制
や

そ
の

連
携

体
制

に
つ

い
て

は
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

ご
と

の
在

り
方

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
そ

の
た

め
、

中
間

と
り

ま
と

め
で

は
、

都
道

府
県

と
保

健
所

を
設

置
す

る
市

及
び

特
別

区
と

の
間

で
、

事
前

に
役

割
分

担
に

つ
い

て
調

整
す

る
よ

う
求

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

2
2

神
奈

川
県

7
2

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

予
防

接
種

の
接

種
体

制
に

つ
い

て

Ｐ
5
5
の

｢住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

｣に
つ

い
て

、
国

が
接

種
費

用
を

統
一

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

特
に

首
都

圏
で

は
人

の
移

動
が

都
県

域
を

越
え

て
お

り
、

居
住

市
町

村
以

外
で

の
接

種
を

希
望

す
る

方
が

多
数

発
生

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。
こ

の
た

め
、

住
民

が
、

ど
こ

で
も

接
種

を
受

け
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

た
め

の
条

件
整

備
を

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
。

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

に
係

る
接

種
費

用
に

つ
い

て
は

、
国

庫
負

担
措

置
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
国

か
ら

国
庫

負
担

の
基

準
単

価
を

お
示

し
す

る
こ

と
に

な
る

と
考

え
る

。

問
４

２
に

同
じ

。

5
5

神
奈

川
県

7
3

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

ワ
ク

チ
ン

の
供

給
体

制
に

つ
い

て

Ｐ
5
8
の

(2
)供

給
体

制
で

は
、

ワ
ク

チ
ン

は
、

都
道

府
県

が
保

健
所

設
置

市
を

含
む

県
内

全
て

の
納

入
先

(保
健

セ
ン

タ
ー

、
医

療
機

関
等

)で
の

接
種

予
定

本
数

を
的

確
に

把
握

の
う

え
、

各
納

入
先

の
供

給
本

数
を

調
整

し
、

併
せ

て
各

納
入

販
売

業
者

を
決

定
す

る
と

し
て

い
る

。
こ

の
役

割
に

つ
い

て
、

各
納

入
先

の
接

種
予

定
本

数
を

把
握

す
る

市
町

村
が

、
都

道
府

県
の

提
示

す
る

市
町

村
毎

の
納

入
可

能
量

に
基

づ
き

、
各

納
入

先
(保

健
セ

ン
タ

ー
、

医
療

機
関

等
)へ

の
納

入
量

を
調

整
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

厚
生

労
働

省
で

は
都

道
府

県
ご

と
の

配
分

量
の

調
整

を
行

う
予

定
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

都
道

府
県

の
管

内
で

広
域

的
な

配
分

調
整

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

、
都

道
府

県
単

位
で

卸
売

販
売

業
組

合
が

組
織

さ
れ

て
い

る
こ

と
等

か
ら

、
都

道
府

県
に

管
内

の
配

分
調

整
を

お
願

い
し

た
い

と
考

え
て

お
り

、
ご

協
力

を
賜

り
た

い
。

5
8

神
奈

川
県

7
4

社
会

的
弱

者

社
会

的
弱

者
へ

の
支

援
に

つ
い

て

　
Ｐ

7
0
の

６
の

｢社
会

的
弱

者
へ

の
支

援
に

つ
い

て
｣に

つ
い

て
、

福
祉

施
設

、
病

院
等

の
施

設
内

(院
内

)感
染

に
意

識
し

た
対

策
を

位
置

づ
け

な
く
て

よ
い

の
か

。

　
本

中
間

と
り

ま
と

め
に

お
い

て
、

社
会

的
弱

者
へ

の
支

援
に

つ
い

て
は

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
発

生
時

の
要

援
護

者
の

範
囲

や
、

要
援

護
者

へ
の

生
活

支
援

等
に

つ
い

て
検

討
し

、
と

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
る

。
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
「
個

人
、

家
庭

及
び

地
域

に
お

け
る

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
に

記
載

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

各
事

業
者

に
お

け
る

感
染

対
策

に
つ

い
て

は
、

p
5
に

「
感

染
拡

大
防

止
策

に
つ

い
て

は
、

社
会

全
体

で
取

り
組

む
こ

と
に

よ
り

効
果

が
期

待
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

全
て

の
事

業
者

が
自

発
的

に
職

場
に

お
け

る
感

染
予

防
に

取
り

組
む

こ
と

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

　
さ

ら
に

、
医

療
機

関
に

お
け

る
感

染
対

策
に

つ
い

て
は

、
p
2
3
に

「
通

常
の

院
内

感
染

対
策

に
加

え
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
患

者
と

そ
の

他
の

患
者

と
を

可
能

な
限

り
時

間
的

・
空

間
的

に
分

離
す

る
な

ど
の

対
策

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

　
施

設
内

に
お

け
る

感
染

防
止

策
は

重
要

な
対

策
の

ひ
と

つ
と

考
え

て
お

り
、

本
中

間
と

り
ま

と
め

を
踏

ま
え

、
今

後
、

政
府

行
動

計
画

を
作

成
す

る
が

、
都

道
府

県
行

動
計

画
に

お
い

て
も

施
設

内
感

染
防

止
策

を
盛

り
込

む
な

ど
必

要
な

措
置

を
検

討
し

て
頂

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

7
0

神
奈

川
県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

7
5

医
療

体
制

②
 ５

．
２

　
臨

時
の

医
療

施
設

に
つ

い
て

③
 取

り
ま

と
め

案
7
ペ

ー
ジ

に
は

、
都

道
府

県
知

事
が

臨
時

の
医

療
施

設
を

開
設

云
々

と
あ

る
が

、
実

際
問

題
と

し
て

、
こ

の
よ

う
な

施
設

を
急

に
開

設
し

よ
う

に
も

、
施

設
の

み
な

ら
ず

、
ス

タ
ッ

フ
の

確
保

に
も

支
障

を
き

た
す

可
能

性
が

高
く
、

非
現

実
的

で
は

な
か

ろ
う

か
。

そ
れ

よ
り

も
、

既
存

の
医

療
機

関
が

入
院

患
者

を
受

け
入

れ
や

す
く
す

る
よ

う
に

、
そ

う
い

っ
た

医
療

機
関

に
優

先
的

に
物

資
や

燃
料

の
供

給
を

行
う

な
ど

、
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
つ

け
る

よ
う

な
形

に
し

た
ほ

う
が

良
い

の
で

は
な

い
か

。

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
罹

患
者

数
に

よ
っ

て
は

、
既

存
の

医
療

機
関

を
最

大
限

に
活

用
し

て
も

な
お

、
患

者
を

収
容

で
き

な
く
な

る
可

能
性

も
考

え
ら

れ
る

。
そ

の
場

合
、

特
措

法
第

4
8
条

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
知

事
は

臨
時

の
医

療
施

設
を

開
設

し
、

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。

2
5

仙
台

市

7
6

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

②
 8

.　
予

防
接

種
・
特

定
接

種
に

つ
い

て

③
 取

り
ま

と
め

案
１

８
ペ

ー
ジ

に
、

特
定

接
種

は
原

則
と

し
て

１
０

０
人

以
上

を
単

位
と

し
て

集
団

接
種

を
行

う
と

な
っ

て
い

る
が

、
２

０
０

９
年

の
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

の
際

も
、

集
団

接
種

は
な

か
な

か
困

難
で

、
個

別
接

種
で

対
応

し
た

経
験

が
あ

る
。

接
種

場
所

に
つ

い
て

も
、

事
業

所
内

に
診

療
所

を
持

っ
て

い
る

事
業

所
は

少
な

い
現

状
が

あ
る

。
そ

の
た

め
、

特
定

接
種

に
お

い
て

も
、

１
０

０
人

に
満

た
な

く
で

も
、

事
業

所
単

位
で

の
接

種
や

診
療

所
で

の
個

別
接

種
に

つ
い

て
も

認
め

る
よ

う
に

し
て

ほ
し

い
し

、
診

療
所

以
外

の
場

所
で

の
接

種
も

可
能

に
し

て
ほ

し
い

。

特
定

接
種

は
速

や
か

に
実

施
す

る
必

要
が

あ
り

、
集

団
的

接
種

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
ワ

ク
チ

ン
を

早
期

に
供

給
し

、
で

き
る

だ
け

早
く
接

種
す

る
た

め
、

ワ
ク

チ
ン

の
大

部
分

を
1
0
m

l等
の

大
き

な
単

位
の

バ
イ

ア
ル

で
供

給
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
お

り
、

１
０

０
人

以
上

の
単

位
で

接
種

体
制

を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。
な

お
、

接
種

会
場

と
し

て
は

、
企

業
内

診
療

所
の

ほ
か

、
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
等

公
的

な
施

設
を

活
用

す
る

方
法

や
、

医
療

機
関

に
委

託
す

る
方

法
に

つ
い

て
中

間
と

り
ま

と
め

に
記

載
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
。

1
8

仙
台

市

7
7

被
害

想
定

想
定

被
害

の
対

象
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

３
ペ

ー
ジ

に
「
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

発
生

時
の

被
害

想
定

に
つ

い
て

」
と

あ
る

が
、

こ
こ

に
あ

げ
る

被
害

想
定

は
新

感
染

症
に

対
し

て
ど

う
捉

え
る

べ
き

か
明

記
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

（
新

感
染

症
に

対
し

て
も

同
じ

想
定

で
考

え
る

の
か

、
区

別
し

て
考

え
る

と
す

る
の

か
）

未
知
の
感
染
症
で
あ
る
新
感
染
症
の
被
害
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

過
去
に
発
生
し
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
、
被
害

想
定
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

新
感
染
症
の
中
で
、
そ
の
感
染
力
の
強
さ
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
様
に

社
会
的
影
響
が
大
き
な
も
の
が
発
生
し
た
場
合
は
、
国
家
の
危
機
管
理
と
し
て
対

応
す
る
必
要
が
あ
り
、
併
せ
て
特
措
法
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
感
染

症
が
発
生
し
た
場
合
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
枠
組
み
を
参
考
に
し
な

が
ら
行
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
て
も
新

感
染
症
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
想
定
を
超
え
る
事
態
も
、
下
回
る
事
態
も
あ
り

得
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
対
策
を
検
討
・
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

3
佐

賀
県

7
8

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

１
７

ペ
ー

ジ
に

「
都

道
府

県
知

事
に

よ
る

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
に

つ
い

て
は

、
国

に
お

け
る

指
定

公
共

機
関

の
指

定
基

準
を

参
照

し
つ

つ
、

地
域

的
な

特
殊

性
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
都

道
府

県
と

相
談

の
上

、
手

引
き

等
を

作
成

し
て

い
こ

と
が

適
当

で
あ

る
」

と
あ

る
が

、
最

低
限

の
指

定
基

準
（
業

種
別

）
に

つ
い

て
は

、
地

域
差

が
出

な
い

よ
う

国
に

お
い

て
整

理
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
検

討
し

て
い

く
が

、
ご

指
摘

も
踏

ま
え

、
検

討
し

て
ま

い
り

た
い

。
1
7

佐
賀

県

7
9

医
療

体
制

医
療

体
制

の
確

保
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

２
１

ペ
ー

ジ
に

「
「
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

対
策

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
見

直
し

に
係

る
意

見
書

」
で

取
り

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

内
容

が
概

ね
妥

当
で

あ
り

」
と

あ
る

が
、

も
と

も
と

新
感

染
症

を
念

頭
に

入
れ

た
も

の
で

は
な

い
た

め
、

こ
の

項
の

冒
頭

に
「
新

感
染

症
の

場
合

も
基

本
的

に
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

と
同

様
の

医
療

体
制

を
と

る
」
と

い
う

よ
う

な
表

記
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

ま
た

、
新

感
染

症
と

医
療

体
制

に
関

す
る

対
策

が
異

な
る

場
合

は
、

そ
の

旨
に

つ
い

て
記

載
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

今
後

、
行

動
計

画
等

の
記

載
ぶ

り
に

つ
い

て
は

、
検

討
し

て
ま

い
り

た
い

。
2
1

佐
賀

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

8
0

医
療

体
制

学
会

の
医

療
専

門
家

に
対

す
る

説
明

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

２
２

ペ
ー

ジ
に

「
入

院
可

能
病

床
数

（
定

員
超

過
入

院
等

を
含

む
）
を

試
算

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

」
と

あ
る

が
、

対
象

と
す

る
疾

病
や

そ
の

被
害

想
定

に
つ

い
て

、
県

内
の

専
門

家
か

ら
、

以
下

の
よ

う
な

強
い

意
見

が
出

て
お

り
、

前
提

条
件

に
理

解
が

得
ら

れ
な

い
た

め
、

医
療

体
制

に
つ

い
て

具
体

的
検

討
を

進
め

る
こ

と
が

困
難

に
な

っ
て

い
る

。
よ

っ
て

対
象

と
す

る
疾

病
と

そ
の

被
害

想
定

を
明

確
に

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
ま

た
、

感
染

症
学

会
等

で
も

こ
の

点
に

つ
い

て
議

論
が

あ
る

よ
う

な
の

で
、

学
会

の
医

療
専

門
家

へ
き

ち
ん

と
説

明
し

、
理

解
を

得
ら

れ
る

よ
う

に
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

（
県

内
の

専
門

家
の

意
見

）
　

　
・
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

の
新

型
が

発
生

し
て

も
、

そ
れ

が
社

会
的

に
甚

大
な

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
を

起
こ

す
こ

と
は

現
代

に
お

い
て

は
あ

り
え

ず
、

ス
ペ

イ
ン

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
を

踏
ま

え
た

被
害

想
定

は
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
を

過
大

評
価

し
て

い
る

の
で

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

は
特

措
法

の
対

象
か

ら
外

す
べ

き
で

あ
る

。

医
療

関
係

団
体

へ
の

説
明

等
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
後

と
も

、
特

措
法

や
そ

れ
に

基
づ

く
政

省
令

、
行

動
計

画
や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

策
定

す
る

に
当

た
り

、
国

民
や

関
係

団
体

等
に

対
し

十
分

な
理

解
を

得
ら

れ
る

よ
う

、
必

要
な

説
明

等
を

行
っ

て
ま

い
り

た
い

。

2
2

佐
賀

県

8
1

医
療

体
制

帰
国

者
・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

２
３

ペ
ー

ジ
に

「
地

域
感

染
期

に
な

っ
た

場
合

に
は

、
…

セ
ン

タ
ー

の
設

置
並

び
に

感
染

症
法

に
基

づ
く
患

者
の

入
院

措
置

を
中

止
す

る
」
と

あ
る

が
、

本
県

で
は

、
国

で
い

う
相

談
セ

ン
タ

ー
は

小
康

期
に

入
る

ま
で

中
止

し
な

い
計

画
で

あ
り

、
２

０
０

９
年

時
は

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
開

始
に

伴
い

感
染

期
に

も
相

談
件

数
が

増
加

し
て

い
る

た
め

、
流

行
シ

ー
ズ

ン
を

通
し

た
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

全
般

の
相

談
窓

口
の

設
置

も
可

能
で

あ
る

こ
と

を
記

載
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

帰
国

者
・
接

触
者

相
談

セ
ン

タ
ー

は
、

地
域

発
生

早
期

に
お

い
て

、
発

生
国

か
ら

の
帰

国
者

や
患

者
と

の
濃

厚
接

触
者

で
あ

っ
て

、
発

熱
・
呼

吸
器

症
状

等
を

有
す

る
者

か
ら

電
話

で
相

談
を

受
け

、
帰

国
者

・
接

触
者

外
来

へ
と

受
診

調
整

を
す

る
も

の
で

あ
り

、
住

民
か

ら
の

一
般

的
な

問
い

合
わ

せ
に

対
し

て
設

置
す

る
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

と
は

異
な

る
も

の
で

あ
る

。
な

お
、

現
行

行
動

計
画

に
お

い
て

、
国

内
感

染
期

に
お

い
て

も
、

都
道

府
県

・
市

町
村

に
対

し
、

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
の

継
続

を
要

請
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

2
3

佐
賀

県

8
2

医
療

体
制

超
過

入
院

へ
の

対
応

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

２
３

ペ
ー

ジ
に

「
医

療
法

施
行

規
則

第
１

０
条

の
但

し
書

き
に

基
づ

き
」
と

あ
る

が
、

平
成

2
1
年

7
月

2
1
日

付
け

医
政

総
発

0
7
2
1
第

1
号

で
法

施
行

規
則

第
１

０
条

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
入

院
基

本
料

は
、

増
床

５
％

未
満

ま
で

は
減

額
を

行
わ

な
い

と
さ

れ
て

お
り

、
発

生
時

に
増

床
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

、
医

療
機

関
内

で
対

応
す

る
こ

と
が

最
も

望
ま

し
い

と
思

わ
れ

る
た

め
、

５
％

以
上

の
増

床
に

つ
い

て
の

対
応

を
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

超
過

入
院

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

「
平

成
2
1
年

7
月

2
1
日

付
け

医
政

総
発

0
7
2
1
第

1
号

で
法

施
行

規
則

第
１

０
条

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
に

よ
り

、
そ

の
取

り
扱

い
が

示
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

本
通

知
で

規
定

さ
れ

て
い

る
条

件
を

超
え

る
場

合
の

対
応

等
に

つ
い

て
は

、
今

後
、

必
要

に
応

じ
て

対
応

し
て

ま
い

り
た

い
。

2
3

佐
賀

県

8
3

要
請

指
示

特
措

法
第

３
１

条
以

外
で

の
要

請
・
指

示
に

対
す

る
補

償
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

２
５

ペ
ー

ジ
に

「
特

措
法

第
６

２
条

第
２

項
に

お
い

て
」
と

あ
る

が
、

特
措

法
第

３
１

条
以

外
で

の
要

請
・
指

示
に

対
す

る
補

償
に

つ
い

て
、

対
応

を
明

記
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

（
補

償
の

対
象

と
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

思
わ

れ
る

。
）

特
措

法
第

3
1
条

に
基

づ
く
要

請
又

は
指

示
以

外
に

対
し

て
は

、
特

措
法

の
補

償
の

対
象

に
な

ら
な

い
。

2
5

佐
賀

県

8
4

要
請

指
示

要
請

・
指

示
を

行
う

状
況

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

２
５

ペ
ー

ジ
に

「
実

際
の

要
請

等
は

慎
重

に
行

う
べ

き
も

の
と

す
る

」
と

あ
る

が
、

具
体

的
に

ど
う

い
う

こ
と

を
想

定
し

て
の

こ
と

か
明

確
に

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

特
措

法
に

基
づ

く
要

請
・
指

示
は

、
行

動
計

画
等

事
前

準
備

に
も

か
か

わ
ら

ず
医

療
体

制
の

確
保

が
困

難
な

場
合

な
ど

に
限

定
し

て
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
り

、
発

生
時

に
必

ず
行

わ
れ

る
も

の
で

は
な

い
と

い
う

意
味

で
、

慎
重

に
行

う
べ

き
も

の
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

2
5

佐
賀

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

8
5

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

薬
剤

の
備

蓄
体

制
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

２
７

ペ
ー

ジ
に

「
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
」
と

あ
る

が
、

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
以

外
の

長
期

処
方

の
対

象
と

な
る

医
薬

品
に

つ
い

て
も

備
蓄

体
制

を
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
の
備
蓄
に
関
し
て
は
、
急
激
な
処
方
対
象
患
者

の
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
的
な
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に

備
蓄
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
に
お
い
て
備
蓄
し
て
い
る

と
こ
ろ
。

一
方
、
長
期
処
方
薬
に
つ
い
て
は
、
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
と
異
な

り
、
年
間
を
通
じ
て
処
方
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
需
要
の
変
動
は
少
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
厚
生
労
働
省
は
、
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
に

対
し
、
常
日
頃
、
薬
価
基
準
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
円
滑
、
か
つ
、
適
正

な
供
給
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
場
流
通
に
よ
っ
て
対
応

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

2
7

佐
賀

県

8
6

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

電
話

に
よ

る
診

療
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

２
９

ペ
ー

ジ
に

「
原

則
と

し
て

、
外

出
自

粛
が

要
請

さ
れ

て
い

る
場

合
等

」
と

あ
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

発
生

段
階

を
想

定
さ

れ
て

い
る

か
記

載
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

　
ま

た
、

電
話

に
よ

る
診

療
は

、
医

療
体

制
の

能
力

の
限

界
を

超
え

た
患

者
が

医
療

機
関

に
押

し
寄

せ
る

ま
ん

延
期

以
降

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

理
解

し
て

い
た

が
、

初
期

で
も

対
応

可
能

な
の

か
お

示
し

い
た

だ
き

た
い

。

・
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
等

に
よ

る
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

等
の

処
方

に
つ

い
て

は
、

患
者

数
が

増
加

す
る

国
内

感
染

期
を

想
定

し
て

い
る

が
、

発
生

し
た

感
染

症
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

発
生

初
期

の
段

階
で

行
わ

れ
る

場
合

も
あ

る
と

考
え

て
い

る
。

2
9

佐
賀

県

8
7

感
染

防
止

感
染

防
止

の
協

力
要

請
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

３
７

ペ
ー

ジ
に

「
地

域
で

の
一

斉
の

学
校

・
保

育
施

設
等

の
臨

時
休

業
等

に
つ

い
て

は
、

対
策

解
除

後
に

か
え

っ
て

患
者

数
が

増
加

す
る

等
の

リ
ス

ク
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
情

報
収

集
を

行
い

適
切

に
判

断
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
。

」
と

あ
る

が
、

解
除

を
判

断
す

る
に

あ
た

っ
て

の
具

体
的

な
基

準
等

に
つ

い
て

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

Ｐ
3
7
～

3
9
の

「
期

間
の

考
え

方
」
を

参
照

い
た

だ
き

た
い

が
、

措
置

の
実

施
に

当
た

っ
て

ま
ず

期
間

を
示

す
必

要
が

あ
り

、
お

お
む

ね
１

～
２

週
間

程
度

と
想

定
し

て
い

る
。

そ
の

う
え

で
、

患
者

数
の

増
加

に
伴

い
、

地
域

に
お

け
る

医
療

体
制

の
負

荷
が

過
大

と
な

り
、

適
切

な
医

療
を

受
け

ら
れ

な
い

こ
と

に
よ

る
死

亡
者

数
の

増
加

が
見

込
ま

れ
る

等
の

特
別

な
状

況
に

お
い

て
は

例
外

的
に

、
医

療
機

関
の

状
況

等
も

参
考

に
概

ね
一

週
間

程
度

を
単

位
と

し
て

延
長

の
可

否
を

判
断

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
。

3
7

佐
賀

県

8
8

施
設

の
使

用
制

限

施
設

の
使

用
制

限
等

の
要

請
等

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

４
０

ペ
ー

ジ
に

「
１

０
０

０
㎡

超
の

施
設

を
対

象
と

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

」
と

あ
る

が
、

実
際

に
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
が

発
生

し
た

場
合

、
売

り
場

面
積

等
を

縮
小

す
れ

ば
営

業
等

を
認

め
る

の
か

。
　

な
お

、
現

状
の

面
積

は
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
の

届
出

や
建

築
基

準
法

の
建

築
確

認
申

請
等

に
よ

り
お

お
む

ね
把

握
で

き
る

と
思

わ
れ

る
が

、
売

り
場

面
積

等
を

縮
小

し
た

場
合

に
都

道
府

県
が

１
０

０
０

㎡
以

下
か

ど
う

か
判

断
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

。

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
検

討
し

て
い

く
が

、
ご

指
摘

も
踏

ま
え

、
検

討
し

て
ま

い
り

た
い

が
、

な
る

べ
く
、

既
に

把
握

し
て

い
る

情
報

を
基

に
運

用
す

る
こ

と
と

し
て

い
き

た
い

。
4
0

佐
賀

県

8
9

特
定

接
種

登
録

事
業

者
の

B
C

P
作

成
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

４
９

ペ
ー

ジ
に

「
こ

の
た

め
、

事
業

者
基

準
と

し
て

B
C

P
の

作
成

を
義

務
付

け
る

こ
と

と
す

る
」
と

あ
る

が
、

Ｂ
Ｃ

Ｐ
の

作
成

に
つ

い
て

は
、

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
や

特
定

接
種

に
係

る
登

録
業

務
に

お
い

て
事

業
者

側
か

ら
の

質
問

が
予

想
さ

れ
る

た
め

、
国

に
お

い
て

作
成

要
領

等
を

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

登
録

に
当

た
っ

て
の

要
件

を
実

施
要

領
等

で
明

確
に

し
て

い
き

た
い

。
4
9

佐
賀

県

9
0

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

接
種

体
制

に
お

け
る

広
域

的
な

協
定

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
案

５
８

ペ
ー

ジ
に

「
あ

ら
か

じ
め

市
町

村
間

及
び

都
道

府
県

間
等

で
広

域
的

な
協

定
を

締
結

し
」
と

あ
る

が
、

市
町

村
間

及
び

都
道

府
県

間
等

の
広

域
的

な
協

定
で

の
対

応
は

、
結

果
的

に
は

全
自

治
体

で
調

整
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

膨
大

な
事

務
量

と
な

る
た

め
、

も
っ

と
簡

略
化

し
た

方
法

で
、

国
で

自
治

体
間

の
連

携
方

法
を

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

問
４

２
に

同
じ

。
5
8

佐
賀

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

9
1

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
に

つ
い

て

取
り

ま
と

め
案

６
４

ペ
ー

ジ
に

「
平

時
か

ら
の

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
体

制
の

整
備

・
推

進
」
と

あ
る

が
、

現
在

、
国

立
感

染
症

研
究

所
が

国
の

研
究

事
業

と
し

て
実

施
さ

れ
有

用
性

が
認

め
ら

れ
て

い
る

「
学

校
欠

席
者

情
報

収
集

シ
ス

テ
ム

」
及

び
「
薬

局
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

シ
ス

テ
ム

」
も

国
の

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
と

位
置

付
け

る
方

向
で

検
討

す
る

な
ど

、
積

極
的

な
活

用
方

策
を

記
載

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

中
間

と
り

ま
と

め
の

８
．

１
（
４

）
集

団
発

生
の

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
な

ど
で

、
地

域
ご

と
に

異
常

を
探

知
で

き
る

体
制

整
備

の
た

め
の

研
究

の
重

要
性

を
記

載
し

て
い

る
。

6
4

佐
賀

県

9
2

指
定

公
共

機
関

指
定

（
地

方
）
公

共
機

関
ル

）
医

療
関

係
機

関
　

の
項

目
に

つ
い

て
・
特

措
法

第
4
7
条

に
規

定
す

る
「
病

院
そ

の
他

の
医

療
機

関
」
を

具
体

的
に

例
示

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
指

定
基

準
を

明
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
（
医

療
法

で
「
医

療
提

供
施

設
」
と

規
定

さ
れ

て
い

る
、

調
剤

を
実

施
す

る
薬

局
（
薬

事
法

第
４

条
第

１
項

の
許

可
を

受
け

た
薬

局
）
等

が
含

ま
れ

る
の

か
。

）

ヲ
）
医

薬
品

等
製

造
販

売
業

、
医

薬
品

等
製

造
業

、
医

薬
品

等
販

売
業

の
項

目
に

つ
い

て
・
特

措
法

第
4
7
条

に
規

定
さ

れ
る

、
医

薬
品

又
は

医
療

機
器

の
製

造
業

者
及

び
販

売
業

者
に

つ
い

て
、

そ
の

指
定

基
準

を
具

体
的

に
明

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

・
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

、
ワ

ク
チ

ン
、

シ
リ

ン
ジ

・
注

射
針

等
の

製
造

業
者

に
加

え
、

当
該

医
薬

品
等

の
製

造
に

不
可

欠
な

関
連

業
者

（
容

器
、

包
装

材
料

等
の

製
造

業
者

、
印

刷
業

者
等

）
の

取
扱

い
を

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

政
令

で
規

定
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

医
療

関
係

機
関

の
指

定
公

共
機

関
は

、
Ｐ

1
5
に

基
づ

き
、

（
独

）
労

働
者

健
康

福
祉

機
構

、
（
独

）
国

立
病

院
機

構
、

（
独

）
国

立
国

際
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
、

（
独

）
日

本
赤

十
字

社
、

日
本

医
師

会
、

日
本

薬
剤

師
会

、
日

本
看

護
協

会
、

全
日

本
病

院
協

会
、

日
本

医
療

法
人

協
会

、
日

本
病

院
会

で
あ

る
。

ま
た

、
指

定
地

方
公

共
機

関
の

指
定

基
準

等
の

手
引

き
等

は
、

今
後

お
示

し
し

て
い

き
た

い
。

政
令

で
規

定
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

医
薬

品
等

製
造

販
売

業
、

医
薬

品
等

製
造

業
、

医
薬

品
等

販
売

業
の

指
定

公
共

機
関

は
、

Ｐ
1
6
に

基
づ

き
、

一
般

財
団

法
人

化
学

及
血

清
療

法
研

究
所

、
北

里
第

一
三

共
ワ

ク
チ

ン
株

式
会

社
、

武
田

薬
品

工
業

株
式

会
社

、
グ

ラ
ク

ソ
・
ス

ミ
ス

ク
ラ

イ
ン

株
式

会
社

、
塩

野
義

製
薬

株
式

会
社

、
第

一
三

共
株

式
会

社
、

中
外

製
薬

株
式

会
社

、
株

式
会

社
ジ

ェ
イ

・
エ

ム
・
エ

ス
、

株
式

会
社

ト
ッ

プ
、

テ
ル

モ
株

式
会

社
、

ニ
プ

ロ
株

式
会

社
、

一
般

社
団

法
人

日
本

ワ
ク

チ
ン

産
業

協
会

、
社

団
法

人
日

本
医

薬
品

卸
業

連
合

会
で

あ
る

。
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

、
ワ

ク
チ

ン
、

シ
リ

ン
ジ

・
注

射
針

の
製

造
販

売
業

者
及

び
関

係
団

体
以

外
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

ま
た

、
指

定
地

方
公

共
機

関
の

指
定

基
準

等
の

手
引

き
等

は
、

今
後

お
示

し
し

て
い

き
た

い
。

1
6

富
山

県

9
3

指
定

公
共

機
関

 都
道

府
県

知
事

に
よ

る
、

医
療

機
関

に
お

け
る

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
の

考
え

方
の

項
目

に
つ

い
て

・
特

措
法

第
4
7
条

に
規

定
す

る
「
病

院
そ

の
他

の
医

療
機

関
」
を

具
体

的
に

例
示

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
指

定
基

準
を

具
体

的
に

明
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
（
医

療
法

で
「
医

療
提

供
施

設
」
と

規
定

さ
れ

て
い

る
、

調
剤

を
実

施
す

る
薬

局
（
薬

事
法

第
４

条
第

１
項

の
許

可
を

受
け

た
薬

局
）
等

が
含

ま
れ

る
の

か
。

）
・
相

当
数

の
入

院
病

床
と

は
、

ど
の

く
ら

い
の

病
床

数
か

、
救

命
対

応
が

可
能

な
医

療
機

器
等

と
は

、
何

を
指

す
の

か
、

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

、
今

後
、

検
討

し
て

い
く
。

（
問

４
７

、
問

９
２

の
回

答
も

参
照

い
た

だ
き

た
い

。
）

1
7

富
山

県

9
4

医
療

体
制

（
１

）
未

発
生

期
か

ら
進

め
る

医
療

体
制

の
整

備
に

つ
い

て
・
医

療
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

、
保

健
所

設
置

市
の

役
割

を
具

体
的

に
記

載
さ

れ
た

い
。

中
間

と
り

ま
と

め
で

は
、

２
次

医
療

圏
等

の
圏

域
に

設
置

さ
れ

て
て

い
る

保
健

所
を

中
心

と
し

て
、

地
域

医
師

会
、

地
域

薬
剤

師
会

、
地

域
の

中
核

医
療

機
関

を
含

む
医

療
機

関
、

薬
局

、
市

町
村

、
消

防
等

の
関

係
者

か
ら

な
る

対
策

会
議

を
設

置
し

、
地

域
の

関
係

者
と

密
接

に
連

携
を

図
り

な
が

ら
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

医
療

体
制

の
整

備
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

2
1

富
山

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

9
5

医
療

体
制

・
公

共
施

設
等

医
療

施
設

以
外

の
施

設
で

提
供

す
る

医
療

に
つ

い
て

、
求

め
ら

れ
る

医
療

設
備

と
医

療
内

容
に

つ
い

て
一

定
の

要
件

を
示

さ
れ

た
い

。
・
こ

の
よ

う
な

医
療

を
施

し
、

救
命

が
出

来
な

か
っ

た
あ

る
い

は
障

害
が

残
っ

た
場

合
等

に
お

い
て

、
患

者
・
家

族
か

ら
医

師
が

訴
え

ら
れ

る
場

合
も

想
定

さ
れ

る
が

、
そ

の
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

も
ご

教
示

願
い

た
い

。

・
中

間
と

り
ま

と
め

で
例

示
し

て
い

る
臨

時
の

医
療

施
設

に
係

る
条

件
に

つ
い

て
は

、
そ

の
地

域
の

実
情

に
よ

り
必

要
と

な
る

医
療

体
制

は
異

な
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
一

律
の

要
件

等
を

お
示

し
す

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。
・
ま

た
、

訴
訟

に
関

す
る

こ
と

は
個

別
の

事
情

に
よ

り
様

々
な

状
況

が
考

え
ら

れ
る

た
め

、
一

概
に

は
お

答
え

で
き

な
い

。

2
2

富
山

県

9
6

医
療

体
制

（
２

）
発

生
期

に
お

け
る

医
療

体
制

の
維

持
・
確

保
に

つ
い

て
・
新

感
染

症
の

地
域

発
生

早
期

に
お

い
て

、
当

該
地

域
が

特
定

感
染

症
病

床
を

持
た

な
い

場
合

、
他

都
道

府
県

の
指

定
医

療
機

関
へ

移
送

す
る

こ
と

で
よ

い
か

。
・
発

生
期

に
お

け
る

医
療

体
制

の
維

持
・
確

保
に

つ
い

て
、

医
療

法
等

他
法

令
と

調
整

の
う

え
、

具
体

的
な

病
床

確
保

や
臨

時
医

療
施

設
設

置
の

例
示

を
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

・
原

則
と

し
て

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

た
だ

し
、

感
染

症
法

第
4
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
当

該
都

道
府

県
知

事
の

判
断

に
基

づ
き

、
特

定
感

染
症

指
定

医
療

機
関

以
外

の
医

療
機

関
に

入
院

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
発

生
期

に
お

け
る

医
療

体
制

の
維

持
・
確

保
（
病

床
確

保
や

臨
時

医
療

施
設

設
置

）
に

つ
い

て
は

、
中

間
と

り
ま

と
め

に
お

い
て

、
医

療
法

と
特

措
法

の
関

係
に

か
か

る
整

理
を

行
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

ま
た

、
中

間
と

り
ま

と
め

で
例

示
し

て
い

る
臨

時
の

医
療

施
設

に
係

る
条

件
に

つ
い

て
は

、
そ

の
地

域
の

実
情

に
よ

り
必

要
と

な
る

医
療

体
制

は
異

な
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
一

律
の

要
件

等
を

お
示

し
す

る
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。
な

お
、

有
識

者
会

議
の

資
料

に
て

臨
時

の
医

療
施

設
等

の
例

示
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

参
考

に
さ

れ
た

い
。

2
2

富
山

県

9
7

医
療

体
制

・
地

域
感

染
期

以
降

に
お

い
て

、
都

道
府

県
等

が
感

染
症

法
に

基
づ

く
患

者
の

入
院

措
置

を
中

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
法

的
根

拠
は

何
か

、
ご

教
示

く
だ

さ
い

。
・
医

療
機

関
が

、
待

機
可

能
な

入
院

や
手

術
を

控
え

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
と

あ
る

が
、

こ
の

よ
う

な
医

療
機

関
の

措
置

に
対

す
る

国
民

の
理

解
を

深
め

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
旨

、
記

載
さ

れ
た

い
。

・
感

染
症

法
第

1
9
条

等
の

規
定

に
よ

り
、

都
道

府
県

知
事

は
、

当
該

感
染

症
の

ま
ん

延
を

防
止

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
時

に
は

、
入

院
勧

告
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ
て

い
る

。
よ

っ
て

、
地

域
感

染
期

は
当

該
感

染
症

が
当

該
地

域
に

ま
ん

延
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

た
め

、
上

記
規

定
の

範
疇

に
は

な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
・
国

民
に

対
す

る
情

報
提

供
の

在
り

方
に

つ
い

て
は

、
政

府
行

動
計

画
や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
へ

の
記

載
す

る
。

2
3

富
山

県

9
8

要
請

指
示

（
２

）
要

請
等

を
受

け
て

医
療

等
を

提
供

す
る

体
制

に
つ

い
て

・
特

措
法

第
3
1
条

の
医

療
関

係
者

に
つ

い
て

は
政

令
事

項
で

あ
る

の
で

、
「
災

害
救

助
法

な
ど

類
似

の
法

令
を

参
考

し
て

定
め

る
べ

き
で

は
な

い
か

。
」
の

意
見

に
加

え
、

分
科

会
で

の
意

見
の

と
お

り
具

体
的

に
職

種
も

記
載

し
て

は
ど

う
か

。

特
措

法
第

3
1
条

に
基

づ
く
要

請
等

の
対

象
と

な
る

医
療

関
係

者
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、

災
害

救
助

法
や

国
民

保
護

法
な

ど
他

の
危

機
管

理
法

を
参

考
に

1
2
職

種
と

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

【
参

考
】

医
師

、
歯

科
医

師
、

薬
剤

師
、

保
健

師
、

助
産

師
、

看
護

師
、

准
看

護
師

、
診

療
放

射
線

技
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

臨
床

工
学

技
士

、
救

急
救

命
士

、
歯

科
衛

生
士

2
6

富
山

県

9
9

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

（
１

）
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
・
オ

セ
ル

タ
ミ

ビ
ル

リ
ン

酸
塩

（
商

品
名

：
タ

ミ
フ

ル
）
に

は
、

「
カ

プ
セ

ル
」
と

「
ド

ラ
イ

シ
ロ

ッ
プ

」
の

２
種

類
の

剤
形

が
あ

り
、

そ
の

有
効

期
限

は
７

年
間

及
び

６
年

間
と

な
っ

て
い

る
。

行
政

備
蓄

の
大

多
数

は
、

「
カ

プ
セ

ル
」
が

占
め

て
い

る
が

、
臨

床
現

場
で

の
使

用
状

況
等

を
ふ

ま
え

、
今

後
ド

ラ
イ

シ
ロ

ッ
プ

の
備

蓄
を

可
能

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
い

た
だ

き
た

い
。

・
他

の
薬

剤
の

備
蓄

割
合

を
増

や
す

こ
と

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
⇒

他
の

薬
剤

の
備

蓄
割

合
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
（
理

由
）
必

ず
し

も
増

や
す

こ
と

だ
け

で
は

な
い

。
・
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
に

つ
い

て
は

、
備

蓄
薬

の
保

管
に

加
え

、
備

蓄
薬

の
更

新
、

廃
棄

の
た

め
の

経
費

が
新

た
に

必
要

と
な

る
。

国
に

お
い

て
、

使
用

期
限

切
れ

の
廃

棄
や

補
充

、
備

蓄
目

標
量

、
薬

剤
の

種
類

と
そ

の
割

合
等

に
つ

い
て

、
方

針
を

示
し

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

必
要

な
財

政
措

置
を

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

・
行

政
備

蓄
用

タ
ミ

フ
ル

ド
ラ

イ
シ

ロ
ッ

プ
剤

の
備

蓄
可

能
性

に
つ

い
て

は
製

薬
会

社
と

専
門

家
の

意
見

を
伺

い
な

が
ら

検
討

し
た

い
と

考
え

て
い

る
。

・
ま

た
、

中
間

と
り

ま
と

め
を

踏
ま

え
て

、
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
備

蓄
割

合
の

見
直

し
に

つ
い

て
は

検
討

中
で

あ
る

。
・
さ

ら
に

、
新

規
の

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬
の

備
蓄

の
可

能
性

に
つ

い
て

は
、

専
門

家
の

意
見

を
伺

い
な

が
ら

引
き

続
き

検
討

し
た

い
と

考
え

て
い

る
。

2
7

富
山

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
0
0

抗
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

薬

（
３

）
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

の
予

防
投

与
に

つ
い

て
・
予

防
投

与
対

象
者

、
投

与
を

す
る

者
、

使
用

す
る

薬
剤

（
行

政
備

蓄
品

か
流

通
品

か
）
、

費
用

負
担

に
つ

い
て

整
理

が
必

要
で

あ
る

。
（
理

由
）
分

科
会

の
資

料
で

は
、

医
療

従
事

者
に

つ
い

て
救

急
救

命
士

等
職

種
を

掲
げ

て
い

る
。

ま
た

、
患

者
に

濃
厚

接
触

し
た

医
療

従
事

者
に

つ
い

て
は

行
政

備
蓄

を
使

用
し

な
い

と
い

っ
た

意
見

も
あ

っ
た

。
・
備

蓄
し

た
薬

剤
の

有
効

活
用

を
進

め
る

こ
と

に
つ

い
て

も
提

言
さ

れ
て

い
る

の
で

、
そ

の
意

見
も

記
載

し
た

ら
ど

う
か

。
・
地

域
封

じ
込

め
の

内
容

に
つ

い
て

具
体

的
に

示
さ

れ
た

い
。

・
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

の
場

合
は

、
そ

の
効

果
は

限
定

的
と

も
考

え
ら

れ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
想

定
に

お
い

て
封

じ
込

め
を

実
施

す
る

の
か

。
・
地

域
封

じ
込

め
を

行
う

判
断

は
誰

が
行

う
の

か
、

ま
た

、
実

施
す

る
場

合
の

費
用

負
担

は
ど

の
よ

う
に

な
る

の
か

。
・
一

斉
予

防
投

与
を

実
施

す
る

。
⇒

一
斉

予
防

投
与

の
実

施
も

検
討

す
る

。
　

(理
由

)一
定

の
条

件
が

不
明

の
ま

ま
、

「
一

斉
予

防
投

与
を

実
施

す
る

」
と

断
定

的
に

記
載

で
き

な
い

の
で

は
な

い
か

。

・
予

防
投

与
の

時
期

、
対

象
者

、
投

与
を

行
う

実
施

者
に

つ
い

て
は

、
中

間
と

り
ま

と
め

に
お

い
て

示
し

た
と

こ
ろ

。
・
中

間
と

り
ま

と
め

に
お

い
て

、
予

防
投

与
を

行
う

際
に

は
、

国
及

び
都

道
府

県
が

備
蓄

し
て

い
る

分
を

使
用

で
き

る
も

の
と

す
る

べ
き

と
さ

れ
て

お
り

、
行

政
備

蓄
薬

の
使

用
も

可
能

と
し

て
い

る
と

こ
ろ

。
・
濃

厚
接

触
者

等
（
医

療
従

事
者

を
含

む
。

）
に

対
し

て
予

防
投

与
を

行
う

際
に

、
備

蓄
薬

を
用

い
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
都

道
府

県
備

蓄
分

を
用

い
る

こ
と

と
な

る
が

、
無

償
配

布
す

る
か

ど
う

か
は

、
各

都
道

府
県

の
判

断
と

考
え

て
い

る
。

た
だ

し
、

予
防

投
与

は
、

都
道

府
県

内
で

発
生

し
た

全
て

の
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
患

者
の

接
触

歴
を

疫
学

調
査

で
追

え
る

地
域

感
染

早
期

に
限

っ
て

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
対

象
者

数
は

非
常

に
限

定
的

と
な

る
も

の
と

想
定

し
て

い
る

。
・
な

お
、

地
域

封
じ

込
め

等
の

際
に

、
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
薬

を
大

量
に

用
い

る
場

合
は

、
国

備
蓄

分
を

用
い

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
る

（
緊

急
的

に
都

道
府

県
備

蓄
分

を
使

用
し

た
場

合
は

、
事

後
的

に
国

備
蓄

分
に

よ
り

補
充

す
る

）
。

・
地

域
封

じ
込

め
に

つ
い

て
は

、
「
感

染
拡

大
防

止
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（
平

成
2
1

年
２

月
1
7
日

）
を

参
考

に
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

改
定

す
る

こ
と

を
検

討
し

て
い

る
（
地

域
封

じ
込

め
の

条
件

に
つ

い
て

は
問

３
０

参
照

）
。

2
8

富
山

県

1
0
1

特
定

接
種

２
）
特

定
接

種
の

登
録

方
法

等
に

つ
い

て
・
登

録
事

業
者

へ
の

特
定

接
種

に
つ

い
て

、
接

種
対

象
者

を
把

握
し

確
実

に
接

種
を

実
施

す
る

た
め

、
登

録
事

業
者

が
実

施
す

べ
き

事
業

内
容

に
つ

い
て

一
定

程
度

具
体

的
に

示
さ

れ
た

い
。

特
定

接
種

に
関

し
て

登
録

事
業

者
が

実
施

す
べ

き
事

項
と

し
て

は
、

登
録

作
業

の
実

施
、

接
種

体
制

の
構

築
等

が
考

え
ら

れ
、

政
府

行
動

計
画

や
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

で
示

し
て

ま
い

り
た

い
。

5
2

富
山

県

1
0
2

特
定

接
種

・
リ

ス
ト

の
作

成
、

登
録

手
続

き
に

つ
い

て
、

厚
生

労
働

大
臣

と
各

所
管

行
政

機
関

の
長

と
事

業
者

と
の

や
り

と
り

で
実

施
で

き
る

よ
う

に
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

抽
象

的
で

あ
る

た
め

、
都

道
府

県
、

市
町

村
が

協
力

す
る

事
務

に
つ

い
て

は
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

事
務

と
な

る
の

か
具

体
的

に
説

明
い

た
だ

き
た

い
。

特
定

接
種

制
度

の
対

象
者

が
確

定
し

た
後

、
「
登

録
の

周
知

」
や

「
登

録
申

請
」
な

ど
の

具
体

的
な

手
順

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
務

処
理

規
程

等
を

作
成

す
る

予
定

で
あ

る
。

5
3

富
山

県

1
0
3

特
定

接
種

・
登

録
事

業
者

に
お

い
て

実
施

さ
れ

る
集

団
的

接
種

に
お

い
て

、
集

団
接

種
の

対
象

で
あ

る
こ

と
、

実
施

済
み

の
証

明
、

集
団

接
種

場
所

で
の

感
染

拡
大

防
止

措
置

等
に

つ
い

て
、

実
務

上
の

担
当

は
誰

と
な

る
と

想
定

し
て

い
る

の
か

。

登
録

事
業

者
に

対
す

る
特

定
接

種
に

か
か

る
実

施
主

体
は

、
厚

生
労

働
省

で
あ

る
。

た
だ

し
、

必
要

に
応

じ
て

、
登

録
事

業
者

や
地

方
自

治
体

の
協

力
を

得
て

接
種

体
制

の
構

築
を

行
う

こ
と

も
考

え
ら

れ
、

そ
の

場
合

の
実

務
に

つ
い

て
は

登
録

事
業

者
や

地
方

自
治

体
の

職
員

に
協

力
を

依
頼

す
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

5
5

富
山

県

1
0
4

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

７
．

２
　

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

（
３

）
接

種
体

制
・
居

住
地

以
外

の
市

町
村

に
お

け
る

接
種

を
可

能
と

す
る

た
め

、
各

市
町

村
間

及
び

都
道

府
県

間
で

バ
ラ

バ
ラ

に
協

定
を

締
結

す
る

の
で

は
な

く
、

国
が

接
種

費
用

を
統

一
し

、
国

が
包

括
的

に
協

定
を

締
結

し
、

ど
こ

で
も

接
種

可
能

と
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
る

。
・
全

国
統

一
的

な
シ

ス
テ

ム
が

必
要

で
あ

る
。

問
４

２
に

同
じ

。
5
9

富
山

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
0
5

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

・
学

校
で

の
集

団
接

種
に

つ
い

て
は

、
文

部
科

学
省

と
協

議
の

上
、

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

検
討

い
た

だ
き

た
い

。

今
後

、
文

部
科

学
省

と
も

協
議

し
て

ま
い

り
た

い
。

地
域

に
お

い
て

も
、

円
滑

な
接

種
体

制
が

構
築

で
き

る
よ

う
、

教
育

委
員

会
と

協
議

し
て

頂
き

た
い

。

6
0

富
山

県

1
0
6

特
定

接
種

、
住

民
に

対
す

る
予

防
接

種

７
．

３
　

ワ
ク

チ
ン

に
つ

い
て

・
プ

レ
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
あ

る
い

は
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
ワ

ク
チ

ン
に

つ
い

て
、

接
種

回
数

や
接

種
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

ど
の

よ
う

に
な

る
の

か
。

細
細

胞
培

養
法

に
よ

る
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
ワ

ク
チ

ン
の

生
産

体
制

が
整

備
さ

れ
た

後
は

、
ワ

ク
チ

ン
製

造
用

の
株

決
定

後
約

６
か

月
で

全
国

民
分

の
ワ

ク
チ

ン
を

確
保

で
き

る
と

考
え

て
い

る
。

ワ
ク

チ
ン

の
接

種
回

数
に

つ
い

て
は

、
プ

レ
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
ワ

ク
チ

ン
、

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

ワ
ク

チ
ン

と
も

、
原

則
と

し
て

２
回

接
種

と
な

る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

な
お

、
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
ワ

ク
チ

ン
に

つ
い

て
は

、
発

生
時

に
デ

ー
タ

収
集

を
行

い
、

そ
の

う
え

で
、

接
種

回
数

等
の

方
針

は
、

基
本

的
対

処
方

針
等

諮
問

委
員

会
に

諮
っ

た
上

で
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

本
部

で
決

定
す

る
。

住
民

に
対

す
る

予
防

接
種

は
、

ワ
ク

チ
ン

の
生

産
・
確

保
と

同
時

並
行

で
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
集

団
的

接
種

を
実

施
す

る
な

ど
、

可
能

な
限

り
速

や
か

に
全

国
民

へ
の

接
種

を
完

了
で

き
る

よ
う

に
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。

6
2

富
山

県

1
0
7

そ
の

他

（
５

）
そ

の
他

発
生

時
の

ウ
イ

ル
ス

検
査

に
つ

い
て

は
、

～
別

途
整

理
す

る
べ

き
で

あ
る

。
⇒

発
生

時
の

ウ
イ

ル
ス

検
査

に
つ

い
て

は
地

方
衛

生
研

究
所

で
速

や
か

に
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
体

制
整

備
を

図
り

、
精

度
管

理
な

ど
国

立
感

染
症

研
究

所
と

の
役

割
分

担
を

整
理

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

発
生

時
の

ウ
イ

ル
ス

検
査

の
仕

組
み

に
つ

い
て

は
、

今
後

、
別

途
整

理
す

る
予

定
で

あ
る

。
富

山
県

1
0
8

特
定

接
種

特
定

接
種

に
つ

い
て

は
、

国
が

実
施

主
体

で
あ

る
が

都
道

府
県

に
協

力
を

求
め

る
と

な
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
の

登
録

事
務

に
つ

い
て

、
自

治
体

へ
の

依
頼

な
の

か
、

別
の

法
的

な
委

任
事

務
な

の
か

明
確

に
し

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

都
道

府
県

に
対

す
る

補
助

（
１

／
２

）
が

予
算

案
に

示
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

そ
の

場
合

、
地

方
自

治
体

負
担

分
に

つ
い

て
は

適
切

な
財

政
措

置
を

要
望

す
る

。

・
特

措
法

附
則

第
3
条

の
規

定
の

と
お

り
、

特
定

接
種

に
係

る
事

務
の

う
ち

、
地

方
公

共
団

体
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

に
つ

い
て

は
、

法
定

受
託

事
務

で
あ

る
。

　
な

お
、

特
定

接
種

に
か

か
る

費
用

の
う

ち
、

地
方

自
治

体
負

担
分

に
つ

い
て

は
、

地
方

交
付

税
措

置
を

講
じ

る
こ

と
に

つ
い

て
総

務
省

と
合

意
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

富
山

県

1
0
9

そ
の

他

こ
の

中
間

と
り

ま
と

め
の

位
置

付
け

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ま
で

の
各

分
科

会
及

び
有

識
者

会
議

に
お

い
て

課
題

、
検

討
事

項
と

さ
れ

て
い

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
行

動
計

画
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
前

に
、

引
き

続
き

、
関

係
省

庁
、

関
係

団
体

、
地

方
自

治
体

と
協

議
を

し
、

有
識

者
会

議
で

引
き

続
き

検
討

す
る

旨
、

報
告

書
に

明
記

さ
れ

た
い

。

中
間

と
り

ま
と

め
は

、
有

識
者

会
議

が
と

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
る

。
こ

の
中

間
と

り
ま

と
め

を
受

け
、

今
後

、
政

府
に

お
い

て
、

政
令

、
政

府
行

動
計

画
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

作
成

し
て

い
く
。

富
山

県

1
1
0

そ
の

他

今
後

の
タ

イ
ム

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

今
回

の
中

間
と

り
ま

と
め

（
案

）
を

基
に

、
政

省
令

、
行

動
計

画
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

検
討

が
進

め
ら

れ
る

こ
と

と
考

え
る

が
、

今
後

の
タ

イ
ム

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
出

来
る

か
ぎ

り
具

体
的

に
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

中
間

と
り

ま
と

め
に

つ
い

て
は

、
2
月

7
日

に
確

定
・
公

表
を

行
っ

た
と

こ
ろ

。
政

府
行

動
計

画
は

、
５

，
６

月
の

作
成

を
目

指
し

て
い

る
。

そ
の

前
に

は
パ

ブ
コ

メ
等

を
行

う
予

定
で

あ
る

。
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

、
政

府
行

動
計

画
と

間
を

置
か

ず
に

作
成

し
た

い
と

考
え

て
い

る
。

熊
本

県



番
号

項
目

質
問

回
答

該
当

ペ
ー

ジ
県

名

1
1
1

指
定

公
共

機
関

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
手

続
き

に
つ

い
て

中
間

と
り

ま
と

め
（
案

）
1
7
頁

の
二

つ
目

の
○

で
「
都

道
府

県
知

事
に

よ
る

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
に

つ
い

て
は

、
国

に
お

け
る

指
定

公
共

機
関

の
指

定
基

準
を

参
照

し
つ

つ
、

地
域

的
な

特
殊

性
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
都

道
府

県
と

相
談

の
上

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

よ
う

な
も

の
を

作
成

し
て

い
く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

」
と

さ
れ

て
い

る
。

指
定

地
方

公
共

機
関

の
指

定
は

、
都

道
府

県
行

動
計

画
と

同
時

並
行

か
む

し
ろ

先
行

的
に

指
定

手
続

き
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
、

中
間

と
り

ま
と

め
を

受
け

て
、

地
域

の
特

殊
性

を
踏

ま
え

た
個

別
の

基
準

を
設

け
る

こ
と

は
時

間
的

に
厳

し
く
、

今
後

の
課

題
と

考
え

る
。

手
引

き
等

の
提

示
に

つ
い

て
は

な
る

べ
く
早

急
に

お
示

し
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。
熊

本
県
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